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この投資信託説明書（目論見書）の前半部分は、投資信託説明

書（交付目論見書）、後半部分は、投資信託説明書（請求目論

見書）です。 



マーケット・ニュートラル 

追加型証券投資信託 

投資信託説明書（交付目論見書） 

（訂正事項分） 

平成 21 年６月 19 日 

この冊子は、「マーケット・ニュートラル」の投資信託説明書（交付目論見書(2008.12)）の訂正事項を記載したものです。

投資家の皆様におかれましては、お手数ではございますが、同投資信託説明書(交付目論見書)の該当部分をこの冊子にし

たがい読み替えていただきますようお願い申し上げます。 

ユナイテッド投信投資顧問株式会社 

1. この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「マーケット・ニュートラル」の募集については、委託会

社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を平成 20 年 12 月 1 日に関東財務局長に提出して

おり、平成 20 年 12 月 2 日にその届出の効力は生じております。また同法第７条の規定により有価証券届出

書の訂正届出書を平成 21 年 6月 19 日に関東財務局長に提出しております。 

2. この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書のうち、同法第

15条第2項の規定に基づき投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書で

す。 

3. 金融商品取引法第 13 条に規定する詳細情報を記載した投資信託説明書（請求目論見書）は、取扱販売会社

にご請求いただければ当該取扱販売会社を通じて交付いたします。ご請求をされた場合には、その旨をご自

身で記録しておくようにしてください。 

 

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 

 投資信託は、元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて受益者に帰属します。 

 投資信託は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではあり

ません。 

 銀行などの登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 

 



重要です。必ず、お読み下さい。 

 
下記の事項は、この投資信託（以下｢当ファンド｣という。）をお申込みされるご
投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせす
るものです。 
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内
容をよくお読みください。 

記 

■当ファンドに係るリスクについて 

 
当ファンドは、ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド

を通じて主に米国の株式を投資対象としていますので、組入れている米国

株式の価格の下落や、組入れている米国株式の発行会社等の経営や財務

状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがありま

す。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ること

があります。 

したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基

準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「有価証券等の価格変動リ

スク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」などがあります。 
 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの基本情報」内の

｢リスク｣および「６．投資リスクとその管理体制」をご覧ください。 
 

■当ファンドに係る手数料等について 

お客様には以下の費用をご負担いただきます。 

◆お申込み時に直接ご負担していただく費用 

ありません。 

 

◆換金（ご解約）時に直接ご負担していただく費用 

ありません。 

 



◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 

①信託報酬 

ファンドの純資産総額に対して年 1.575％（税抜年 1.500％） 

②実績報酬 

当ファンドの計算期間を通じて毎日の基準価額が、一定の目標水準を上

回った基準価額となった場合、当該超過部分の 31.5％（税抜 30.0％）を実

績報酬として申し受けます。 

③その他の費用 

有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等） 

監査費用 

信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用 等 

 

（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前

に料率、上限額等を示すことができません。） 

 

受益者が負担する手数料などの合計額については、ご投資家の皆様がファ

ンドを保有される期間や運用の状況などに応じて異なりますので、あらかじ

め表示することができません。 

 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「７．手数料等及び税金」をご

覧ください。 
 

 

■ クーリングオフの適用について 

当ファンドのお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 

 



ファンドの基本情報 
 

ファンド概要 

マーケット･ニュートラル 
 

商品分類 追加型証券投資信託／国際株式型（北米型） ※当該商品分類は旧分類を表示しております。 

投資の基本方針  マザーファンドへの投資を通じて、主として米国株式に実質的に投資します。 

 魅力度の高い銘柄を買付け（買いポートフォリオの構築）、魅力度の低い銘柄を借株し売り

建てを行い（売りポートフォリオの構築）、株式市場動向にかかわらず安定的な収益の獲得

を目指す「マーケット・ニュートラル戦略」を用いて、運用を行います。 

 為替フルヘッジを行うことにより為替変動リスクを回避し、安定的な収益確保を行います。 

 マザーファンドの運用の指図にかかる権限をアナリティック・インベスターズ・エルエルシー

に委託します。 

主な投資対象 ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし

ます。なお、国内外の株式および債券等に直接投資することがあります。 

主な投資制限  株式の実質投資割合には制限を設けません。 

 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

信託期間 平成 13 年 11 月 30 日から無期限です。 

決算日 毎年３月 20 日および９月 20 日（休業日の場合は翌営業日となります） 

収益分配 毎決算時に分配対象収益の中から、基準価額水準・市況動向を勘案し、収益分配を行いま

す。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 

信託報酬 純資産総額に対して年率 1.575％（税抜 1.500％） 

マザーファンドの運用に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社

が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。 

実績報酬 当ファンドの計算期間を通じて毎日の基準価額が、一定の目標水準（以下「目標基準価額」と

いいます。）を上回った基準価額となった場合、当該目標基準価額を超える基準価額の超過部

分の 31.5％（税抜 30.0％）を実績報酬として申し受けます。 

その他の費用  当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等ならびに外貨建資産の保管等に要

する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、当ファンドの計算期間を通じ

て毎日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該消費税

等相当額とともに信託財産中から支弁します。 

 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（法律顧問・税務顧問への報

酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含

め、以下「諸経費」といいます。）および諸経費にかかる消費税等ならびに受託会社の立替

えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行っ

た場合、当該借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「７．手数料等及び税金」をご覧ください。 

投資顧問会社 アナリティック・インベスターズ・エルエルシー（拠点：米国） 

受託会社 株式会社りそな銀行 

(再信託受託会社：日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社) 



ファンドの基本情報 
 

ご投資の手引き 

お申込みについて 
お申込み方法  原則として、いつでもお申込みができます。（下記のお申込み受付中止日を除く） 

 お申込み受付時間は、原則として取扱販売会社の営業日の午後３時（国内の金融商品取

引所の半休日にあたる日は、午前 11 時までとさせていただきます。）までとし、この受付時

間を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

お申込み単位 最低単位を１口又は１円単位として各販売会社が任意に定める単位。 

お申込み価額 お申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。 

お申込み手数料 無手数料です。 
お申込み 

受付中止日 

ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行の休業日においては取扱いいたしませ

ん。 
お申込み場所 販売会社にてお申込みいただけます。販売会社については、下記の照会先までお問い合わせ

ください。 

ユナイテッド投信投資顧問株式会社 お客様デスク 

電話番号 ０３－５５４２－７１５０ 

受付時間 委託会社の営業日の午前９時～午後５時まで 

（ただし、国内の金融商品取引所の半休日にあたる日は正午までとさせて頂きます。） 

ご解約について 
ご解約方法  原則として、いつでもご解約できます。（下記のご解約受付中止日を除く） 

 ご解約受付時間は、原則として取扱販売会社の営業日の午後３時（国内の金融商品取引

所の半休日にあたる日は、午前 11 時までとさせていただきます。）までとし、この受付時間

を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

 信託財産の資金管理を円滑に行うため、１億口または１億円以上のご解約につきましては

正午（半休日の場合は午前 10 時）までにお願いいたします。 

ご解約単位 １口単位。 

ご解約価額 ご解約受付日の翌営業日の基準価額となります。 

ご解約受付中止日 ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行の休業日においては取扱いいたしませ

ん。 

運用経過のお知らせについて 
運用報告書 毎計算期末に、期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した

「運用報告書」を作成いたします。運用報告書は、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売

会社からお届けいたします。 

基準価額 毎日の基準価額は販売会社または上記の委託会社の照会先にお問い合わせください。 

また、日本経済新聞にも掲載します。 

※商品内容を十分にご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。 



ファンドの基本情報 
 

リスク 

投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みいただき、当ファンドのリスクを十分

ご理解のうえお申込みいただきますようお願い申し上げます。 
当ファンドは、主としてユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンドへの投資を通じて株式などの

値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、当ファンドの基準価額は

変動します。したがって、元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益

および損失は、すべて受益者に帰属します。 
当ファンドの基準価額の変動要因の主なものは以下の通りです。 

有価証券等の価格変

動リスク 

当ファンドは株式等を中心に値動きのある有価証券等に投資します。当ファンドの基準価額

は、組入れる株式等の価格変動の影響を受けます。株式等の価格は、国内外の政治、経

済、社会情勢、株式等の発行企業の経営状況等の変化により、下落することがあります。

その結果、当ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。 

為替変動リスク 外貨建資産へ投資しますので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産

の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

なお、当ファンドは、原則として為替ヘッジを行ないますが、為替ヘッジを行なうにあたって

は、ヘッジコストが発生します。また、為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴な

うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。なお、ヘッジコストとは、為替ヘッジを

行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合には、この金利差

の分だけ収益が低下することになります。 

流動性リスク 組入有価証券を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模や市場動向によっては、組

入証券が当初期待される価格で売却あるいは取得できない可能性があります。このような

場合、基準価額が値下がりする可能性があります。 

デリバティブ取引等の

リスク 

当ファンドは、有価証券先物取引等を利用することがあります。当該デリバティブ取引等

は、国内外の経済、政治情勢などの影響を受け変動します。当ファンドにおいては、デリバ

ティブ取引等の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、ファンドの基準価額

が値下がりすることがあります。 

カントリーリスク 外貨建て資産に一部投資しておりますので、その国の政治、経済情勢、外国為替規制、資

本規制等による影響を受け、ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。 

解約による資金流出に

伴うリスク 

 

一部解約金の支払資金を手当てするために、ファンドの組入有価証券等を大量に売却しな

ければならない場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、当初期待さ

れる価格で売却できないことがあり、当該取引によりファンドの基準価額が値下がりする要

因となります。 

また、ファミリーファンド方式による運用は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当

ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加

設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変

化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。 

（ご注意）以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。 
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Ⅰ. 投資信託説明書（交付目論見書）の訂正理由 

「マーケット・ニュートラル」投資信託説明書（交付目論見書(2008.12)）（以下「原目論見書」とい

います。）の記載事項のうち訂正すべき事項がありますので訂正を行います。 
 

Ⅱ. 訂正の内容 

下線部   は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載されている内容は、原目論見書が更新されます。 
また＜追加＞の記載事項は原目論見書に追加されます。 

 

1.証券情報（原目論見書 1～3頁） 
 

(2) 内国投資信託受益証券の形態等  

＜更新後＞ 

追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。 

当ファンドは、格付けは取得していません。 

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。）

の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載

の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」

をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録

されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受

益権を「振替受益権」といいます。）。ユナイテッド投信投資顧問株式会社（以下「委託者」

もしくは「委託会社」ということがあります。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、

当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式

の形態はありません。 

 

(9) 払込期日  

＜更新後＞ 

取得のお申込みをされる方は、お申込み金額およびお申込み手数料（税込）を販売会社が

定める日までにお支払いください。 

振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行わ

れる日に委託会社の指定する口座を経由して、株式会社りそな銀行（信託契約にかかる受託者

であり、以下「受託者」もしくは「受託会社」ということがあります。）の指定するファンド

口座に払い込まれます。 

 

(11) 振替機関に関する事項  

＜更新後＞ 

ファンドの受益権の振替機関は、以下の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 
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2.ファンドの特色（原目論見書 4～8頁） 
 

(2) ファンドの仕組み  

①ファンドの関係法人 

＜更新後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜後略＞ 
 

3.委託会社等の概況（原目論見書 9頁） 
 

＜更新後＞ 

(A)資本金 

10 億 3,000 万円（平成 21 年４月 30 日現在） 

＜中略＞ 
 

(C)大株主の状況 

 （平成 21年４月 30日現在）

名称 住所 所有株式数 所有比率

日本アジアホールディングズ 

株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目 

３番２号 郵船ビル５階 
4,100 株 100％ 

  

販売会社 

（受益権の募集の取扱いおよび販売、一部

解約の実行の請求の受付け、収益分配金の

再投資ならびに収益分配金、償還金および

一部解約の支払い等） 

当ファンド 

マーケット・ニュートラル 

委託会 社  
ユナイテッド投信投資顧問

（信託財産の運用指図等） 

受託会社  
りそな銀行  

（委託会社の指図に基づく信託財 
産の管理・処分、信託財産の計算等）   
 

＜再信託受託会社＞  
日本トラスティ・サービス  

信託銀行  

※２投資信託契約 

※ ３ 販売契約  

受益者 

（投資家）   

投資顧問会社 
 アナリティック・インベスターズ・エルエルシー

 
 

委託会社から信託財産の運用の指図に関する権限

の委託を受けて行なうマザーファンドの運用指図。

 

※ １運用 の指図の 
権限委任に関す

る契約   

親投資信託 

ユナイテッド米国株式マーケット・
ニュートラル・マザーファンド 
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4.投資方針（原目論見書 10～15 頁） 
 
(2) 投資対象  

② 投資の対象とする有価証券 

＜更新後＞ 

(A)委託者は、信託金を、主としてユナイテッド投信投資顧問株式会社を委託者とし、株式会

社りそな銀行を受託者として締結されたユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラ

ル・マザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）の受益証券および次の有価証券

（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権

利を除きます。）に投資することを指図します。 

＜後略＞ 
 

5.運用体制・分配方針（原目論見書 18～20 頁） 
 

（1）運用体制 

＜前略＞ 

＜更新後＞ 
運用を担当する運用部門（４名程度）、顧客とのリレーションを担当する顧客部門（７名程度）、

商品開発および有価証券届出書・目論見書等の作成を担当する企画部門（６名程度）、ファンド

計理・運用実績の評価・分析・情報開示（レポーティング・法定運用報告書）・トレーディング

を担当する業務部門（８名程度）ならびにコンプライアンス・内部監査を担当する内部統制部

門（２名程度）は、当社規程に従って、業務を分担しかつ相互に牽制機能を果たすことによっ

て、全体として質の高い運用サービスを提供しております。 
＜中略＞ 

※上記の運用体制は、平成 21年３月 31日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 
＜後略＞ 

 

7.手数料等及び税金（原目論見書 24～26 頁） 
 

(5) 課税上の取扱い  

＜更新後＞ 
日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する投資信託の課税については、下記の

取扱いとなります。なお、税法が改正された場合には、下記の内容が変更になることがありま

す。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 
※当ファンドは、税法上、株式投資信託として区分されます。 

 
① 個別元本方式について 
(A) 追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および

当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）

にあたります。 

(B) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信

託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、

同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算

出が行われます。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場

合や、「自動けいぞく投資コース」と「一般コース（「分配金受取コース」等別の名称で同
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様の方式を含みます。）」の両コースで取得する場合には、別々に個別元本の算出が行われ

る場合があります。 

(C) 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配

金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」について

は、「② 収益分配時における課税上の取扱いについて」をご確認ください。） 

 

② 収益分配時における課税上の取扱いについて 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いに

なる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

受益者が収益分配金を受取る際、(A)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個

別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金

の全額が普通分配金となり、(B)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本

を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当

該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 
 

③ 一部解約時および償還時における課税上の取扱いについて 

個人の受益者の場合、一部解約（換金）時および償還時の譲渡益(一部解約価額および償

還価額から取得費（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を含みます。）を控

除した利益）が課税対象となります。 

法人の受益者の場合、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 
 

④ 個人、法人別の課税上の取扱いについて 

(A)個人の受益者に対する課税 

◇収益分配金に対する課税 

収益分配金のうちの課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、平成 23 年 12 月 31

日までは 10％（所得税７％および地方税３％）、平成 24年１月１日以降は 20％（所得税 15％

および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用となります。なお、

確定申告を行い、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。 

◇一部解約（換金）時および償還時に対する課税 

一部解約時および償還時の差益（譲渡益）に対し、平成 23 年 12 月 31 日までは 10％（所

得税７％および地方税３％）、平成 24 年１月１日以降は 20％（所得税 15％、地方税５％）

の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用

も可能です。 

一部解約（換金）時および償還時の損失については、収益分配金、上場株式等にかかる譲

渡益との損益通算が可能です。 

なお、損益通算および買取りの取扱い等につきましては、販売会社にお問い合わせくださ

い。 
 

(B)法人の受益者に対する課税 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約（換金）時および償還時の

個別元本超過額については、平成 23 年 12 月 31 日までは７％（所得税７％）、平成 24 年１

月１日以降は 15％（所得税 15％）の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収は

ありません。 
 

※ 上記の内容は、平成 21 年３月末現在の情報をもとに作成しております。税法の改正等によ

り、変更されることがあります。 
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8.運用状況（原目論見書 27～33 頁） 
 

＜更新後＞ 

以下は、平成 21 年４月 30 日現在の投資状況です。 

投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいい、「国・地域」は発行体

の国籍を表示しております。 

 

(1)  投資状況  

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 
 （ユナイテッド米国株式マーケット・ 
  ニュートラル・マザーファンド） 

日本 124,932,135 97.40

現金・預金・その他の資産（負債控除後）  3,333,086 2.60

合計（純資産総額）  128,265,221 100.00

 

（参考情報）親投資信託受益証券の投資状況 

 ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

株式 アメリカ 2,263,329,849 95.63

 バミューダ 21,714,340 0.92

 小 計 2,285,044,189 96.55

現金・預金・その他の資産（負債控除後）  81,623,362 3.45

合計（純資産総額）  2,366,667,551 100.00

(注１) 現金・預金・その他の資産（負債控除後）には、株式（売建）を含みます。 

(注２) 株式（売建）の時価合計は、2,270,291,337 円、投資比率は 95.93％です。 

 

(2)  投資資産   

①  投資有価証券の主要銘柄   

順
位 

国・ 
地域 

種類 銘柄名 
数量 

（口数） 

帳簿価額
単価 

（円） 

帳簿価額 
金額 
（円） 

評価額 
単価 

（円） 

評価額 
金額 

（円） 

投資
比率

（％）

1 日本 
親投資信託 
受益証券 

ユナイテッド米国
株式マーケット・
ニュートラル・マ
ザーファンド 

102,319,521 1.2097 123,775,924 1.2210 124,932,135 97.40

 

種類別投資比率 

種類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 97.40 

合計 97.40 
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（参考情報）親投資信託受益証券の投資有価証券の主要銘柄 

株式(買建) 

順
位 

国・ 
地域 種類 銘柄名 業種 株数

（株）

帳簿価額
単価 
（円） 

帳簿価額 
金額 

（円） 

評価額 
単価 
（円） 

評価額 
金額 
（円） 

投資
比率
（％）

1 アメリカ 株式 PPL CORPORATION 公益事業 17,367 2,604.93 45,239,918 2,927.53 50,842,469 2.15

2 アメリカ 株式 HEWLETT-PACKARD CO. 
テクノロジー・ 

ハードウェアおよび機器
12,890 2,792.01 35,989,100 3,564.08 45,941,004 1.94

3 アメリカ 株式 AMERISOURCEBERGEN CORP 
ヘルスケア機器・ 

サービス 
12,209 2,996.95 36,589,848 3,395.89 41,460,535 1.75

4 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 25,926 1,235.93 32,042,959 1,490.16 38,634,074 1.63

5 アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC. 半導体・半導体製造装置 20,883 1,517.12 31,682,056 1,699.41 35,488,912 1.50

6 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP. 食品・生活必需品小売り 7,414 3,990.12 29,582,803 4,661.17 34,557,933 1.46

7 アメリカ 株式 CARDINAL HEALTH INC. 
ヘルスケア機器・ 

サービス 
10,192 3,065.40 31,242,587 3,372.43 34,371,828 1.45

8 アメリカ 株式 MOTOROLA INC. 
テクノロジー・ 

ハードウェアおよび機器
58,507 387.20 22,654,425 582.76 34,096,054 1.44

9 アメリカ 株式 INTEL CORP. 半導体・半導体製造装置 22,462 1,339.32 30,084,026 1,500.92 33,713,732 1.42

10 アメリカ 株式 SCHWAB CHARLES CORP. 各種金融 18,261 1,335.90 24,394,872 1,818.70 33,211,426 1.40

11 アメリカ 株式 WALGREEN CO. 食品・生活必需品小売り 10,343 2,417.44 25,003,595 3,044.86 31,493,082 1.33

12 アメリカ 株式 EASTMAN CHEMICAL CO. 素材 7,248 1,987.18 14,403,133 4,026.58 29,184,654 1.23

13 アメリカ 株式 CONAGRA INC. 食品・飲料・タバコ 16,680 1,638.75 27,334,448 1,749.28 29,178,060 1.23

14 アメリカ 株式 ECOLAB INC. 素材 7,333 3,008.69 22,062,728 3,808.53 27,927,957 1.18

15 アメリカ 株式 PIONEER NATURAL US エネルギー 11,997 1,364.03 16,364,279 2,283.16 27,391,106 1.16

16 アメリカ 株式 CORNING INC. 
テクノロジー・ 

ハードウェアおよび機器
18,741 1,119.58 20,982,067 1,452.03 27,212,550 1.15

17 アメリカ 株式 SYSCO CORP. 食品・生活必需品小売り 11,927 2,070.00 24,688,921 2,246.98 26,799,782 1.13

18 アメリカ 株式 RAYTHEON COMPANY 資本財 5,646 3,629.30 20,491,031 4,513.52 25,483,361 1.08

19 アメリカ 株式 FORD MOTOR CO. 自動車・自動車部品 47,444 325.64 15,449,815 532.90 25,282,955 1.07

20 アメリカ 株式 WASTE MANAGEMENT INC. 商業・専門サービス 9,355 2,498.64 23,374,780 2,634.19 24,642,877 1.04

21 アメリカ 株式 MEADWESTVACO CORP 素材 16,286 862.99 14,054,696 1,509.72 24,587,352 1.04

22 アメリカ 株式 NORTHERN TRUST CORP. 各種金融 4,473 5,338.67 23,879,884 5,377.89 24,055,346 1.02

23 アメリカ 株式 TYSON FOODS INC-CL A 食品・飲料・タバコ 24,001 822.16 19,732,848 1,001.26 24,031,414 1.02

24 アメリカ 株式 JANUS CAPITAL GROUP INC 各種金融 24,171 453.69 10,966,363 968.02 23,398,059 0.99

25 アメリカ 株式 CHUBB CORP. 保険 5,910 3,577.77 21,144,621 3,948.35 23,334,786 0.99

26 アメリカ 株式 BECTON DICKINSON & CO. 
ヘルスケア機器・ 

サービス 
3,872 6,460.31 25,014,342 5,956.75 23,064,565 0.97

27 アメリカ 株式 ANALOG DEVICES 半導体・半導体製造装置 11,008 1,849.99 20,364,773 2,031.86 22,366,807 0.95

28 アメリカ 株式 GENZYME CORP-GENL DIVISION 
医薬品・バイオテクノロ

ジー・ライフサイエンス
4,146 5,362.43 22,232,650 5,333.89 22,114,345 0.93

29 アメリカ 株式 HORMEL FOODS CORP 食品・飲料・タバコ 7,292 3,037.95 22,152,775 3,012.60 21,967,892 0.93

30 アメリカ 株式 HUDSON CITY BANCORP INC 銀行 16,591 982.68 16,303,793 1,259.40 20,894,811 0.88
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種類別及び業種別投資比率(買建) 

種類 国内・外国 業種 投資比率（％） 

株式 外国 ヘルスケア機器・サービス 9.82 

  エネルギー 7.59 

  各種金融 7.46 

  テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.31 

  食品・飲料・タバコ 6.55 

  資本財 5.27 

  素材 5.22 

  ソフトウェア・サービス 4.83 

  半導体・半導体製造装置 4.58 

  食品・生活必需品小売り 4.54 

  公益事業 4.30 

  保険 4.29 

  メディア 4.09 

  不動産 2.89 

  銀行 2.72 

  小売 2.68 

  医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.34 

  消費者サービス 2.34 

  商業・専門サービス 2.30 

  耐久消費財・アパレル 1.78 

  電気通信サービス 1.24 

  自動車・自動車部品 1.07 

  運輸 0.67 

  家庭用品・パーソナル用品 0.67 

合計   96.55 
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株式(売建) 

順
位 

国・ 
地域 

種類 銘柄名 業種 
株数

（株）

帳簿価額
単価 

（円） 

帳簿価額 
金額 

（円） 

評価額 
単価 

（円） 

評価額 
金額 

（円） 

投資
比率

（％）

1 アメリカ 株式 DEVON ENERGY CORPORATION エネルギー 7,716 4,326.89 33,386,312 5,138.33 39,647,423 1.68

2 アメリカ 株式 AUTOZONE INC. NEVADA 小売 2,324 15,224.34 35,381,380 16,029.07 37,251,571 1.57

3 アメリカ 株式 INGERSOLL-RAND CO-CL A 資本財 16,740 1,307.31 21,884,513 2,147.24 35,944,944 1.52

4 アメリカ 株式 LILLY ELI & CO. 
医薬品・バイオテクノロジ

ー・ライフサイエンス 
10,670 2,864.85 30,568,051 3,261.94 34,804,908 1.47

5 アメリカ 株式 EL PASO CORPORATION エネルギー 48,527 607.60 29,485,352 648.28 31,459,151 1.33

6 アメリカ 株式 PITNEY BOWES 商業・専門サービス 13,329 2,585.30 34,459,506 2,354.54 31,383,695 1.33

7 アメリカ 株式 GOLDMAN SACHS GROUP INC 各種金融 2,503 8,677.69 21,720,261 12,435.66 31,126,457 1.32

8 アメリカ 株式 KLA TENCOR CORP 半導体・半導体製造装置 11,823 1,641.72 19,410,128 2,628.32 31,074,703 1.31

9 アメリカ 株式 CLOROX CO. 家庭用品・パーソナル用品 5,372 4,668.01 25,076,588 5,470.79 29,389,089 1.24

10 アメリカ 株式 3M CO 資本財 5,198 4,450.06 23,131,444 5,624.30 29,235,140 1.24

11 アメリカ 株式 AMERIPRISE FINANCIAL INC 各種金融 11,186 1,541.76 17,246,157 2,573.56 28,787,949 1.22

12 アメリカ 株式 CONOCOPHILLIPS エネルギー 6,970 3,636.66 25,347,569 4,058.84 28,290,169 1.20

13 アメリカ 株式 GENERAL MILLS INC. 食品・飲料・タバコ 5,601 4,962.43 27,794,596 4,965.26 27,810,468 1.18

14 アメリカ 株式 LOEWS CORP 保険 10,537 1,846.33 19,454,859 2,478.72 26,118,304 1.10

15 アメリカ 株式 QUEST DIAGNOSTICS INC 
ヘルスケア機器・ 

サービス 
5,111 4,493.96 22,968,674 5,027.84 25,697,329 1.09

16 アメリカ 株式 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 食品・飲料・タバコ 6,701 3,536.40 23,697,462 3,804.61 25,494,757 1.08

17 アメリカ 株式 DAVITA INC 
ヘルスケア機器・ 

サービス 
5,377 4,522.32 24,316,541 4,629.88 24,894,880 1.05

18 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 各種金融 7,206 1,922.35 13,852,488 3,371.45 24,294,700 1.03

19 アメリカ 株式 ALLSTATE CORP. 保険 10,621 1,569.34 16,667,966 2,241.11 23,802,910 1.01

20 アメリカ 株式 BOEING CO. 資本財 5,921 2,941.59 17,417,169 3,964.97 23,476,640 0.99

21 アメリカ 株式 SYMANTEC CORP ソフトウェア・サービス 13,818 1,320.93 18,252,720 1,691.59 23,374,445 0.99

22 アメリカ 株式 PPG INDUSTRIES INC. 素材 5,399 3,064.91 16,547,456 4,314.05 23,291,575 0.98

23 アメリカ 株式 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 小売 6,245 3,661.91 22,868,668 3,641.32 22,740,088 0.96

24 アメリカ 株式 FISERV INC ソフトウェア・サービス 6,068 3,270.17 19,843,410 3,621.77 21,976,907 0.93

25 アメリカ 株式 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GO 素材 5,393 3,410.56 18,393,184 4,005.06 21,599,336 0.91

26 アメリカ 株式 KING PHARMACEUTICALS INC 
医薬品・バイオテクノロジ

ー・ライフサイエンス 
27,271 678.08 18,491,963 781.26 21,305,801 0.90

27 アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP. 消費者サービス 3,755 5,243.91 19,690,916 5,320.20 19,977,387 0.84

28 アメリカ 株式 KELLOGG CO. 食品・飲料・タバコ 5,103 4,739.69 24,186,681 3,862.30 19,709,367 0.83

29 アメリカ 株式 SIMON PROPERTY GROUP INC 不動産 4,039 3,021.13 12,202,352 4,858.68 19,624,241 0.83

30 アメリカ 株式 CBS CORP-CL B メディア 31,444 369.60 11,621,966 620.90 19,523,673 0.82
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種類別及び業種別投資比率(売建) 

種類 国内・外国 業種 投資比率（％） 

株式 外国 資本財 8.54 

  各種金融 7.29 

  食品・飲料・タバコ 7.06 

  エネルギー 6.11 

  小売 5.69 

  ソフトウェア・サービス 5.58 

  ヘルスケア機器・サービス 5.21 

  半導体・半導体製造装置 5.03 

  保険 5.01 

  公益事業 4.82 

  医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4.61 

  素材 3.95 

  不動産 3.82 

  メディア 3.60 

  テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.26 

  耐久消費財・アパレル 3.21 

  商業・専門サービス 2.92 

  銀行 2.62 

  消費者サービス 2.07 

  家庭用品・パーソナル用品 1.82 

  運輸 1.65 

  電気通信サービス 1.13 

  食品・生活必需品小売り 0.58 

  自動車・自動車部品 0.35 

合計   95.93 

 
②  投資不動産物件   

該当事項はありません。 
 

③  その他投資資産の主要なもの   
該当事項はありません。 

 
（参考情報）親投資信託受益証券のその他投資資産の主要なもの 

為替予約取引 

資産の種類 
買建・

売建 
通貨 数量 

帳簿価額 

(円) 

評価額 

（円） 

投資比率 

（％） 

為替予約取引 売建 米ドル 23,500,000.00 2,340,600,000 2,297,125,000 △97.06 
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(3） 運用実績   

①  純資産の推移   

 平成 21年 4月 30 日および同日前１年以内における各月末ならびに下記の計算期末純資産の推

移は次のとおりです。 

期 年月日 
純資産総額 
（円） 

（分配落） 

純資産総額 
（円） 

（分配付） 

１口当たり 
純資産額 
（円） 

（分配落） 

１口当たり 
純資産額 
（円） 

（分配付） 

第１期 (平成14年３月20日) 486,430,239 486,430,239 0.9981 0.9981

第２期 (平成14年９月20日) 388,880,369 388,880,369 1.0048 1.0048

第３期 (平成15年３月20日) 353,547,818 353,547,818 0.9513 0.9513

第４期 (平成15年９月22日) 293,380,656 293,380,656 0.9619 0.9619

第５期 (平成16年３月22日) 245,795,424 245,795,424 0.9743 0.9743

第６期 (平成16年９月21日) 230,737,450 230,737,450 0.9479 0.9479

第７期 (平成17年３月22日) 240,891,615 240,891,615 0.9690 0.9690

第８期 (平成17年９月20日) 200,718,160 200,718,160 0.9442 0.9442

第９期 (平成18年３月20日) 185,877,937 185,877,937 0.9416 0.9416

第10期 (平成18年９月20日) 152,142,596 152,142,596 0.9444 0.9444

第11期 (平成19年３月20日) 137,925,060 137,925,060 0.9463 0.9463

第12期 (平成19年９月20日) 129,714,215 129,714,215 0.9165 0.9165

第13期 (平成20年３月21日) 127,118,257 127,118,257 0.9156 0.9156

第14期 (平成20年９月22日) 130,547,232 130,547,232 0.9394 0.9394

第15期 (平成21年３月23日) 127,649,164 127,649,164 0.9179 0.9179

 平成20年４月末日 128,556,916 － 0.9257 －

 平成20年５月末日 130,596,223 － 0.9398 －

 平成20年６月末日 130,835,648 － 0.9428 －

 平成20年７月末日 130,360,331 － 0.9393 －

 平成20年８月末日 129,143,321 － 0.9293 －

 平成20年９月末日 129,722,786 － 0.9334 －

 平成20年10月末日 128,944,804 － 0.9280 －

 平成20年11月末日 128,349,522 － 0.9236 －

 平成20年12月末日 128,621,488 － 0.9254 －

 平成21年１月末日 128,322,663 － 0.9230 －

 平成21年２月末日 128,332,926 － 0.9229 －

 平成21年３月末日 127,389,784 － 0.9166 －

 平成21年４月末日 128,265,221 － 0.9226 －



 11

② 分配の推移   

計算期間 １口当たりの分配金（円） 

第１期 0 

第２期 0 

第３期 0 

第４期 0 

第５期 0 

第６期 0 

第７期 0 

第８期 0 

第９期 0 

第10期 0 

第11期 0 

第12期 0 

第13期 0 

第14期 0 

第15期 0 

 

③ 収益率の推移   

計算期間 収益率（％） 

第１期 △0.2 

第２期 0.7 

第３期 △5.3 

第４期 1.1 

第５期 1.3 

第６期 △2.7 

第７期 2.2 

第８期 △2.6 

第９期 △0.3 

第10期 0.3 

第11期 0.2 

第12期 △3.1 

第13期 △0.1 

第14期 2.6 

第15期 △2.3 
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11.財務ハイライト情報（原目論見書 40～42 頁） 
 

＜更新後＞ 
（1）下記の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、並びに注記表は「投資信託説明書（請求目論見書）

第 4 ファンドの経理状況」の「１ 財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したものであ

ります。 

 

（2）当ファンドの財務諸表は、あらた監査法人による監査を受けており、その監査報告書は、「投

資信託説明書（請求目論見書） 第４ ファンドの経理状況」に添付されております。 

 

（3）当ファンドの計算期間は６ヶ月であるため、財務諸表は６ヶ月ごとに作成しております。 

 

マーケット・ニュートラル 

(1) 貸借対照表  

第14期 

(平成20年９月22日現在) 

第15期 

(平成21年３月23日現在) 区分 

金額（円） 金額（円） 

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 3,870,207 6,369,971 

親投資信託受益証券 129,270,591 123,775,924 

未収利息 54 20 

流動資産合計 133,140,852 130,145,915 

資産合計 133,140,852 130,145,915 

負債の部   

流動負債   

未払受託者報酬 68,930 67,400 

未払委託者報酬 964,954 943,596 

その他未払費用 1,559,736 1,485,755 

流動負債合計 2,593,620 2,496,751 

負債合計 2,593,620 2,496,751 

純資産の部   

元本等   

元本 138,973,518 139,071,205 

剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金（△） △8,426,286 △11,422,041 

（分配準備積立金） 572,593 572,329 

元本等合計 130,547,232 127,649,164 

純資産合計 130,547,232 127,649,164 

負債純資産合計 133,140,852 130,145,915 
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(2) 損益及び剰余金計算書  

第14期 

自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 

第15期 

自 平成20年９月23日 

至 平成21年３月23日 
区分 

金額（円） 金額（円） 

営業収益   

受取利息 9,467 3,375 

有価証券売買等損益 5,887,065 △494,667 

営業収益合計 5,896,532 △491,292 

営業費用   

受託者報酬 68,930 67,400 

委託者報酬 964,954 943,596 

その他費用 1,559,736 1,485,755 

営業費用合計 2,593,620 2,496,751 

営業利益又は営業損失（△） 3,302,912 △2,988,043 

経常利益又は経常損失（△） 3,302,912 △2,988,043 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,302,912 △2,988,043 

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部

解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 
5,364 △241 

期首剰余金又は期首欠損金（△） △11,718,719 △8,426,286 

剰余金増加額又は欠損金減少額 19,868 3,891 

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額 
19,868 3,891 

剰余金減少額又は欠損金増加額 24,983 11,844 

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増

加額 
24,983 11,844 

分配金 － － 

期末剰余金又は期末欠損金（△） △8,426,286 △11,422,041 

 

(3) 注記表 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
第14期 

自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 

第15期 

自 平成20年９月23日 

至 平成21年３月23日 

１．有価証券の評価基準および

評価方法 
親投資信託受益証券 
 移動平均法に基づき、時価で評価して

おります。時価評価にあたっては、親投

資信託受益証券の基準価額に基づいて

評価しております。 

親投資信託受益証券 
 同左 

２．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

計算期間末日の取扱い 
 平成 20 年３月 20 日が休日のため、前

計算期間末日を平成20年３月21日とし

ており、平成 20 年９月 20 日及びその翌

日が休日のため、当計算期間末日を平成

20 年９月 22 日としております。このた

め、当計算期間は 185 日となっておりま

す。 

計算期間末日の取扱い 
 平成20年９月20日及びその翌日が休

日のため、前計算期間末日を平成 20 年

９月 22 日としており、平成 21 年 3 月

20 日、その翌日及び翌々日が休日のた

め、当計算期間末日を平成 21 年 3 月 23
日としております。このため、当計算期

間は 182 日となっております。 
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12.内国投資信託受益証券事務の概要（原目論見書 43頁） 

 
(1) 受益権の帰属と受益証券の不発行 

＜更新後＞ 

① この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、振替機

関の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。 

＜後略＞ 

 

(6) 受益権の再分割 

＜更新後＞ 

委託者は、受託者と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均

等に再分割できるものとします。 
 

＜追加＞ 
(7)償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還

日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に

設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益

権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 
 

＜更新後＞ 

(8) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の

支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約

款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

 



 

  

 

 

 

追加型証券投資信託 

 

マーケット・ニュートラル 

 

約   款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユナイテッド投信投資顧問株式会社 

 

 

 

 



 

 

― 運 用 の 基 本 方 針 ― 

 

 約款第 22 条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、信託財産の長期成長を目指して、積極的な運用を行います。 

２． 運用方法   

（１）投資対象 

この投資信託は、ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）

の受益証券を主要投資対象とします。なお、内外の株式および債券等に直接投資することがあります。 

（２）投資態度 

① 親投資信託の受益証券への投資を通じて、主として米国株式へ投資し、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と

安定した収益の確保を目指します。 

② 信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 

③ 市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物

取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る

オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、

通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引

（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。 

⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ

の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。 

⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 

（３）投資制限 

① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）の実質投資割合には制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下としま

す。 

③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 5％

以下とします。 

⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社

債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている

もの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第 1項第 7号および第 8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換

社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とし

ます。 

⑥ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

⑦ 親投資信託の受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑧ 有価証券先物取引等は、約款第 29 条の範囲で行います。 



 

⑨ スワップ取引は、約款第 30 条の範囲で行います。 

⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第 31 条の範囲で行います。 

３． 収益分配方針 

毎決算時に、原則として次の通り分配を行う方針です。 

(１) 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子･配当収入と売買益（評価益を含みます。）の全額とします。 

(２) 分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配

を行わないこともあります。 

(３) 留保益の運用について、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行います。 

 

 

 



追 加 型 証 券 投 資 信 託 

〔マーケット・ニュートラル〕 約   款 

 

【信託の種類、委託者および受託者】 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、ユナイテッド投信投資顧問株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者

とします。 

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）の適用を

受けます。 

【信託事務の委託】 

第２条 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信

託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

【信託の目的および金額】 

第３条 委託者は、金1,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。 

【信託金の限度額】 

第４条 委託者は、受託者と合意の上、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。 

② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意の上、第１項の限度額を変更することができます。 

【信託期間】 

第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から第55条第１項、第56条第１項、第57条第１項および第59条第２項の規定によ

る信託終了日までとします。 

【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 

第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当する勧誘のう

ち投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 8項で定める公募により行なわれます。 

【当初の受益者】 

第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、 第８条により分

割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

【受益権の分割及び再分割】 

第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については 1,000 億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、

これを追加信託のつど第 9 条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

  ② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に定めるところに

したがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】 

第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第 28 条に規定する借入有価

証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債

総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。な

お、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以

下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

③ 第 34 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとし



 

ます。 

【信託日時の異なる受益権の内容】 

第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

【受益権の帰属と受益証券の不発行】 

第 11 条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、

委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2条に規定する「振

替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2条に規定する

「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されるこ

とにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当

該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が

ある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受

益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないも

のとします。 

③ 委託者は、第 8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす

るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知が

あった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 

【受益権の設定に係る受託者の通知】 

第 12 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該

受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 

【受益権の申込単位および価額】 

第 13 条 指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および

委託者の指定する金融商品取引法第２条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第 8条の規定に

より分割される受益権を、その取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。

但し、委託者が認める場合には、１口未満の単位をもって販売することができるものとします。最低申込金額及び申込

単位は、指定販売会社において定めることができるものとします。 

② 委託者は、第１項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行の休業日

と同日の場合には、原則として受益権の取得申込みの受付けは行ないません。 

③ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得

申込に係る受益権の価額は、1口につき 1 円とします。 

④ 前各項の規定にかかわらず、受益者が第52条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、

取得申込日の基準価額とします。 

⑤ 第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の

振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録

が行なわれます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて

得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうこ

とができます。 

⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他



 

やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け

付けを取り消すことができます。 

⑦ 第 4項の取得申込者は、指定販売会社と「自動けいぞく投資約款」（別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款を

含むものとします。）にしたがった契約（以下、「別に定める契約」といいます。）を締結するものとします。 

⑧ この約款において、取引所とは、金融商品取引法第２条第 17 項に規定する取引所金融商品市場および金融商品取引法

第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 

【受益権の譲渡に係る記載または記録】 

第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて

いる振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受

人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の

振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振

替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または

記録が行なわれるよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替

口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認める

ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

【受益権の譲渡の対抗要件】 

第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗する

ことができません。 

【無記名式の受益証券の再交付】 

第 16 条 ＜削除＞ 

 【記名式の受益証券の再交付】 

第 17 条 ＜削除＞ 

【受益証券を毀損した場合等の再交付】 

第 18 条 ＜削除＞ 

【受益証券の再交付の費用】 

第 19 条 ＜削除＞ 

【投資の対象とする資産の種類】 

第20条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 1 項で定めるものをい

います。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第 20 項に規定するものをいい、約款第 29 条、第

30 条および第 31 条に定めるものに限ります。）  

ハ．約束手形  

ニ．金銭債権  

２． 次に掲げる特定資産以外の資産 

イ.為替手形 



 

【運用の指図範囲】 

第21条 委託者（第23条に規定する委託者から委託を受ける者を含みます。以下第22条、第24条から第32条まで、第34条およ

び第40条から第43条までについて同じ。）は、信託金を、主としてユナイテッド投信投資顧問株式会社を委託者とし、株

式会社りそな銀行を受託者として締結されたユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド（以下

「親投資信託」といいます。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみ

なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１． 株券または新株引受権証書 

２． 国債証券 

３． 地方債証券 

４． 特別の法律により法人の発行する債券 

５． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」

 といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６． 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい

 ます。） 

７． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものを

 いいます。） 

８． 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。） 

９． 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引

 法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10． コマーシャル･ペーパー 

11． 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権 

 証券 

12． 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前第１号から第 11 号までの証券または証書の性質を有 

 するもの 

13． 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 10 号で定めるものをいいます。) 

14.  投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11 条で定めるものを 

 いいます。） 

15． 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 18 号で定めるものをいいます。) 

16． オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第 19 号で定めるものをいい、有価証 

 券に係るものに限ります。） 

17． 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第 20 号定めるものをいいます。） 

18． 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に

 表示されるべきもの 

20． 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

 なお、第１号の証券または証書、第 12 号および第 17 号の証券または証書のうち第１号の証券または証書

の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならびに第 12 号および第 17 号の

証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の

証券および第 14 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 



 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定によ

り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図ができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認

めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財

産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、

信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券以外の投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する

当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の５

を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑥ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信

託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

【運用の基本方針】 

第22条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 

【運用の権限委託】 

第23条 委託者は、第21条第１項に規定する親投資信託に係る運用の指図に関する権限を、次の者に委託します。 

アナリティック・インベスターズ・エルエルシー （Analytic Investors, LLC.） 

Los Angeles, CA, U.S.A. 

② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第 48 条に基づいて委託者が受ける報酬から、毎計算期間終了日のとき支弁す

るものとし、その報酬額は、信託財産に属する当該親投資信託の受益証券の純資産総額に対して年 10,000 分の 30 を乗

じて得た金額とします。 

③ 第１項の規定にかかわらず、第１項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託

財産に重大な損失を生ぜしめた場合等必要と認められる場合には、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止ま

たは委託の内容を変更することができます。 

【投資する株式等の範囲】 

第24条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発

行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、

株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ

りません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等にお

いて上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとし

ます。 

 

【同一銘柄の株式等への投資制限】 

第25条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該同一銘



 

柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ

ととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速や

かにこれを調整します。 

② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信

託の信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の５を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証

券の値上がり等により 100 分の５を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。 

③ 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条

第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在

し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1項第 7号および第 8号の

定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額と親投資信託の信託財産

に属する当該同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株

予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確

にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を

含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信

託財産の純資産総額の 100分の 10を超えることとなる投資の指図をしません｡ただし､有価証券の値上がり等により 100

分の 10 を超えることとなった場合には､速やかにこれを調整します。 

④ 前３項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信

託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

【信用取引の指図範囲】 

第26条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をするこ

とができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることがで

きるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該売付けに係る建玉

のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の

純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額が信託財産の純資

産総額の範囲内である場合においてできるものとします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとな

った場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

【有価証券の空売りの指図および範囲】 

第27条 委託者は、信託財産において有しない有価証券または第28条の規定により借り入れた有価証券を売付けることの指図

をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこと

の指図をすることができるものとします。 

② 前項の売り付けの指図は、当該売り付けに係る有価証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該売付けに係

る有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親

投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合

計額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えるこ

ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものと



 

します。 

【有価証券の借入れの指図および範囲】 

第28条 委託者は、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提

供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該売付けに係る有価証券

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の

信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額が信託

財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えるこ

ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をす

るものとします。 

④ 第１項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 

【先物取引等の運用指図】 

第29条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所等における有価証券先物取引（金融

商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項

第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるも

のをいいます。）ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所等における通貨に係る先物取引およ

びオプション取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をする

ことができます。 

③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所等における金利に係る先物取引およ

びオプション取引ならびに外国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をする

ことができます。 

【スワップ取引の運用指図】 

第30条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受

取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をするこ

とができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に定める信託期間を超えないものとし

ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入

れの指図を行うものとします。 

【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】 

第31条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図

をすることができます。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第５条に定める信託期間を

超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うも



 

のとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認められたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

【有価証券の貸付の指図および範囲】 

第32条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範

囲内で貸付けることの指図をすることができます。 

１． 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50％を

超えないものとします。 

２． 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金

額の合計額の 50％を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の

解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

【特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】 

第33条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約され

ることがあります。 

【外国為替予約の指図】 

第34条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができ

ます。 

② 前項の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、

信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（親投資信託の信託財産に属す

る外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託

の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みます。）の為替変動

リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を

解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 

【信託業務の委託等】 

第35条 受託者は､委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、

以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備され

ていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認す

るものとします。 

③  前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受託者および委託者が

適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 

１．信託財産の保存に係る業務 



 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務 

４．受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

【有価証券の保管】 

第36条 ＜削除＞ 

【混蔵寄託】 

第37条 金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第２条第９項に規定するものをいいます。本条においては、外国

の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みます。以下同じ。）から、売買代金および償還金等について

円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパ

ーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の

名義で混蔵寄託することができるものとします。 

第 38 条 （削除） 

【信託財産の登記等および記載等の留保等】 

第39条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、

受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または

登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記

録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合

は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法に

より分別して管理することがあります。 

【一部解約の請求および有価証券売却等の指図】 

第40条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証

券の売却等の指図ができます。 

【再投資の指図】 

第41条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証

券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

【資金の借入れ】 

第42条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解

約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の

支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な

お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証

券等の売却代金の受渡日、解約代金入金日もしくは償還金の入金日までの期間（ただし、当該期間は５営業日を越えな

いものとします。）とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。た

だし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととします。 

③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借

入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 



 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

【損益の帰属】 

第43条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

【受託者による資金の立替え】 

第44条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるとき

は、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその

他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入

れることができます。 

③ 前 2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者の協議によりそのつど別にこれを定めます。 

 【信託の計算期間】 

第45条 この信託の計算期間は、毎年３月21日から９月20日までおよび９月21日から翌年３月20日までとすることを原則とし

ます。ただし、第１期計算期間は、平成13年11月30日から平成14年３月20日までとします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下｢該当日｣といいます。）が休業日のときは、

各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計

算期間の終了日は、第５条に定める信託期間の終了日とします。 

【信託財産に関する報告】 

第46条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

【信託事務の諸費用および監査費用】 

第47条 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公

告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用等を含め、以下「諸経費」といいます。）および諸経費にかかる消費

税等ならびに受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（500,000 円（外税）／毎計算期間）は、受益者の負担とし、第 45 条に規定

する計算期間を通じて毎日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該消費税等相当

額とともに信託財産中から支弁します。 

【信託報酬の額および支弁の方法】 

第48条 委託者及および受託者の信託報酬の総額は、第45条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

10,000分の150の率を乗じて得た額とします。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者の間の配分

は別に定めます。 

③ 第１項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

【実績報酬の額および支弁の方法】 

第49条 委託者にかかる信託報酬について、運用の実績によって支弁される実績報酬を設けております。委託者は、第45条に

規定する計算期間を通じて毎日の基準価額が、一定の目標水準を上回った基準価額（以下「目標基準価額」といいます。）

となった場合、当該目標基準価額を超える基準価額の超過部分の30％を実績報酬として受領します。 

②前項に定める実績報酬は、第 45 条に規定する計算期間を通じて毎日、次によるものとします。 

１．実績報酬の計算期間は、第 45 条で規定する各計算期間を１期として取扱います。 

２．各計算期間中に発生する基準価額の騰落を計算する際に使用する基準価額（以下「基本基準価額」といいます。）



 

は、第 45 条に規定する各計算期間を通じて実績報酬を計上した日の基準価額のうち最も高い基準価額（収益分

配前の基準価額）とします。 

３．実績報酬を計算する際に使用する目標基準価額は、前号に規定する基本基準価額に目標リターン・レートを、

次の計算式を用いて算出した価額とします。 

目標基準価額＝（１＋日次目標リターン･レート）
経過日数

×基本基準価額 

目標リターン・レートは、６ヵ月物譲渡性預金利率（各計算期間の期初の前営業日に日本経済新聞において公表

されるものを当該計算期間に適用します。）とし、各計算期間毎に見直します。目標基準価額を計算する際に使用

する日次目標リターン・レートは次の計算式によるものとします。 

日次目標リターン・レート＝（１＋目標リターン・レート）
1/365

－１ 

③ 第 1項の実績報酬は、発生のつど信託財産の費用として計上し、当該実績報酬に係る消費税等相当額とともに、各計

算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。 

④ 前条を除き、この約款において信託報酬という場合は、実績報酬を含むものとします。 

【収益の分配方式】 

第50条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

１． 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配

当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した

後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準

備積立金として積立てることができます。 

２． 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信

託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てん

した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立

てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

【収益分配金、償還金及び一部解約金の委託者への払い込みと支払いに関する受託者の免責】 

第 51 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託期間終了時における

信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 52 条第 3 項に規定する支払開始

日の前日までに、一部解約金については第 52 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口

座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金及び一部解約金を払い込んだ後は、

受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

【収益分配金、償還金及び一部解約金の支払い】 

第 52 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等

の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が

行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得

申込者とします。）に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、第 46 条に規定する時効前の収益分配

金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払

います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の



 

指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が指定販売会社

に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行

ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録され

ます。但し、第 54 条第 3 項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるとき

は、前項の規定に準じて受益者に支払います。 

③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載

または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されてい

る受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されてい

る振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の

申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行

なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定す

る日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 

④ 一部解約金は、第 54 条第 1 項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から当該受益者

に支払います。 

⑤ 前 4 項（第 2 項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等

において行なうものとします。本条に定める受益者への支払いについては、委託者は当該指定販売会社に対する支払い

をもって免責されるものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金及び一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて

計算されるものとします。 

⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の

価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるも

のとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受

益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

【収益分配金及び償還金の時効】 

第 53 条 受益者が、収益分配金については、前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、及び、

信託終了による償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、そ

の権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

【信託契約の一部解約】 

第 54 条 受益者（指定販売会社を含みます。）は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を

請求することができます。 

② 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。 

③ 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一

部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信

託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なう

ものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 

⑤ 委託者は、第１項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの

銀行の休業日と同日の場合には、第１項による一部解約の実行の請求の受付は行ないません。 



 

⑥ 委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第１項による一

部解約の実行の請求の受付を中止することができます。 

⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約

の実行の請求を撤回できます。但し、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解

約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第４

項の規定に準じて計算された価額とします。 

【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】 

第 54 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の

実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にし

たがって取り扱われます。 

【信託契約の解約】 

第55条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむ

を得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この

場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信

託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付

したときは、原則として公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記しま

す。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第１項の信

託契約の解約をしません。 

⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの

事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 

⑥ 第３項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第３項

の一定期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

【信託契約に関する監督官庁の命令】 

第56条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を

終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 60 条の規定にしたがいます。 

 【委託者の登録取消等に伴う取扱い】 

第57条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契

約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命

じたときは、この信託は、第 60 条第４項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続し

ます。 

 

【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 

第58条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあ



 

ります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継

させることがあります。 

【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】 

第59条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要

な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した

場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第60条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

【信託約款の変更】 

第60条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、こ

の信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内

容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、

この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記しま

す。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第１項の信

託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの

事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 

【反対者の買取請求権】 

第 61 条 第 55 条に規定する信託契約の解約又は前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 55 条第３項又は前条

第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を通じて、受託者に対し、自己に帰属す

る受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

【公告】 

第62条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

【信託約款に関する疑義の取扱い】 

第63条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。 

 

附則第１条 

第 31 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）にお

ける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率

として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、そ

の取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間

で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引

いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

 

 



 

附則第２条 

第 31 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引

（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約

定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為

替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ

幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた

額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅か

ら決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額

とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替

取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日

における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

 

平成 13 年 11 月 30 日 

 

 

委託者       東京都中央区新川一丁目１７番２５号 

東茅場町有楽ビル８階 

ユナイテッド投信投資顧問株式会社 

 

受託者       東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号 

りそな信託銀行株式会社 

 



設定・運用は 

投資信託説明書 
（交付目論見書） 
2 0 0 8 . 1 2

追加型証券投資信託／国際株式型（北米型） 

マーケット・ニュートラル 

Market Neutral



1. この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「マーケット･ニュートラル」の募集については、委託会

社は、金融商品取引法第 5条の規定により有価証券届出書を平成 20 年 12 月 1 日に関東財務局長に提出して

おり、平成 20 年 12 月 2 日にその届出の効力は生じております。 

2. この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書のうち、同法第

15条第2項の規定に基づき投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書で

す。 

3. 金融商品取引法第 13 条に規定する詳細情報を記載した投資信託説明書（請求目論見書）は、取扱販売会社

にご請求いただければ当該取扱販売会社を通じて交付いたします。ご請求をされた場合には、その旨をご自

身で記録しておくようにしてください。 

 

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 

 投資信託は、元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて受益者に帰属します。 

 投資信託は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではあり

ません。 

 銀行などの登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行 者 名 ユナイテッド投信投資顧問株式会社 

代 表 者 の 役 職 氏 名 代表取締役社長 増田 雄輔 

本 店 の 所 在 の 場 所 東京都中央区新川 1-17-25 

東茅場町有楽ビル 8階 

有価証券届出書の写しを

縦 覧 に 供 す る 場 所 

該当事項はありません。 

 

 

 



重要です。必ず、お読み下さい。 

 
下記の事項は、この投資信託（以下｢当ファンド｣という。）をお申込みされるご
投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせす
るものです。 
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内
容をよくお読みください。 

記 

■当ファンドに係るリスクについて 

 
当ファンドは、ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド

を通じて主に米国の株式を投資対象としています。そのため組入れている

米国株式の価格の下落や、組入れている米国株式の発行会社等の経営や

財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあ

ります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被る

ことがあります。 

したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基

準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「有価証券の価格変動リス

ク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」などがあります。 
 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの基本情報」内の

｢リスク｣および「６．投資リスクとその管理体制」をご覧ください。 

 
 

■当ファンドに係る手数料等について 

お客様には以下の費用をご負担いただきます。 

◆お申込み時に直接ご負担していただく費用 

ありません。 

 

◆換金（ご解約）時に直接ご負担していただく費用 

ありません。 



◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担していただく費用 

①信託報酬 

ファンドの純資産総額に対して年 1.575％（税抜年 1.500％）。 

②実績報酬 

当ファンドの計算期間を通じて毎日の基準価額が、一定の目標水準を上

回った基準価額となった場合、当該超過部分の 31.5％（税抜 30.0％）を実

績報酬として申し受けます。 

③その他の費用 

有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等） 

監査費用 

信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用 等 

（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前

に料率、上限額等を示すことができません。） 

 

受益者が負担する手数料などの合計額については、ご投資家の皆様がファ

ンドを保有される期間や運用の状況などに応じて異なりますので、あらかじ

め表示することができません。 

 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「７．手数料等及び税金」をご

覧ください。 
 

 

■ クーリングオフの適用について 

当ファンドのお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 

 



ファンドの基本情報 
 

ファンド概要 

マーケット･ニュートラル 
 

商品分類 追加型証券投資信託／国際株式型（北米型） 

投資の基本方針  マザーファンドへの投資を通じて、主として米国株式に実質的に投資します。 

 魅力度の高い銘柄を買付け（買いポートフォリオの構築）、魅力度の低い銘柄を借株し

売り建てを行い（売りポートフォリオの構築）、株式市場動向にかかわらず安定的な収益

の獲得を目指す「マーケット・ニュートラル戦略」を用いて、運用を行います。 

 為替フルヘッジを行うことにより為替変動リスクを回避し、安定的な収益確保を行いま

す。 

マザーファンドの運用の指図にかかる権限をアナリティック・インベスターズ・エルエルシーに

委託します。 

主な投資対象 ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンドの受益証券を主要投資対象と

します。なお、国内外の株式および債券等に直接投資することがあります。 

主な投資制限  株式の実質投資割合には制限を設けません。 

 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

信託期間 平成 13 年 11 月 30 日から無期限です。 

決算日 毎年 3 月 20 日および 9 月 20 日（休業日の場合は翌営業日となります） 

収益分配 毎決算時に分配対象収益の中から、基準価額水準・市況動向を勘案し、収益分配を行いま

す。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 

信託報酬 純資産総額に対して年率 1.575％（税抜 1.500％） 

マザーファンドの運用に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会

社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。 

実績報酬 当ファンドの計算期間を通じて毎日の基準価額が、一定の目標水準（以下「目標基準価額」

といいます。）を上回った基準価額となった場合、当該目標基準価額を超える基準価額の超

過部分の 31.5％（税抜 30.0％）を実績報酬として申し受けます。 

その他の費用  当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等ならびに外貨建資産の保管等

に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、当ファンドの計算期間を

通じて毎日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該

消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。 

 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（法律顧問・税務顧問への

報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用

等を含め、以下「諸経費」といいます。）および諸経費にかかる消費税等ならびに受託

会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を

行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「７．手数料等及び税金」をご覧ください。 

投資顧問会社 アナリティック・インベスターズ・エルエルシー（拠点：米国） 

受託会社 りそな信託銀行株式会社 

(再信託受託会社：日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社) 

監査法人 あらた監査法人 



ファンドの基本情報 
 

ご投資の手引き 

お申込みについて 
お申込み方法  原則として、いつでもお申込みができます。（下記のお申込み受付中止日を除く） 

 お申込み受付時間は、原則として取扱販売会社の午後 3 時（国内の金融商品取引所の

半休日にあたる日は、午前 11 時までとさせていただきます。）までとし、この受付時間を

過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

お申込み単位 最低単位を 1 口又は 1 円単位として各販売会社が任意に定める単位。 

お申込み価額 お申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。 

お申込み手数料 無手数料です。 
お申込み 

受付中止日 

ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行の休業日においては取扱いいたしませ

ん。 
お申込み場所 販売会社にてお申込いただけます。販売会社については、下記の照会先までお問い合わせ

ください。 

ユナイテッド投信投資顧問株式会社 お客様デスク 

電話番号 ０３－５５４２－７１５０ 

受付時間 委託会社の毎営業日の午前９時～午後５時 

（ただし、国内の金融商品取引所の半休日にあたる日は正午までとさせて頂きます。） 

ご解約について 
ご解約方法  原則として、いつでもご解約できます。（下記のご解約受付中止日を除く） 

 ご解約受付時間は、原則として取扱販売会社の午後 3 時（国内の金融商品取引所の半

休日にあたる日は、午前 11 時までとさせていただきます。）までとし、この受付時間を過

ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

 信託財産の資金管理を円滑に行うため、１億口または１億円以上のご解約につきまして

は正午（半休日の場合は午前 10 時）までにお願いいたします。 

ご解約単位 １口単位。 

ご解約価額 ご解約受付日の翌営業日の基準価額となります。 

ご解約受付中止日 ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行の休業日においては取扱いいたしませ

ん。 

運用経過のお知らせについて 
運用報告書 毎計算期末に、期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した

「運用報告書」を作成いたします。運用報告書は、あらかじめお申し出いただいたご住所に販

売会社からお届けいたします。 

基準価額 毎日の基準価額は販売会社または上記の委託会社の照会先にお問い合わせください。 

また、日本経済新聞にも掲載します。 

※商品内容を十分にご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。 



ファンドの基本情報 
 

リスク 

投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みいただき、当ファンドのリスクを十分

ご理解のうえお申込みいただきますようお願い申し上げます。 
当ファンドは、主としてユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンドへの投資を通じて株式など

の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、当ファンドの基準価額

は変動します。したがって、元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利

益および損失は、すべて受益者に帰属します。 
当ファンドの基準価額の変動要因の主なものは以下の通りです。 

有価証券等の価格変

動リスク 

当ファンドは株式等を中心に値動きのある有価証券等に投資します。当ファンドの基準価額

は、組入れる株式等の価格変動の影響を受けます。株式等の価格は、国内外の政治、経

済、社会情勢、株式等の発行企業の経営状況等の変化により、下落することがあります。

その結果、当ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。 

為替変動リスク 外貨建資産へ投資しますので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産

の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

なお、当ファンドは、原則として為替ヘッジを行ないますが、為替ヘッジを行なうにあたって

は、ヘッジコストが発生します。また、為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴な

うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。なお、ヘッジコストとは、為替ヘッジを

行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合には、この金利差

の分だけ収益が低下することになります。 

流動性リスク 組入有価証券を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模や市場動向によっては、組

入証券が当初期待される価格で売却あるいは取得できない可能性があります。このような

場合、基準価額が値下がりする可能性があります。 

デリバティブ取引等の

リスク 

当ファンドは、有価証券先物取引等を利用することがあります。当該デリバティブ取引等

は、国内外の経済、政治情勢などの影響を受け変動します。当ファンドにおいては、デリバ

ティブ取引等の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、ファンドの基準価額

が値下がりすることがあります。 

カントリーリスク 外貨建て資産に一部投資しておりますので、その国の政治、経済情勢、外国為替規制、資

本規制等による影響を受け、ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。 

解約による資金流出に

伴うリスク 

 

一部解約金の支払資金を手当てするために、ファンドの組入有価証券等を大量に売却しな

ければならない場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、当初期待さ

れる価格で売却できないことがあり、当該取引によりファンドの基準価額が値下がりする要

因となります。 

また、ファミリーファンド方式による運用は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当

ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加

設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変

化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。 

（ご注意）以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれらに限られるものではありません。



用語集 
 

・ 運用報告書 計算期間中のファンドの運用実績、運用状況等を受益者の皆様に説明する報告書のこ

とをいいます。原則として、毎計算期間終了後及び信託期間の終了後に委託会社が作

成し、販売会社を通じて、受益者の皆様に交付します。 

・ 基準価額 ファンドの純資産総額を受益権総口数で除したもので、ファンドの一口（ファンドによって

は一万口）当りの評価額のことをいいます。 

・ 個別元本 受益者毎のファンドの平均取得単価をいいます。同一ファンドを複数回取得した場合、

取得単価は追加取得の都度、取得口数に応じて加重平均され、個別元本の変更が行

われます。なお、申込手数料は、個別元本には含まれません。 

・ 自動けいぞく投資または 収益分配金から税金を差引いた後自動的に収益分配金を再投資することをいいます。 

分配金再投資 

・ 収益分配金 ファンドの計算期間終了時に、運用の結果あげられた収益等を受益権口数に応じて受

益者に支払う分配金のことをいいます。分配金額は、信託約款に規定する分配方針に

基づいて委託会社が決定します。 

・ 純資産総額 ファンドの資産総額（株式や公社債等の組入資産を原則として時価で評価したもの）か

ら負債総額（運用経費等）を控除した金額をいいます。 

・ 信託報酬 ファンドの運用や管理の対価として、委託会社、受託会社が、信託財産から受け取る報

酬のことをいいます。信託約款に規定する料率に基づいて計算され、日々信託財産に

費用として計上されます。 

・ 信託約款 ファンドの運用方針、管理・運営方法等が定められているもので、委託会社と受託会社

はこの信託約款に基づいて、信託契約を締結し、ファンドの管理・運営等を行います。 

・ ファミリーファンド方式 投資家が取得するファンドをベビーファンドとし、その資金をマザーファンド（親投資信

託）に投資して実質的な運用を行う仕組みをいいます。 

・ 投資信託説明書 投資家がファンドを取得する際に販売会社が、あらかじめまたは同時に交付を行う目論

（交付目論見書） 見書です。ファンド運用方法、リスク、取得のお申し込みを行う際に必要な申込要領、費

 用等の情報が記載されています。 

・ 投資信託説明書 投資家から請求があった場合に販売会社が交付する目論見書です。ファンドの経理状

（請求目論見書） 況等について詳細な情報が記載されています。 
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(1) ファンドの名称  

マーケット・ニュートラル 

（以下、「ファンド」もしくは「当ファンド」ということがあります。） 

 

(2) 内国投資信託受益証券の形態等  

追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。 

当ファンドは、格付けは取得していません。 

ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に

関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社

振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振

替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に

規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口

座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されるこ

とにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。ユナイテッド投信投資顧問株式会社（以

下「委託者」もしくは「委託会社」ということがあります。）は、やむを得ない事情等がある場合

を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記

名式の形態はありません。 

 

(3) 発行（売出）価額の総額  

5,000 億円を上限とします。 

 

(4) 発行（売出）価格  

取得申込受付日※1の翌営業日の基準価額※2とします。 

基準価額は、販売会社または後記「照会先」にてご確認いただけます。 

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

※1 後記（12)その他④取得申込受付の日を指します。また、取得申込受付日当日が、後記（12）

その他⑤お申込み受付中止日にあたる場合には、お申込みの受付けはいたしません。 
※2 「基準価額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を

除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価

法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」

といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上

１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。 

 

(5) 申込手数料  

無手数料です。 

 

(6) 申込単位  

最低単位を１口または１円として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社または後記

「照会先」の委託会社までお問い合わせください。 
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(7) 申込期間  

平成 20 年 12 月２日から平成 21 年 11 月 30 日まで 

（注）上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

 

(8) 申込取扱場所  

販売会社にてお申込みいただけます。 

販売会社については、後記「照会先」の委託会社にお問い合わせください。 

 

(9) 払込期日  

取得のお申込みをされる方は、お申込み金額およびお申込み手数料（税込）を販売会社が定める

日までにお支払いください。 

振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日

に委託会社の指定する口座を経由して、りそな信託銀行株式会社（信託契約にかかる受託者であり、

以下「受託者」もしくは「受託会社」ということがあります。）の指定するファンド口座に払い込

まれます。 

 

(10) 払込取扱場所  

原則として上記（8）申込取扱場所と同じです。 

ご不明な場合は、お申込みの販売会社または、後記「照会先」の委託会社までお問い合わせくだ

さい。 

 

(11) 振替機関に関する事項  

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 

ファンドの受益権は、社振法の規定を受け、振替機関の振替業に係る業務規定等の規則にしたが

って取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替機関

の業務規定その他の規則にしたがって支払われます。 

 

(12) その他  

① 日本国以外の国・地域における募集 

該当事項はありません。 

② 申込証拠金 

該当事項はありません。 

③ クーリングオフ制度（金融商品取引法第 37条の６）の適用 

該当事項はありません。 

④ 取得申込受付 

販売会社の営業日※の午後３時（国内の金融商品取引所の半休日にあたる日は午前 11 時までと

させて頂きます。）までに受け付けたお申込み（当該お申込みにかかる販売会社所定の事務手

続きが完了したもの）を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われるお申込み

は、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によって、受付時間等の取扱いが別に定め

られている場合は、そちらが優先されます。 

※ 後記⑤のお申込み受付中止日を除きます。 
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⑤ お申込み受付中止日 

取得申込日が以下に該当する場合には、受益権の取得のお申込みはできません。（また、該当

日には解約請求のお申込みも出来ません。） 
ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行休業日 
 

⑥ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得

ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた

取得申込の受け付けを取り消すことがあります。 
 

 

＜照会先＞ 

ユナイテッド投信投資顧問株式会社 お客様デスク 

電話番号：０３－５５４２－７１５０ 

受付時間：委託会社の営業日の午前９時～午後５時まで 

（ただし、国内の金融商品取引所の半休日にあたる日は正午までとさせて頂きます。）
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(1) ファンドの目的及び基本的性格  

① ファンドの目的 

信託財産の長期成長を目指して、積極的な運用を行います。 

② 信託金の限度額 

5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。また、委託会社は、受託会社と合意

の上、限度額を変更することができます。 

③ 基本的性格 

当ファンドは、追加型証券投資信託・国際株式型（北米型）※に属するものです。 

※ 国際株式型（北米型）とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上

の株式組入限度70％以上」「主として北米の株式に投資するもの」として分類されるファンド

をいいます。 

④ ファンドの特色 

ファミリーファンド方式により運用を行います。 

「ファミリーファンド方式」とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）

とし、その資金を親投資信託（ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファ

ンド）の受益証券に投資し、その実質的な運用を親投資信託にて行う仕組みです。 

また、親投資信託の運用の指図の権限につきましては、アナリティック・インベスターズ・エ

ルエルシーへ委託をします。 
 

ファミリーファンド方式 

 
 

米国株式を主要投資対象とします。 

魅力度の高い銘柄を買付け（買いポートフォリオの構築）、魅力度の低い銘柄を借株し、売り建て（売

りポートフォリオの構築）を行い、株式市場の動向にかかわらず、安定的な収益の獲得を目指す「マ

ーケット・ニュートラル戦略」を用いて、運用を行います。 

買いポートフォリオと売りポートフォリオをほぼ同額構築し、買いポートフォリオと売りポートフ

ォリオの収益の格差のみを収益の源泉とする事で、米国株式市場の上げ相場・下げ相場にかかわらず、

安定的な運用収益の獲得を狙います。 

また、為替フルヘッジを行うことにより為替変動リスクを回避し、安定的な収益確保を行います。

ただし、市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

（ベビーファンド）

 

マーケット・

ニュートラル

ユナイテッド米国株式 
マーケット・
ニュートラル・
マザーファンド 

主として
米国株式等 

申込金 
  

収益分配金   
解 約 金   

投資

 (親投資信託) (投資対象)

投資

損益 損益

投
資
家(
受
益
者)

償 還 金 等 
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投資対象は米国株式市場で S&P500 株価指数構成銘柄を原則とし、その全銘柄について、銘

柄評価を行います。また、アナリティック・インベスターズ・エルエルシー独自の計量モデ

ルにより、各銘柄の期待収益率を算出し、相対的魅力度を割り出します。 

マーケット・ニュートラル戦略について

マーケット・ニュートラルとは？

運用目標

株式市場の動向にかかわりなく、安定した運用収益の獲得を狙う

戦略です（ニュートラル＝中立）。買いポートフォリオと売りポート

フォリオの投資金額・業種配分を同じにすることで、収益の源泉

を企業間格差のみに集約します。 

買いポートフォリオと売りポートフォリオをほぼ同額構築することに 

より、相場状況にかかわらず、安定した収益の獲得を狙います。 

収益の源泉
それぞれのポートフォリオが保有する銘柄の株価の差（企業間格差）が、収益の源泉とな
ります。

売りポートフォリオよりも、より魅力度の高い銘柄を買いポートフォリオに組入れることで、
上昇・下落相場にかかわらず、安定的な収益の獲得を狙います。

買い ポートフォリオの

保有銘柄の株価

買い ポートフォリオの

保有銘柄の株価
売り ポートフォリオの

保有銘柄の株価

売り ポートフォリオの
保有銘柄の株価

上昇相場 買いポートフォリオの
保有銘柄の株価

売りポートフォリオの
保有銘柄の株価

この差が収益の源泉（企業間格差）

買いポートフォリオの
保有銘柄の株価

売りポートフォリオの
保有銘柄の株価

下降相場

この差が収益の源泉（企業間格差）

収益の源泉　＝　銘柄間の魅力度の差　＝　企業間格差

各業種毎に企業間格差を追求します。

収益の源泉



2.ファンドの特色 
 

 6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計量モデルで算出した期待収益率をもとに、魅力度の高い銘柄を買いポートフォリオに組入れ、

魅力度の低い銘柄を売りポートフォリオに組入れます。常に買いポートフォリオに組入れた銘柄

の収益率が売りポートフォリオに組入れた銘柄のそれを上回ることを目標とします。 

運用プロセス

ユニバース
S&P500銘柄

ユニバース
S&P500銘柄 銘柄評価銘柄評価 最適化モデル最適化モデル

買いポートフォリオ
売りポートフォリオ

の構築

買いポートフォリオ
売りポートフォリオ

の構築

リスク管理
制約条件

リスク管理
制約条件

銘柄評価

70以上の価格形成要因（ファクター）により個別銘柄を分析

バリューバリュー

株価収益率
株価純資産倍率

グロースグロース

利益率
収益成長率

モメンタムモメンタム

過去１ヶ月リターン
過去１２ヶ月リターン

流動性流動性

時価総額
株価水準
売買取引

リスクリスク

ベータ
標準偏差
負債比率

独自の計量モデル独自の計量モデル

各銘柄の魅力度を評価各銘柄の魅力度を評価

＜独自の計量モデル ＞＜独自の計量モデル ＞



2.ファンドの特色 
 

 7

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポートフォリオ全体として市場動向の影響を排除するために、両ポートフォリオの主要特

性を中立化するよう以下の制限をかけて最適化を行います。 

＜中立化のためのリスク制限＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの最適化を行うことにより、買いポートフォリオと売りポートフォリオの収益格差

が、銘柄独自の要因から由来するように収益の源泉を限定します。銘柄間の相対格差のみに

注目することによって、より確実な収益の獲得を目指します。なお、個別銘柄の組入比率は

最大３％程度に制限します。 

業種配分ニュートラル 買いポートフォリオと売りポートフォリオのセクター配分を

ほぼ同じ 

時価総額ニュートラル 買いポートフォリオと売りポートフォリオの保有銘柄の時価

総額分布をほぼ同じ 

βニュートラル 買いポートフォリオと売りポートフォリオのベータ値をほぼ

同じ 

・β（ベータ）値とは 

ポートフォリオ全体の値動きが、証券市場全体のそれに対し

てどの程度反応し変動するかを示す数値です。例えば、ポー

トフォリオのベータ値が1.5という状況は、証券市場が10％

上昇（あるいは下落）した場合はポートフォリオ全体は 15％

上昇（あるいは下落）することを示しています。 

投資金額ニュートラル 買いポートフォリオと売りポートフォリオの投資金額がほぼ

同額 

リスク管理

買い
ポートフォリオ

売り
ポートフォリオ

ポートフォリオの
主要特性を中立化

同じ投資金額
同じ業種配分

など

ポートフォリオ全体で400銘柄程度に分散
個別銘柄の組入れ比率は最大３％程度に制限

ポートフォリオ全体で400銘柄程度に分散
個別銘柄の組入れ比率は最大３％程度に制限

（注）為替変動リスクを極力排除するため、
　　　為替はフルヘッジいたします。

それぞれのポートフォリオの投資金額・業種配分を同じにすることで、市場
動向の影響を排除し、収益の源泉を魅力度の高い銘柄と低い銘柄の企業
間格差に集約し、安定した収益の獲得を狙います。

各銘柄の魅力度を評価各銘柄の魅力度を評価

魅力度の低い銘柄魅力度の高い銘柄
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(2) ファンドの仕組み  

ファンドの関係法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 当ファンドの親投資信託の運用について、委託会社が信託財産の運用の指図に関する権限

を投資顧問会社に委託するための契約。投資顧問会社が行う投資判断、発注等に関するルー

ル等を規定します。 

※２ 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。投資信託の運営方

法や信託財産の運用方法、委託会社と受託会社等の権利義務関係、募集方法等の取り決め等

の内容が含まれています。 

※３ 投資信託の販売等に関するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が

行う受益権の募集、解約請求の受付等の業務内容に関する取り決め等の内容が含まれていま

す。 

  

販売会社  
 

（受益権の募集の取扱い および販売、一部解

約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投

資ならびに収益分配金、償還金および一部

解約金の支払い等） 
  

当ファンド 

マーケット・ニュートラル

委託会 社   
ユナイテッド投信投資顧問

（信託財産の運用指図等） 

受託会社   
りそな信託銀行  

（委託会社の指図に基づく信託財 
産の管理・処分、信託財産の計算等）

 
＜再信託受託会社 ＞  

日本トラスティ・サービス   
信託銀行  

※２投資信託契約

※ ３ 販売契約 

受益者 
（投資家）   

投資顧問会社

 アナリティック・インベスターズ・エルエルシー

  
委託会社から信託財産の運用の指図に関する権限

の委託を受けて行なうマザーファンドの運用指図。

 

※ １ 運用の指図の

権限委任に関す 
る契約   

親投資信託 

ユナイテッド米国株式・マーケット・
ニュートラル・マザーファンド
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(A)資本金 

10 億 3,000 万円（平成 20 年９月 30 日現在） 

 

(B)沿革 

平成 11 年 9 月 17 日 米ユナイテッド・アセット・マネジメント・コーポレーション

の 100％子会社としてユナイテッド投信株式会社を設立。 

平成 11 年 10 月 26 日 証券投資信託委託業の認可取得。 

平成 12 年 10 月６日 オールド・ミューチュアル（Ｕ.Ｓ.）ホールディングス・イン

クの傘下となる。 

平成 16 年１月 20 日 投資顧問業者として登録。 

平成 17 年３月 30 日 日本アジアホールディングズ株式会社の傘下となる。 

平成 17 年 10 月 31 日 投資一任業務にかかる認可を取得、ユーエイエム ジャパン

インクから営業を譲り受けるとともに、会社名をユナイテッド

投信投資顧問株式会社に変更。 

平成 19 年９月 30 日 金融商品取引業者として登録。 

 

(C)大株主の状況 

 （平成 20年９月 30日現在）

名称 住所 所有株式数 所有比率

日本アジアホールディングズ 

株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目 

３番２号 郵船ビル５階 
4,100 株 100％ 
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(1) 投資方針  

当ファンドは、親投資信託である「ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーフ

ァンド」の受益証券を主要投資対象とします。親投資信託への投資を通じて、主として米国株式へ

実質的に投資し、リスクを軽減しつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

なお、内外の株式および債券等に直接投資することがあります。 

 

(2) 投資対象  

① 投資の対象とする資産の種類 

(A)次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 1項で

定めるものをいいます。以下同じ。） 

(イ)有価証券 

(ロ)デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第 20項に規定するものをいい、約款

第 29条、第 30条および第 31条に定めるものに限ります。） 

(ハ)約束手形 

(ニ)金銭債権 

(B)次に掲げる特定資産以外の資産 

(イ)為替手形 

 

② 投資の対象とする有価証券 

(A)委託者は、信託金を、主としてユナイテッド投信投資顧問株式会社を委託者とし、りそな信託

銀行株式会社を受託者として締結されたユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マ

ザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取

引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投

資することを指図します。 

１． 株券または新株引受権証書 

２． 国債証券 

３． 地方債証券 

４． 特別の法律により法人の発行する債券 

５． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新

株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６． 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で

定めるものをいいます。） 

７． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６

号で定めるものをいいます。） 

８． 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの

をいいます。） 

９． 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する

証書（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10． コマーシャル・ペーパー 

11． 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）

および新株予約権証券 

12． 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前第１号から第 11 号までの証券また
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は証書の性質を有するもの 

13． 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 10 号で定める

ものをいいます。） 

14． 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11

号で定めるものをいいます。） 

15． 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 18 号で定めるものをいいま

す。） 

16． オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第 19 号で定めるも

のをいい、有価証券に係るものに限ります。） 

17． 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第 20 号で定めるものをいいます。） 

18． 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行

信託の受益証券に表示されるべきもの 

20． 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

なお、第１号の証券または証書、第 12 号および第 17号の証券または証書のうち第１号の

証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券

ならびに第 12号および第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性

質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の証券および第 14号の証券を以下「投

資信託証券」といいます。 

 

(B)委託者は、信託金を、前記(a)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により

運用することの指図ができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

 
(3) 投資制限 

 当ファンドは約款において、以下の投資制限を設けております。 

(A)投資する株式等への投資比率の制限（運用の基本方針２．運用方法(3)投資制限） 

株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）の実質投資割合には制限を設けま

せん。 

(B)外貨建資産への投資制限（運用の基本方針２．運用方法(3)投資制限） 

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

(C)投資する新株引受権証券等への投資制限（約款第 21条第４項） 

委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額

と親投資信託の信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち

信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10を超えるこ

ととなる投資の指図をしません。 

(D)投資する投資信託証券への投資制限（約款第 21条第５項） 

委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券以外の投資信託証券の時価総額と親投資信
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託の信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との

合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 

(E)投資する株式等の範囲（約款第 24 条） 

(a) 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所

に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されて

いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により

取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

(b) 前記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新

株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて

は、委託者が投資することを指図することができるものとします。 

(F)同一銘柄の株式等への投資制限（約款第 25 条第１項） 

委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財

産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、

信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価

証券の値上がり等により 100 分の 10 を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整しま

す。 

(G)同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限（約款第 25 条第２項） 

委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証

券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約

権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額

の 100 分の５を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等によ

り 100 分の５を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。 

(H)同一銘柄の転換社債等への投資制限（約款第 25条第３項） 

委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社

債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって

当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも

の（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約

権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額と親投資信託の信託

財産に属する当該同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 

項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が

それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものの時価総額のうち信託財産

に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10を超えることとなる

投資の指図をしません｡ただし､有価証券の値上がり等により 100分の 10を超えることとなった

場合には､速やかにこれを調整します。 

(I)有価証券の貸付の指図および範囲（約款第 32条） 

(a) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式お

よび公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。 

(イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式

の時価合計額の 50％を超えないものとします。 

(ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保

有する公社債の額面金額の合計額の 50％を超えないものとします。 

(b) 前記(a)の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その
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超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

(c) 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも

のとします。 

(J)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第 33 条） 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら

れる場合には、制約されることがあります。 

(K)信用取引の指図範囲（約款第 26条） 

(a) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売

付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡

しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額と親投資信託の信託財産

に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親

投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該売付け

に係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額が信託財産の純資産

総額の範囲内である場合においてできるものとします。 

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する

売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

(L)有価証券の空売りの指図および範囲（約款第 27条） 

(a) 委託者は、信託財産において有しない有価証券または第 28条の規定により借り入れた有

価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、

売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるもの

とします。 

(b) 前記(a)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額と親投資信託の信託財

産に属する当該売付けに係る有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信

託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に

占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額が

信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。 

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付けに係る有価証券の時価総額が信託

財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当

する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

(M)有価証券の借入れの指図および範囲（約款第 28条） 

(a) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図

をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認

めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

(b) 前記(a)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属す

る当該借入れに係る有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に

属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当

該借入れに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額が信託財産

の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。 

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れに係る有価証券の時価総額が信託

財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
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する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。 

(d) 前記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 

(N)先物取引等の運用指図（約款第 29 条） 

(a) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所等におけ

る有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、

有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）

および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号ハに掲げるものをい

います。）ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先

物取引等」といいます。）を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、

オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。 

(b) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所等におけ

る通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る

先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

(c) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所等におけ

る金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等における金利に係る

先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

(O)スワップ取引の運用指図（約款第 30条） 

(a) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった

受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス

ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな

いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ

の限りではありません。 

(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で

評価するものとします。 

(d) 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

(P)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第 31条） 

(a) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替

先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として

信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託内で全部解約が可能なもの

についてはこの限りではありません。 

(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも

とに算出した価額で行うものとします。 

(d) 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが

必要と認められたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

(Q)外国為替予約の指図（約款第 34条） 

(a) 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取

引の指図をすることができます。 

(b) 前記(a)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額

との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
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信託財産に属する外貨建資産（親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に

属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信

託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を

含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この

限りではありません。 

(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える

額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするも

のとします。 

(R)資金の借入れ（約款第 42条） 

(a) 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う

支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま

す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資

金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当

該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日、解約代金入金日もしくは償還金の入金

日までの期間（ただし、当該期間は５営業日を越えないものとします。）とし、資金借入額

は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資

金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととし

ます。 

(c) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその

翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 
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「ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド」の概要 

 

(1) 基本方針 

この投資信託は、信託財産の長期成長を目指して、積極的な運用を行います。 

 

(2) 投資対象 

主として米国株式のうち、主な市場で取引される銘柄、米国S＆P株価指数先物を主要投資対象

とします。 

 

(3) 投資態度 

① 「マーケット・ニュートラル」という運用戦略を用い、主として米国株式の中から、企業の

収益性、成長性および安定性等を総合的に勘案して銘柄選定を行い、高ランク銘柄をロング（買

付け）、低ランク銘柄を借株し、同時同額のロングおよびショートのポジションをつくることに

より、米国株式市場の騰落および金利の動向に関わりなく、安定的な収益獲得を目指します。 

② S＆P500 株価指数構成銘柄についての期待収益率を独自の計量モデルで予測し、業種、投資金

額、時価総額、ベータ値等のリスク特性管理を行い、徹底したリスク管理のもとで、個別銘柄

リスクのみを付加価値の源泉とすることにより絶対リターンを目指し、信託財産の成長のため

積極的運用を行います。 

③ 米ドル建てのポートフォリオに関して、為替フルヘッジを行うことにより為替変動リスクを

回避し、安定的な収益確保を行います。 

④ 運用指図に関する権限は、米国の投資顧問会社であるアナリティック・インベスターズ・エ

ルエルシーに委託します。 

⑤ 外国株式の組入比率は原則として高位を保ちます。ただし、資金化への対応や投資環境を考

慮した上で委託会社が適切と判断した場合には、機動的に対応する場合があります。 

⑥ 転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第１項第３号の財産が当該新株

予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な

いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ３第１項第７

号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい

ます。）、新株引受権証券および新株予約権証券等（外貨建てを含みます。）に投資する場合があ

ります 

⑦ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

⑧ 有価証券先物取引等を行うことができます。 

⑨ スワップ取引を行うことができます。 

⑩ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行

うことができます。 
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(4) 投資制限 

① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けま

せん。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産

総額の 10％以下とします。 

③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下としま

す。 

④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財

産の純資産総額の５％以下とします。 

⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第１項第３号の財

産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単

独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341

条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予

約権付社債」といいます。）への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以

下とします。 

⑥ 外貨建資産への投資割合は制限を設けません。 

⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑧ 有価証券先物取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行います。 

⑨ スワップ取引は、当該取引の契約期限が、原則として第５条に定める信託期間を超えない

ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの

限りではありません。 

⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は、当該取引の決算日が、原則として第５条に定める信

託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも

のについてはこの限りではありません。 

⑪ 親投資信託は、当ファンド同様に、投信法による投資制限に従います。 
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(1) 運用体制 

委託者は、ユナイテッド米国株式マーケット･ニュートラル・マザーファンドの信託財産の運用に

関し、運用の指図権限をアナリティック・インベスターズ・エルエルシーに委託しますが、ベビー

ファンドである当ファンドの信託財産の運用管理については、ファンド設定者である委託者がマザ

ーファンドへの出資額の決定及び出資比率の維持・管理を行います。なお、当ファンドのマザーフ

ァンドへの出資比率は、原則として高位を維持するものとします。 

 
当ファンドの運用体制は以下の通りです。 
 
運用組織、内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織 

法令遵守・社内規則

運用ガイドライン 
遵守の確認 

運用計画の策定 

運用方針および各ファンドの運用計画の策定 

運用部門の責任者を議長とし、社長を含む 

各部門の責任者他が構成メンバー 

運用の実行 

業務部門

投資委員会によって決められた運用方針・運用計画に基

づき、ポートフォリオを構築・管理 

トレーディング・チーム 

売買執行・取引内容の確認 

取引業者の選定・評価・管理 

内部統制部門

運用の評価 

必要に応じて運用方針・運用計画の見直し 

＜PLAN＞ 

＜DO＞ 

＜SEE＞ 

取締役会 

運用部門

投資委員会 

運用部門において策定された運用方針および 

各ファンドの運用計画の協議・決定 

運用実績の評価・分析 

投資委員会 

業務部門 

運用部門

委託会社 

ファンドの運用再委託先 

委託会社の運用部門へ約定連絡 
ファンド状況のチェック 

内部統制委員会

運用チーム 
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運用に関する社内規則 
運用にあたっては、関連法令および社団法人投資信託協会が定める諸規則等のほか、以下の運用

関連社内規程を遵守しております。 
・投資信託委託会社の業務に係る業務方法書 
・投資信託委託業務運営規程 
・投資委員会運営規程 
・ポートフォリオの設定・管理と発注に関する規則 
・業者選定に関する規程 
・引値保証取引に関する規則 
・内部者取引等の防止及び役職員の自己の計算で行う取引等に関する規程 
・株主議決権行使に関する取扱い規程 
・投資運用業に係る業務の第三者への委託等に関する規則 

 
運用を担当する運用部門（5 名程度）、顧客とのリレーションを担当する顧客部門（6 名程度）、

商品開発を担当する企画部門（3 名程度）、ファンド計理・運用実績の評価・分析・情報開示（デ

ィスクロージャー・レポーティング）・トレーディングを担当する業務部門（12 名程度）ならび

にコンプライアンス・内部監査を担当する内部統制部門（2 名程度）は、当社規程に従って、業務

を分担しかつ相互に牽制機能を果たすことによって、全体として質の高い運用サービスを提供し

ております。 
 
ファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等 
ファンドの受託者（信託銀行）については、受託者が特定の信託銀行に偏ることを避け、信託銀行

間の競争を通じた適切な受託サービス水準の確保と適切な受託者報酬水準の維持に努めております。 
ファンドの運用を再委託する場合においては、「投資運用業に係る業務の第三者への委託等に関する

規則」に基づき、再委託先運用会社の運用能力のみならず、信用力、業務執行能力などについても

定期的なモニタリングによる調査を行い、自社運用ファンドと同様に当社がすべての受託者責任を

果たすことができる体制を整えております。 
 
※上記の運用体制は、平成 20 年９月 30 日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 
 

［マザーファンド（ユナイテッド米国株式マーケット･ニュートラル・マザーファンド）の運用体制］ 

 

当ファンドが主要投資対象とするユナイテッド米国株式マーケット･ニュートラル・マザーファンド

において、委託者から運用の指図に関する権限の委託を受け、アナリティック・インベスターズ・エ

ルエルシーが以下の体制において信託財産の運用の指図について意思決定を行います。 
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＜アナリティック・インベスターズ・エルエルシーの運用体制＞ 

 個別銘柄の1ヶ月後の期待超過収益率、リスク制約条件、予想取引コストを入力し、ポートフォリ

オの最適化を図ります。 

 

 

 

 

 

(2) 分配方針  

① 年２回の決算日（毎年３月 20日および９月 20 日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原

則として次の通り分配を行います。 

(A)分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）の全額と

します。 

(B)分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象

収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。 

(C)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運

用を行います。 

② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

(A)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した

額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（実績報酬を含みます。以下同

じ。）および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に

相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の

分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。 

(B)売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報

酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ

の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の

分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。 

③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

Yes 

No 

 個別銘柄の期待超過収益率および推定リスク 

 リスク中立化項目 

 その他制約条件 

     ポートフォリオ全体のリスク：４％以下程度に抑制 

     個別銘柄の最大投資比率：３％以内に制限 

     銘柄数：200～300銘柄程度 

     取引コスト  

 

 

 買い・売りポートフォリオを同時構築 

 

 

 日次モニタリング 

     ポートフォリオ全体の特性について日次モニタリングを実施 
     期待超過収益率、推定リスク、ポートフォリオの中立化項目 

 

 月次リバランス 

     ポートフォリオ再構築の頻度は通常は月１回程度 
     売買回転率は年間３回転以下 
 

最適化 

ポートフォリオ構築 

ポートフォリオの常時モニタリング 

ポートフォリオが運用目標水準 
から大きく乖離 

ファクターエクスポージャー 
データの更新 
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(1) 投資リスク 

委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属

します。 

投資信託は預金商品や保険商品とは異なり、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象では

ありません。 

また、銀行などの登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象

ではありません。 

 

＜基準価額の主な変動要因＞ 

当ファンドは、マザーファンドへの投資等を通じて、実質的に株式などの値動きのある有価証

券（外国証券には為替変動リスクもあります。）等に投資しておりますので、当ファンドの基準

価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあ

ります。 

当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの基準価額を変動させる要因の主なも

のは、以下の通りです。 

 

① 有価証券等の価格変動リスク 
当ファンドは株式等を中心に値動きのある有価証券等に投資します。当ファンドの基準価額は、

組入れる株式等の価格変動の影響を受けます。株式等の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢、

株式等の発行企業の経営状況等の変化により、下落することがあります。その結果、当ファンド

の基準価額が値下がりすることがあります。 
② 為替変動リスク 

外貨建資産へ投資しますので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨

に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります。なお、当フ

ァンドは、原則として為替ヘッジを行ないますが、為替ヘッジを行なうにあたっては、ヘッジコ

ストが発生します。また、為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコスト

が予想以上に発生する場合があります。なお、ヘッジコストとは、為替ヘッジを行なう通貨の金

利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合には、この金利差の分だけ収益が低下する

ことになります。 

③ 流動性リスク 
組入有価証券を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模や市場動向によっては、組入証

券が当初期待される価格で売却あるいは取得できない可能性があります。このような場合、基準

価額が値下がりする可能性があります。 
④ デリバティブ取引等のリスク 

当ファンドは、有価証券先物取引等を利用することがあります。当該デリバティブ取引等は、

国内外の経済、政治情勢などの影響を受け変動します。当ファンドにおいては、デリバティブ取

引等の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、ファンドの基準価額が値下がりする

ことがあります。 
⑤ カントリーリスク 

外貨建て資産に一部投資しておりますので、その国の政治、経済情勢、外国為替規制、資本規

制等による影響を受け、ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。 
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⑥ 解約による資金流出に伴うリスク 
一部解約金の支払資金を手当てするために、ファンドの組入有価証券等を大量に売却しなけれ

ばならない場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、当初期待される価格で

売却できないことがあり、当該取引によりファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 
また、ファミリーファンド方式による運用は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当

ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設

定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等に

より、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。 
 

（ご注意）以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありま

せん。 
 

＜その他の留意点＞ 
① ファンド運営上のリスク 
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止 

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、

その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することがあり、

また、既に受付けた取得申込みの受付けを取消す場合があります。また、同様の理由により、

解約の申込みの受付けを中止する場合があります。 
(B)信託の途中終了 

委託会社は、受益者のために有利と認める場合、その他やむを得ない事情等が発生したときは、

信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。 
(C)運用の外部委託 

マザーファンドにおいて、運用を海外の投資顧問会社に委託しています。当該投資顧問会社の

業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場

合があります。 
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点 
(A)販売会社 

委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の

購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するま

では、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、

償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社

および受託会社は責任を負いません。 
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売（お

申込代金の預かり等を含みます。）について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責

任を負いません。 
(B)受託会社 

委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還

金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。フ

ァンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部

解約金、償還金についての責任を負いません。 
受託銀行の格付けが低下した場合やその他信用力が低下した場合には、為替取引等の相手方の
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提供するクレジットラインが削減される可能性があり、その結果、当ファンドの運用に支障が

出る可能性があります。 
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任し

た後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させ

ます。 
③ 収益分配に係る留意点 

ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。 
委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行

わない場合があります。 

(2) 投資リスクに対する管理体制 

ファンドのリスクおよび損益状況については、以下のツールを使用し、管理します。 

リスク管理 
ツール 

ファンドのリスクを推定するツールです。資産配分や銘柄選択などのリスク

特性ごとにそのリスクを推定し、当ファンド全体でどの程度のリスクを、ど

の部分で取っているのかを常に把握します。 

ポートフォリオ

損益管理ツール 

ポートフォリオの損益を把握する為のツールです。組入資産ごとに、損益が

どの程度なのかを把握できるようにし、下落リスクの管理に役立てます。 

前記に加えて、コンプライアンス上のリスク、当社の業務において発生しうるあらゆるリス

クについて、原則として月に一度開催される内部統制委員会に報告されます。同委員会では上

記リスク事項の確認や当社の対応、改善策等について協議または決議します。また、その内容

は必要に応じて取締役会へ報告・提案されます。 
なお、実務においては、各部門においてそれぞれの責任者のもと日々ベースでリスク管理を

綿密に行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当ファンドの投資対象であるユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファ

ンドにおいても、委託者より運用に関する権限の委託を受けたアナリティック・インベスター

ズ・エルエルシーにおけるリスク管理を行います。詳しくは「2.ファンドの特色 (1) ファンド

の目的及び基本的性格 ④ ファンドの特色 リスク管理」をご参照ください。

運用部門 

顧客部門 

企画部門 

内部統制部門 

管理部門 

内部統制委員会

＜協議または決議＞

業務の有効性及び効率性に関する事項

財務報告の信頼性に関する事項 

業務プロセスの評価 

リスク管理に関する事項 

業務部門 

法令遵守に関する事項 

資産の保全に関する事項 
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(1) 申込手数料  

無手数料です。 

 

(2) 換金（解約）手数料  

ご換金（解約）手数料はかかりません。 

 

(3) 信託報酬等  

① 信託報酬 

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により

計算され、毎計算期間終了日または、信託の終了時に信託財産中から支弁されます。 

信託財産の純資産総額×年 1.575％（税抜 年 1.50％） 

信託報酬の配分は、次の通りとなります。 

委託会社 受託会社 販売会社 

年 0.63％※ 年 0.105％ 年 0.84％ 

（税抜 年 0.60％） （税抜 年 0.10％） （税抜 年 0.80％） 

※マザーファンドの運用に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託

会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。 

なお、委託会社および販売会社への報酬は、ファンドから委託会社へ支弁され、販売会社

への報酬は、委託会社から、販売会社が行う業務に対する代行手数料として支払われます。

受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に支弁されます。 

② 実績報酬 

当ファンドにおいては、委託会社にかかる信託報酬について、運用の実績によって支弁される

実績報酬を設けております。実績報酬は、当ファンドの計算期間を通じて毎日の基準価額が、一

定の目標水準（以下「目標基準価額」といいます。）を上回った基準価額となった場合、当該目標

基準価額を超える基準価額の超過部分の 31.5％（税抜 30.0％）を実績報酬として受領します。 

実績報酬は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、次によるものとします。 

(A)実績報酬の計算期間は、毎年３月 21 日から９月 20 日までおよび９月 21日から翌年３月 20日

までの各計算期間を１期として取扱います。（各計算期間終了日に該当する日（該当日）が休業

日のときの各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ

れるものとします。） 

(B)各計算期間中に発生する基準価額の騰落を計算する際に使用する基準価額（以下「基本基準価

額」といいます。）は、各計算期間を通じて実績報酬を計上した日の基準価額のうち最も高い基

準価額（収益分配前の基準価額）とします。 

(C)実績報酬を計算する際に使用する目標基準価額は、前記(B)に規定する基本基準価額に目標リ

ターン・レートを、次の計算式を用いて算出した価額とします。 

目標基準価額＝（１＋日次目標リターン・レート）経過日数×基本基準価額 

目標リターン・レートは、６ヵ月物譲渡性預金利率（各計算期間の期初の前営業日に日本経済

新聞において公表されるものを当該計算期間に適用しますので、目標リターン・レートは各計

算期毎に異なります。）とし、各計算期間毎に見直します。目標基準価額を計算する際に使用す

る日次目標リターン・レートは次の計算式によるものとします。 

日次目標リターン・レート＝（１＋目標リターン・レート）1/365－１ 
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実績報酬は、発生のつど信託財産の費用として計上し、当該実績報酬に係る消費税等相当額と

ともに、各計算期間末または信託終了のときに、信託財産から支弁します。 

 

(4) その他の手数料等  

① 当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等ならびに外貨建資産の保管等に要す

る費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担とし、当ファンドの計算期間を通じ

て毎日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該消費税等相

当額とともに信託財産中から支弁します。 

③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（法律顧問・税務顧問への報酬、印

刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。以下

「諸費用」といいます。）および諸費用にかかる消費税等ならびに受託会社の立替えた立替金の利

息は、信託財産中から支弁します。 

④ 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った

場合、当該借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

 

上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限率等をあらかじめ表示す

ることが出来ません。 
 

受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、

あらかじめ表示することが出来ません。 
 

(5) 課税上の取扱い  

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する投資信託の課税については、下記のよう

な取扱いとなります。なお、税法が改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 
 

① 個別元本について 

(A) 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該

申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた

ります。 

(B) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託

を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

(C) 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金

を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 
② 一部解約時および償還時の課税について 

平成 20 年 12 月 31 日までは、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となりま

す。 

平成21年1月1日以降においては、個人の受益者の場合、一部解約時および償還時の譲渡益(一

部解約価額および償還価額から取得費（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を

含みます。）を控除した利益）が課税対象となります。法人の受益者の場合、引き続き、一部解

約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 
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③ 収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いにな

る「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

受益者が収益分配金を受取る際、(A)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元

本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額

が普通分配金となり、(B)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って

いる場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金

を控除した額が普通分配金となります。 

④ 個人、法人別の課税の取扱いについて 

(A）個人の受益者 

平成 20 年 12 月 31 日までの間は、支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配

金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10％（所得税 7％および地方

税 3％）の軽減税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を

行い、総合課税を選択することもできます。（解約・償還損については、確定申告により、株式

等の譲渡による所得との通算が可能となります。） 

 

＜平成 21年 1月 1日以降は以下の通りとなります。＞ 

収益分配金のうちの課税扱いとなる普通分配金に対し、平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年

12月31日までの2年間は特例措置により、収益分配金を含む上場株式等の配当等の合計額（年

間の収益分配金等が 1万円以下のファンド等は合計額から除外されます。）が年間 100 万円以

下の場合、10％（所得税 7％および地方税 3％）の税率が適用され、申告不要の特例がありま

す。当該合計額が年間 100 万円を超える場合、申告不要の特例が適用されませんので確定申

告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することができます。申告分離課税を選択した場

合、100 万円以下の部分については、10％（所得税 7％および地方税 3％）、100 万円を超える

部分については、20％（所得税 15％および地方税 5％）の税率となります。 

一部解約時および償還時の差益（譲渡益）については、平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年

12 月 31 日までの 2年間は特例措置により、上場株式等の譲渡益を含めた譲渡所得の合計額が

年間 500 万円以下の場合、10％（所得税 7％および地方税 3％）の税率が適用され、申告不要

の特例（特定口座（源泉徴収選択））があります。譲渡所得の合計額が年間 500 万円を超える

場合、申告不要の特例が適用されませんので、特定口座（源泉徴収選択）においても確定申

告を行い、500 万円以下の部分については、10％（所得税 7％および地方税 3％）、500 万円を

超える部分については、20％（所得税 15％および地方税 5％）の税率となります。 
 

(B）法人の受益者 

平成 21 年 3 月 31 日までの間は、支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配

金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、７％（所得税７％）、平成 21年 4

月 1 日から 15％（所得税 15％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。 

 

※販売会社によっては解約請求のほかに買取請求による換金を受付けている場合があります。買

取請求により換金する場合は、課税上の取扱いが上記と異なります。買取請求の詳しい条件に

ついては、あらかじめ販売会社にご確認ください。 
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以下は、平成 20 年９月 30 日現在の投資状況です。 

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいい、「国・地域」は発

行体の国籍を表示しております。 

 

(1) 投資状況  

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 
 （ユナイテッド米国株式マーケット・ 
  ニュートラル・マザーファンド） 

日本 128,546,685 99.09

現金・預金・その他の資産（負債控除後）  1,176,101 0.91

合計（純資産総額）  129,722,786 100.00

 

（参考情報）親投資信託受益証券の投資状況 

 ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

株式 アメリカ 1,726,028,715 79.15

 バミューダ 5,636,797 0.25

 小 計 1,731,665,512 79.40

現金・預金・その他の資産（負債控除後）  449,164,992 20.60

合計（純資産総額）  2,180,830,504 100.00

(注１) 現金・預金・その他の資産（負債控除後）には、株式（売建）を含みます。 

(注２) 株式（売建）の時価合計は、1,740,765,659 円、投資比率は 79.82％です。 

 

(2) 投資資産  

① 投資有価証券の主要銘柄  

順
位 

国・ 
地域 

種類 銘柄名 
数量 

（口数） 

帳簿価額
単価 

（円） 

帳簿価額 
金額 
（円） 

評価額 
単価 

（円） 

評価額 
金額 

（円） 

投資
比率

（％）

1 日本 
親投資信託受
益証券 

ユナイテッド米国
株式マーケット・
ニュートラル・マ
ザーファンド 

106,456,882 1.2143 129,270,591 1.2075 128,546,685 99.09

 

種類別投資比率 

種類 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 99.09 

合計 99.09 

 



8.運用状況 
 

 28

（参考情報）親投資信託受益証券の投資有価証券の主要銘柄 

株式(買建) 

順
位 

国・ 
地域 種類 銘柄名 業種 株数

（株）

帳簿価額
単価 
（円） 

帳簿価額 
金額 

（円） 

評価額 
単価 
（円） 

評価額 
金額 
（円） 

投資
比率
（％）

1 アメリカ 株式 SYSCO CORP. 食品・生活必需品小売り 11,817 3,109.17 36,741,078 3,230.34 38,173,025 1.75

2 アメリカ 株式 PG&E CORPORATION 公益事業 9,829 4,078.58 40,088,427 3,869.37 38,032,088 1.74

3 アメリカ 株式 CARDINAL HEALTH INC. 
ヘルスケア機器・ 

サービス 
7,116 5,756.42 40,962,688 5,027.28 35,774,179 1.64

4 アメリカ 株式 BROWN FORMAN CORP. CLASS B 食品・飲料・タバコ 4,934 7,536.78 37,186,516 7,240.57 35,725,015 1.64

5 アメリカ 株式 STRYKER CORP 
ヘルスケア機器・ 

サービス 
5,121 6,707.19 34,347,536 6,354.01 32,538,933 1.49

6 アメリカ 株式 APPLIED BIOSYSTEMS INC 
医薬品・バイオテクノロ

ジー・ライフサイエンス
8,346 3,514.40 29,331,239 3,451.98 28,810,292 1.32

7 アメリカ 株式 DEAN FOODS CO 食品・飲料・タバコ 11,424 2,252.49 25,732,489 2,364.50 27,012,083 1.24

8 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信サービス 8,363 3,582.48 29,960,332 3,171.31 26,521,693 1.22

9 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 3,258 9,588.51 31,239,367 8,026.67 26,150,907 1.20

10 アメリカ 株式 BOSTON PROPERTIES INC 不動産 2,756 9,506.21 26,199,116 9,244.65 25,478,277 1.17

11 アメリカ 株式 AMERISOURCEBERGEN CORP 
ヘルスケア機器・ 

サービス 
6,212 4,222.54 26,230,473 3,959.48 24,596,296 1.13

12 アメリカ 株式 H&R BLOCK INC 消費者サービス 10,500 2,459.48 25,824,546 2,329.28 24,457,537 1.12

13 アメリカ 株式 MCKESSON CORP 
ヘルスケア機器・ 

サービス 
4,491 6,006.02 26,973,055 5,418.78 24,335,751 1.12

14 アメリカ 株式 MOLEX INC 
テクノロジー・ハードウ

ェアおよび機器 
10,244 2,481.77 25,423,322 2,278.53 23,341,363 1.07

15 アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC. 半導体・半導体製造装置 9,985 2,893.74 28,894,051 2,227.79 22,244,490 1.02

16 アメリカ 株式 ECOLAB INC. 素材 4,490 4,735.34 21,261,715 4,872.96 21,879,628 1.00

17 アメリカ 株式 LOEWS CORP 保険 5,656 4,613.00 26,091,172 3,818.62 21,598,148 0.99

18 アメリカ 株式 SNAP-ON INC. 耐久消費財・アパレル 4,048 5,199.21 21,046,418 5,321.42 21,541,134 0.99

19 アメリカ 株式 DU PONT (E. I.) DE NEMOURS CO. 素材 5,246 4,587.11 24,064,006 4,085.83 21,434,298 0.98

20 アメリカ 株式 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC 
ヘルスケア機器・ 

サービス 
4,619 4,328.19 19,991,910 4,515.65 20,857,796 0.96

21 アメリカ 株式 KIMCO REALTY CORP 不動産 5,488 3,854.87 21,155,556 3,785.48 20,774,733 0.95

22 アメリカ 株式 INTERPUBLIC GROUP COS INC. メディア 27,748 872.33 24,205,681 746.73 20,720,533 0.95

23 アメリカ 株式 BIG LOTS INC 小売 6,840 2,723.89 18,631,414 2,970.38 20,317,451 0.93

24 アメリカ 株式 NEWS CORP INC-CL A WHEN ISS メディア 16,418 1,889.15 31,016,188 1,219.01 20,013,852 0.92

25 アメリカ 株式 COMPUTER SCIENCES CORP ソフトウェア・サービス 4,846 4,669.35 22,627,672 4,097.22 19,855,172 0.91

26 アメリカ 株式 CHUBB CORP. 保険 4,050 5,525.45 22,378,110 4,867.78 19,714,549 0.90

27 アメリカ 株式 CONVERGYS CORP. ソフトウェア・サービス 13,288 1,498.65 19,914,166 1,472.76 19,570,106 0.90

28 アメリカ 株式 BOEING CO. 資本財 3,383 8,244.17 27,890,033 5,745.02 19,435,429 0.89

29 アメリカ 株式 CA INC ソフトウェア・サービス 10,234 2,366.57 24,219,523 1,896.36 19,407,416 0.89

30 アメリカ 株式 CORNING INC. 
テクノロジー・ハードウ

ェアおよび機器 
12,475 2,296.14 28,644,432 1,535.94 19,160,890 0.88
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種類別及び業種別投資比率(買建) 

種類 国内・外国 業種 投資比率（％） 

株式 外国 ヘルスケア機器・サービス 8.07 

  食品・飲料・タバコ 6.13 

  テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.10 

  ソフトウェア・サービス 5.07 

  資本財 5.01 

  素材 4.91 

  公益事業 4.68 

  エネルギー 4.46 

  各種金融 4.25 

  メディア 4.18 

  不動産 4.05 

  耐久消費財・アパレル 3.85 

  食品・生活必需品小売り 2.88 

  電気通信サービス 2.20 

  医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.17 

  小売 2.07 

  消費者サービス 1.95 

  保険 1.89 

  半導体・半導体製造装置 1.88 

  運輸 1.47 

  家庭用品・パーソナル用品 1.29 

  銀行 0.78 

  商業・専門サービス 0.59 

  自動車・自動車部品 0.47 

合計   79.40 
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株式(売建) 

順
位 

国・ 
地域 

種類 銘柄名 業種 
株数

（株）

帳簿価額
単価 

（円）

帳簿価額 
金額 
（円） 

評価額 
単価 

（円） 

評価額 
金額 
（円） 

投資
比率
（％）

1 アメリカ 株式 CLOROX CO. 家庭用品・パーソナル用品 5,667 5,681.85 32,199,045 6,313.62 35,779,325 1.64 

2 アメリカ 株式 GENERAL MILLS INC. 食品・飲料・タバコ 4,753 7,076.69 33,635,520 7,054.15 33,528,387 1.54 

3 アメリカ 株式 KIMBERLY CLARK CORP. 家庭用品・パーソナル用品 5,075 6,594.74 33,468,343 6,586.01 33,424,032 1.53 

4 アメリカ 株式 SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A メディア 8,604 4,158.33 35,778,318 3,756.48 32,320,787 1.48 

5 アメリカ 株式 
INTERNATIONAL BUSINESS 
MACHINE 

テクノロジー・ 
ハードウェアおよび機器

2,641 12,198.47 32,216,171 11,854.62 31,308,057 1.44 

6 アメリカ 株式 KELLOGG CO. 食品・飲料・タバコ 5,163 5,276.89 27,244,590 5,719.13 29,527,896 1.35 

7 アメリカ 株式 PITNEY BOWES 商業・専門サービス 8,795 3,649.80 32,100,050 3,275.91 28,811,708 1.32 

8 アメリカ 株式 HJ HEINZ CO 食品・飲料・タバコ 5,504 5,026.43 27,665,515 5,164.00 28,422,657 1.30 

9 アメリカ 株式 EMBARQ CORP 電気通信サービス 6,222 4,433.83 27,587,300 4,330.26 26,942,888 1.24 

10 アメリカ 株式 AFFILIATED COMPUTER SVCS-A ソフトウェア・サービス 5,042 5,403.63 27,245,116 5,269.64 26,569,532 1.22 

11 アメリカ 株式 PPL CORPORATION 公益事業 7,024 4,851.21 34,074,960 3,768.91 26,472,839 1.21 

12 アメリカ 株式 FISERV INC ソフトウェア・サービス 5,483 5,457.10 29,921,297 4,751.79 26,054,073 1.19 

13 アメリカ 株式 WYETH 
医薬品・バイオテクノロジ

ー・ライフサイエンス 6,830 4,486.65 30,643,835 3,789.62 25,883,147 1.19 

14 アメリカ 株式 LINEAR TECHNOLOGY 半導体・半導体製造装置 8,012 2,968.31 23,782,149 3,049.10 24,429,395 1.12 

15 アメリカ 株式 PAYCHEX INC. ソフトウェア・サービス 7,157 3,306.99 23,668,128 3,397.09 24,313,016 1.11 

16 アメリカ 株式 HCP INC 不動産 6,068 3,532.77 21,436,864 3,848.66 23,353,676 1.07 

17 アメリカ 株式 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 電気通信サービス 19,474 1,137.19 22,145,805 1,173.44 22,851,728 1.05 

18 アメリカ 株式 CBS CORP-CL B メディア 15,036 2,174.96 32,702,848 1,481.05 22,269,082 1.02 

19 アメリカ 株式 WEYERHAEUSER CO. 素材 3,659 5,952.16 21,778,982 6,022.59 22,036,676 1.01 

20 アメリカ 株式 WATERS CORP 
医薬品・バイオテクノロジ

ー・ライフサイエンス 3,721 6,435.83 23,947,759 5,880.70 21,882,101 1.00 

21 アメリカ 株式 ALLSTATE CORP. 保険 4,727 4,770.17 22,548,597 4,463.86 21,100,699 0.97 

22 アメリカ 株式 AUTOZONE INC. NEVADA 小売 1,620 12,631.39 20,462,863 12,899.64 20,897,422 0.96 

23 アメリカ 株式 EXELON CORPORATION 公益事業 3,277 7,712.75 25,274,685 6,334.34 20,757,636 0.95 

24 アメリカ 株式 CATERPILLAR INC. 資本財 3,303 6,579.72 21,732,837 6,202.80 20,487,872 0.94 

25 アメリカ 株式 MYLAN INC 
医薬品・バイオテクノロジ

ー・ライフサイエンス 17,964 1,147.55 20,614,688 1,139.26 20,465,846 0.94 

26 アメリカ 株式 LORILLARD INC 食品・飲料・タバコ 2,751 7,389.71 20,329,118 7,093.50 19,514,244 0.89 

27 アメリカ 株式 SIMON PROPERTY GROUP INC 不動産 2,081 9,238.44 19,225,201 9,368.94 19,496,768 0.89 

28 アメリカ 株式 HOME DEPOT INC. 小売 7,526 2,766.35 20,819,585 2,588.21 19,478,900 0.89 

29 アメリカ 株式 MERCK & CO. 
医薬品・バイオテクノロジ

ー・ライフサイエンス 6,116 4,448.33 27,205,995 3,142.31 19,218,391 0.88 

30 アメリカ 株式 FORTUNE BRANDS INC. 耐久消費財・アパレル 3,148 6,725.83 21,172,931 5,904.52 18,587,446 0.85 
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種類別及び業種別投資比率(売建) 

種類 国内・外国 業種 投資比率（％） 

株式 外国 食品・飲料・タバコ 7.18 

  医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 6.39 

  ソフトウェア・サービス 5.23 

  小売 5.04 

  資本財 4.76 

  メディア 4.65 

  公益事業 4.64 

  テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.47 

  エネルギー 4.02 

  各種金融 3.69 

  保険 3.67 

  素材 3.28 

  家庭用品・パーソナル用品 3.17 

  半導体・半導体製造装置 3.17 

  電気通信サービス 2.74 

  耐久消費財・アパレル 2.50 

  不動産 2.29 

  銀行 2.13 

  ヘルスケア機器・サービス 2.11 

  消費者サービス 1.82 

  商業・専門サービス 1.32 

  自動車・自動車部品 0.89 

  運輸 0.66 

合計   79.82 
 
② 投資不動産物件  

該当事項はありません。 
 

③ その他投資資産の主要なもの  
該当事項はありません。 

 
（参考情報）親投資信託受益証券のその他投資資産の主要なもの 

為替予約取引 

資産の種類 
買建・

売建 
通貨 数量 

帳簿価額 

(円) 

評価額 

（円） 

投資比率 

（％） 

為替予約取引 売建 米ドル 18,600,000.00 2,007,219,000 1,922,682,000 △88.16 
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(3） 運用実績  

① 純資産の推移  

 平成 20年９月 30日および同日前１年以内における各月末ならびに下記の計算期末純資産の推移

は次のとおりです。 

期 年月日 
純資産総額 
（円） 

（分配落） 

純資産総額 
（円） 

（分配付） 

１口当たり 
純資産額 
（円） 

（分配落） 

１口当たり 
純資産額 
（円） 

（分配付） 

第１期 (平成14年３月20日) 486,430,239 486,430,239 0.9981 0.9981

第２期 (平成14年９月20日) 388,880,369 388,880,369 1.0048 1.0048

第３期 (平成15年３月20日) 353,547,818 353,547,818 0.9513 0.9513

第４期 (平成15年９月22日) 293,380,656 293,380,656 0.9619 0.9619

第５期 (平成16年３月22日) 245,795,424 245,795,424 0.9743 0.9743

第６期 (平成16年９月21日) 230,737,450 230,737,450 0.9479 0.9479

第７期 (平成17年３月22日) 240,891,615 240,891,615 0.9690 0.9690

第８期 (平成17年９月20日) 200,718,160 200,718,160 0.9442 0.9442

第９期 (平成18年３月20日) 185,877,937 185,877,937 0.9416 0.9416

第10期 (平成18年９月20日) 152,142,596 152,142,596 0.9444 0.9444

第11期 (平成19年３月20日) 137,925,060 137,925,060 0.9463 0.9463

第12期 (平成19年９月20日) 129,714,215 129,714,215 0.9165 0.9165

第13期 (平成20年３月21日) 127,118,257 127,118,257 0.9156 0.9156

第14期 (平成20年９月22日) 130,547,232 130,547,232 0.9394 0.9394

 平成19年９月末日 129,471,122 － 0.9147 －

 平成19年10月末日 126,893,386 － 0.9157 －

 平成19年11月末日 127,558,160 － 0.9202 －

 平成19年12月末日 128,125,131 － 0.9240 －

 平成20年１月末日 128,214,012 － 0.9245 －

 平成20年２月末日 127,944,966 － 0.9223 －

 平成20年３月末日 127,776,218 － 0.9203 －

 平成20年４月末日 128,556,916 － 0.9257 －

 平成20年５月末日 130,596,223 － 0.9398 －

 平成20年６月末日 130,835,648 － 0.9428 －

 平成20年７月末日 130,360,331 － 0.9393 －

 平成20年８月末日 129,143,321 － 0.9293 －

 平成20年９月末日 129,722,786 － 0.9334 －
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② 分配の推移  

計算期間 １口当たりの分配金（円） 

第１期 0 

第２期 0 

第３期 0 

第４期 0 

第５期 0 

第６期 0 

第７期 0 

第８期 0 

第９期 0 

第10期 0 

第11期 0 

第12期 0 

第13期 0 

第14期 0 

 

③ 収益率の推移  

計算期間 収益率（％） 

第１期 △0.2 

第２期 0.7 

第３期 △5.3 

第４期 1.1 

第５期 1.3 

第６期 △2.7 

第７期 2.2 

第８期 △2.6 

第９期 △0.3 

第10期 0.3 

第11期 0.2 

第12期 △3.1 

第13期 △0.1 

第14期 2.6 
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(1) 申込（販売）方法 

販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込を行うことができます。 

① お申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後 3時（国内の金融商品取引所の半休

日にあたる日は午前 11時までとさせて頂きます。）までとし、これらの受付時間を過ぎた場合

は、翌営業日の取扱いとなります。 

ただし、ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行の休業日においては、取得の

申込を取扱いいたしません。なお、販売会社によって、受付時間等の取扱いが別に定められて

いる場合は、そちらが優先されます。 

② ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開

設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に

当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取

得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また

は記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替

機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関へ

の通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社

振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会

社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、

振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。詳しくは販売会社にお問

い合わせください。 

③ 自動けいぞく投資コースのお申込みに際しては、当ファンドに係る自動けいぞく投資契約

(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)を当該販売会社との間で結んでいた

だきます。また、販売会社によっては、当該自動けいぞく投資コースの取扱いがない場合があ

りますので、販売会社または後記「照会先」の委託会社にお問合わせください。 

④ お申込み単位は、最低単位を１口または 1 円単位として各販売会社が定める単位とします。

また、取得申込の単位は販売会社によって異なります。ただし、再投資される分配金について

は、１口単位とします。各販売会社の取扱単位は、販売会社または後記「照会先」の委託会社

にお問い合わせください。 

⑤ 取得申込金額は、お申込み受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額とします。 

⑥ 自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)に基づき、

収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の

価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とし、無手数料とします。 

⑦ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを

得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および

すでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。 

 

(2) 換金（解約）手続等 

① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を１口単位として一部解約の実行を請求

することができます。なお、解約単位は、販売会社およびお申込みコースにより異なる場合が

あります。 

② 受益者は、一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと

します。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合は、この信託契約の一部を解約し

ます。その際、受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受
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益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約

にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

③ 解約請求の受付時間は、原則として販売会社の営業日の午後 3時 (国内の金融商品取引所の

半休日にあたる日は午前 11 時までとさせて頂きます。)までとし、これらの受付時間を過ぎた

場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

ただし、ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行の休業日においては、解約申

込の受付けを取扱いいたしません。なお、販売会社によって、受付時間の取扱いが別に定めら

れている場合は、そちらが優先されます。 

④ 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、受益者の 1口当

たりのお受取り金額は、当該一部解約の価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額とな

ります。 

⑤ 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会

社において受益者にお支払いいたします。 

⑥ 信託財産の資金管理を円滑に行うために１億口または１億円以上の解約のお申込みにつき

ましては、正午（半休日の場合は午前 10 時）までにお願いいたします。 

⑦ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを

得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およ

びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。 

この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。

ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の

価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が前記③に規定する一

部解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受付け

ることが出来る日とします。）に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記④の規定

に準じた価額とします。 

⑧ 買取り（買取請求制） 

販売会社によっては、上記の解約請求による換金のほか、買取請求（販売会社が受益権を買

取る方法により換金する方法）による換金を受付けている場合があります。買取請求制による

換金をご検討される際は、あらかじめ詳しい条件等について、取扱いを行う販売会社にご確認

ください。 

 
 

＜照会先＞ 

ユナイテッド投信投資顧問株式会社 お客様デスク 

電話番号：０３－５５４２－７１５０ 

受付時間：委託会社の営業日の午前９時～午後５時まで 

（ただし、国内の金融商品取引所の半休日にあたる日は正午までとさせて頂きます。）
 



10.管理及び運営の概要 
 

 36

(1) 資産の評価と基準価額について 

① 基準価額の算出方法 

基準価額とは、ファンドの計算日の純資産総額※を、当該計算日における受益権総口数で除し

た金額をいいます。 

※ 信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除く）を法令およ

び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負

債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金そ

の他の資産）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相

場の仲値によって計算します。 

② 基準価額の算出頻度および公表 

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額は、原則として

計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は１万口単位で表示される

ものが発表されます。 

基準価額に対する照会は、販売会社または後記「照会先」の委託会社までお問い合わせ下さ

い。 

(2) 保管 

ファンドの受益権は、振替制度に移行しており、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に

記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関す

る該当事項はありません。 

 

(3) 信託期間 

ファンドの信託期間は原則として無期限です。ただし、「(5)信託契約の解約」の規定にしたが

い信託を終了することがあります。 

 

(4) 計算期間 

当ファンドの計算期間は、原則として毎年３月21日から９月20日まで、９月21日から翌年３月

20日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日（以下本項において「該当日」といいま

す。）のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始し

ます。 

 

(5) 信託契約の解約 

① 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると

認めるとき、または、やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託契約

を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解

約しようとする旨を監督官庁に届出ます。 

② 上記①の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した

書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。但し、この信託契約に係るす

べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異

議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 
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④ 受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。一定

の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信

託契約の解約をしません。 

⑤ 信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、こ

れらの事項を記載した書面を受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

⑥ 上記③から上記⑤までの規定は、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい

る場合であって、上記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが

困難な場合には適用しません。 

⑦ 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約

を解約し、信託を終了させます。 

⑧ 委託会社が監督官庁により登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または、業務を廃止

した時は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。但し、監督官庁が信託契約に

関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、後述（8）信託約款

の変更⑤に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

⑨ 受託会社が、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、またはその任務に違反して信

託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した場合に、

委託会社が新受託会社を選任できないときは委託会社は信託契約を解約します。 

 

(6) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 

委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する

事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させ

ることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

 

(7) 受託会社の辞任に伴う取扱い  

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任し

たときは、委託会社は、後述(8)信託約款の変更の規定にしたがい新受託会社を選任します。 

ただし、受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの

信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

(8) 信託約款の変更 

① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、やむを得ない事情が発生したとき、ま

たは、監督官庁の命令がある場合、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができ

るものとします。 

② 委託会社は、信託約款の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を監督官庁に届出ま

す。 

③ 委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようと

する旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知

られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書

面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

④ 上記③の公告および書面には、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して

異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 
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⑤ 委託会社は、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の

一を超えるときは、信託契約の変更をしません。委託会社は、当該信託約款の変更をしないこ

ととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面

を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したと

きは、原則として、公告を行いません。 

 

(9) 公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞朝刊に掲載します。 

 

(10) 運用報告書 

委託会社は、毎計算期末に対象期間の運用報告書を作成し、知られたる受益者に交付します。 

 

(11) 関係法人との契約 

① 受託会社との証券投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までと

します。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部変更または信託契約

の解約を行うことができます。 

② 委託会社と販売会社との間で締結される投資信託受益権の取扱いに関する契約の期間は、契

約締結日から1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前（または60日前）までに、委託会社お

よび販売会社のいずれからも何ら意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、

自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。受益権の取扱いに関する契約は当事者の

合意により変更されることがあります。 

③ 委託会社と投資顧問会社の間で締結されるマザーファンドにおける運用の再委託（運用の助

言）の契約期間は、マザーファンドの信託期間と同じです。ただし、当該契約のいずれかの当

事者も、60日前の書面の通知をもって、当該契約の解約ができます。また、当該契約は、当事

者の合意により変更されることがあります。 

④ 信託事務処理の再信託 

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、再信託受託会社と再信託契

約を締結し、これを委託しております。 

 

(12) 受益者の主な権利 

当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、

信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

① 収益分配金に対する請求権 

イ. 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有しま

す。 
ロ. 収益分配金は、委託会社が収益分配金を支払う旨を決定した計算期間終了後１ヶ月以内の委

託会社が指定する日までに、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されて

いる受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる

受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で

取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則

として取得申込者とします。）に支払いを開始します。なお、「自動けいぞく投資コース」を選
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択された場合、収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資さ

れ、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 
ハ. 収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 
ニ. 受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権

利を失います。 
② 一部解約請求権 

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社を通じて委託会社に一部解約の実行を請求

する権利を有します。 
③ 償還金に対する請求権 

イ. 受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。 
ロ. 償還金は信託終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日までに、償還日において振替機関

等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該償還日以前において一部解約が行わ

れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込

代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取

得申込者とします。）に支払いを開始します。 
ハ. 償還金の支払いは販売会社の営業所等において行うものとします。 
ニ. 受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しない

ときは、その権利を失います。 
④ 反対者の買取請求権 

信託契約の解約または重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に

対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、

信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

⑤ 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 

受益者は、委託会社に対して、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類

の閲覧または謄写を請求することができます。 

 
 

＜照会先＞ 

ユナイテッド投信投資顧問株式会社 お客様デスク 

電話番号：０３－５５４２－７１５０ 

受付時間：委託会社の営業日の午前９時～午後５時まで 

（ただし、国内の金融商品取引所の半休日にあたる日は正午までとさせて頂きます。）
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(1) 下記の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、並びに注記表は「投資信託説明書（請求目論見書） 

第４ ファンドの経理状況」「１ 財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したものであり

ます。 

 
(2) 当ファンドの財務諸表は、あらた監査法人による監査を受けており、その監査報告書は、「投資

信託説明書（請求目論見書） 第４ ファンドの経理状況」に添付されております。 
 

 

マーケット・ニュートラル 

(1) 貸借対照表 

第13期 

(平成20年３月21日現在) 

第14期 

(平成20年９月22日現在) 区分 

金額（円） 金額（円） 

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 6,327,633 3,870,207 

親投資信託受益証券 123,383,526 129,270,591 

未収利息 90 54 

流動資産合計 129,711,249 133,140,852 

資産合計 129,711,249 133,140,852 

負債の部   

流動負債   

未払解約金 927 － 

未払受託者報酬 66,909 68,930 

未払委託者報酬 936,659 964,954 

その他未払費用 1,588,497 1,559,736 

流動負債合計 2,592,992 2,593,620 

負債合計 2,592,992 2,593,620 

純資産の部   

元本等   

元本 138,836,976 138,973,518 

剰余金   

期末欠損金 11,718,719 8,426,286 

(うち分配準備積立金) (568,239) (572,593) 

剰余金合計 △11,718,719 △8,426,286 

元本等合計 127,118,257 130,547,232 

純資産合計 127,118,257 130,547,232 

負債・純資産合計 129,711,249 133,140,852 
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(2) 損益及び剰余金計算書 

第13期 

自 平成19年９月21日 

至 平成20年３月21日 

第14期 

自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 
区分 

金額（円） 金額（円） 

営業収益   

受取利息 11,451 9,467 

有価証券売買等損益 2,444,285 5,887,065 

営業収益合計 2,455,736 5,896,532 

営業費用   

受託者報酬 66,909 68,930 

委託者報酬 936,659 964,954 

その他費用 1,588,497 1,559,736 

営業費用合計 2,592,065 2,593,620 

営業利益金額 － 3,302,912 

営業損失金額 136,329 － 

経常利益金額 － 3,302,912 

経常損失金額 136,329 － 

当期純利益金額 － 3,302,912 

当期純損失金額 136,329 － 

一部解約に伴う当期純利益金額分配額 － 5,364 

一部解約に伴う当期純損失金額分配額 5,455 － 

期首欠損金 11,813,120 11,718,719 

欠損金減少額 250,916 19,868 

(当期一部解約に伴う欠損金減少額) (250,916) (19,868) 

欠損金増加額 25,641 24,983 

(当期追加信託に伴う欠損金増加額) (25,641) (24,983) 

分配金 － － 

期末欠損金 11,718,719 8,426,286 
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(3) 注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 

第13期 

自 平成19年９月21日 

至 平成20年３月21日 

第14期 

自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 

１．有価証券の評価基準および

評価方法 

親投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、時価で評価して

おります。時価評価にあたっては、親投

資信託受益証券の基準価額に基づいて

評価しております。 

親投資信託受益証券 

 同左 

２．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

計算期間末日の取扱い 
 平成20年３月20日が休日のため、当計

算期間末日を平成20年３月21日として

おります。このため、当計算期間は183

日となっております。 

計算期間末日の取扱い 
 平成20年３月20日が休日のため、前計

算期間末日を平成20年３月21日として

おり、平成20年９月20日及びその翌日が

休日のため、当計算期間末日を平成20年

９月22日としております。このため、当

計算期間は185日となっております。 
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(1) 受益権の帰属と受益証券の不発行 
① この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けており、受益権

の帰属は、振替機関の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り

消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を継承する

者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受

益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記

名式受益証券からの記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ

の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 
(2) 受益者名簿 

受益者名簿は作成しません。 
(3) 受益者等に対する特典 

該当するものはありません。 

(4) 受益権の譲渡 
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権

の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記

載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもので

ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機

関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載

または記録が行われるよう通知するものとします。 

③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ

れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場

合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、

振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

(5) 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に

対抗することができません。 

(6) 受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行

された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権

を均等に再分割できるものとします。 

(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支

払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の

規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」及び投資信託説明書（請求目論見書）に記載し

ている事項の項目は、以下のとおりです。 

 

第１ ファンドの沿革 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

２ 換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(1)資産の評価 

(2)保管 

(3)信託期間 

(4)計算期間 

(5)その他 

２ 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 

１ 財務諸表 

(1)貸借対照表 

(2)損益及び剰余金計算書 

(3)注記表 

(4)附属明細表 

２ ファンドの現況 

 純資産額計算書 

Ⅰ 資産総額 

Ⅱ 負債総額 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 

Ⅳ 発行済数量 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 

第５ 設定及び解約の実績 

 



 

  

 

 

 

追加型証券投資信託 

 

マーケット・ニュートラル 

 

約   款 
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― 運 用 の 基 本 方 針 ― 

 

 約款第 22 条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、信託財産の長期成長を目指して、積極的な運用を行います。 

２． 運用方法   

（１）投資対象 

この投資信託は、ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）

の受益証券を主要投資対象とします。なお、内外の株式および債券等に直接投資することがあります。 

（２）投資態度 

① 親投資信託の受益証券への投資を通じて、主として米国株式へ投資し、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と

安定した収益の確保を目指します。 

② 信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 

③ 市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物

取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る

オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、

通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引

（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。 

⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ

の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。 

⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。 

（３）投資制限 

① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）の実質投資割合には制限を設けません。 

② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下としま

す。 

③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 5％

以下とします。 

⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社

債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている

もの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第 1項第 7号および第 8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換

社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とし

ます。 

⑥ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

⑦ 親投資信託の受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑧ 有価証券先物取引等は、約款第 29 条の範囲で行います。 



 

⑨ スワップ取引は、約款第 30 条の範囲で行います。 

⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第 31 条の範囲で行います。 

３． 収益分配方針 

毎決算時に、原則として次の通り分配を行う方針です。 

(１) 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子･配当収入と売買益（評価益を含みます。）の全額とします。 

(２) 分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配

を行わないこともあります。 

(３) 留保益の運用について、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行います。 

 

 

 



追 加 型 証 券 投 資 信 託 

〔マーケット・ニュートラル〕 約   款 

 

【信託の種類、委託者および受託者】 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、ユナイテッド投信投資顧問株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受

託者とします。 

② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）の適用を

受けます。 

【信託事務の委託】 

第２条 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信

託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

【信託の目的および金額】 

第３条 委託者は、金1,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。 

【信託金の限度額】 

第４条 委託者は、受託者と合意の上、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。 

② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意の上、第１項の限度額を変更することができます。 

【信託期間】 

第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から第55条第１項、第56条第１項、第57条第１項および第59条第２項の規定によ

る信託終了日までとします。 

【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 

第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2条第 3項第 1号に掲げる場合に該当する勧誘のう

ち投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 8項で定める公募により行なわれます。 

【当初の受益者】 

第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、 第８条により分

割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

【受益権の分割及び再分割】 

第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については 1,000 億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、

これを追加信託のつど第 9条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

  ② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受益

者と協議のうえ、同法の定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】 

第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第 28 条に規定する借入有価

証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債

総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。な

お、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以

下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

③ 第 34 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとし



 

ます。 

【信託日時の異なる受益権の内容】 

第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

【受益権の帰属と受益証券の不発行】 

第 11 条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」

となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）

の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益

権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」と

いいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を

含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座

簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当

該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が

ある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受

益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないも

のとします。 

③ 委託者は、第 8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす

るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知が

あった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 

【受益権の設定に係る受託者の通知】 

第 12 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該

受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 

【受益権の申込単位および価額】 

第 13 条 指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および

委託者の指定する金融商品取引法第２条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第 8条の規定に

より分割される受益権を、その取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。

但し、委託者が認める場合には、１口未満の単位をもって販売することができるものとします。最低申込金額及び申込

単位は、指定販売会社において定めることができるものとします。 

② 委託者は、第１項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行の休業日

と同日の場合には、原則として受益権の取得申込みの受付けは行ないません。 

③ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得

申込に係る受益権の価額は、1口につき 1円とします。 

④ 前各項の規定にかかわらず、受益者が第52条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、

取得申込日の基準価額とします。 

⑤ 第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の

振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録

が行なわれます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて

得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうこ



 

とができます。 

⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他

やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け

付けを取り消すことができます。 

⑦ 第 4項の取得申込者は、指定販売会社と「自動けいぞく投資約款」（別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款を

含むものとします。）にしたがった契約（以下、「別に定める契約」といいます。）を締結するものとします。 

⑧ この約款において、取引所とは、金融商品取引法第２条第 17 項に規定する取引所金融商品市場および金融商品取引法

第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 

【受益権の譲渡に係る記載または記録】 

第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて

いる振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受

人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の

振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振

替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または

記録が行なわれるよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替

口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認める

ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

【受益権の譲渡の対抗要件】 

第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗する

ことができません。 

【無記名式の受益証券の再交付】 

第 16 条 ＜削除＞ 

 【記名式の受益証券の再交付】 

第 17 条 ＜削除＞ 

【受益証券を毀損した場合等の再交付】 

第 18 条 ＜削除＞ 

【受益証券の再交付の費用】 

第 19 条 ＜削除＞ 

【投資の対象とする資産の種類】 

第20条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 1項で定めるものをい

います。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第 20 項に規定するものをいい、約款第 29 条、第

30 条および第 31 条に定めるものに限ります。）  

ハ．約束手形  

ニ．金銭債権  



 

２． 次に掲げる特定資産以外の資産 

イ.為替手形 

【運用の指図範囲】 

第21条 委託者（第23条に規定する委託者から委託を受ける者を含みます。以下第22条、第24条から第32条まで、第34条およ

び第40条から第43条までについて同じ。）は、信託金を、主としてユナイテッド投信投資顧問株式会社を委託者とし、り

そな信託銀行株式会社を受託者として締結されたユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド（以

下「親投資信託」といいます。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と

みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

１． 株券または新株引受権証書 

２． 国債証券 

３． 地方債証券 

４． 特別の法律により法人の発行する債券 

５． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」

 といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６． 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい

 ます。） 

７． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものを

 いいます。） 

８． 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。） 

９． 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引

 法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10． コマーシャル･ペーパー 

11． 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権 

 証券 

12． 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前第１号から第 11 号までの証券または証書の性質を有 

 するもの 

13． 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 10 号で定めるものをいいます。) 

14.  投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11 条で定めるものを 

 いいます。） 

15． 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 18 号で定めるものをいいます。) 

16． オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第 19 号で定めるものをいい、有価証 

 券に係るものに限ります。） 

17． 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第 20 号定めるものをいいます。） 

18． 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に

 表示されるべきもの 

20． 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

 なお、第１号の証券または証書、第 12 号および第 17 号の証券または証書のうち第１号の証券または証書

の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならびに第 12 号および第 17 号の



 

証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号の

証券および第 14 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定によ

り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図ができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認

めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財

産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、

信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券以外の投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する

当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の５

を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑥ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信

託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

【運用の基本方針】 

第22条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 

【運用の権限委託】 

第23条 委託者は、第21条第１項に規定する親投資信託に係る運用の指図に関する権限を、次の者に委託します。 

アナリティック・インベスターズ・エルエルシー （Analytic Investors, LLC.） 

Los Angeles, CA, U.S.A. 

② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第 48 条に基づいて委託者が受ける報酬から、毎計算期間終了日のとき支弁す

るものとし、その報酬額は、信託財産に属する当該親投資信託の受益証券の純資産総額に対して年 10,000 分の 30 を乗

じて得た金額とします。 

③ 第１項の規定にかかわらず、第１項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託

財産に重大な損失を生ぜしめた場合等必要と認められる場合には、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止ま

たは委託の内容を変更することができます。 

【投資する株式等の範囲】 

第24条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発

行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、

株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ

りません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等にお

いて上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとし

ます。 

 



 

【同一銘柄の株式等への投資制限】 

第25条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該同一銘

柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ

ととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速や

かにこれを調整します。 

② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信

託の信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の５を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証

券の値上がり等により 100 分の５を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。 

③ 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条

第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在

し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第 1項第 7号および第 8号の

定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額と親投資信託の信託財産

に属する当該同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株

予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確

にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を

含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信

託財産の純資産総額の 100分の 10を超えることとなる投資の指図をしません｡ただし､有価証券の値上がり等により 100

分の 10 を超えることとなった場合には､速やかにこれを調整します。 

④ 前３項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信

託の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

【信用取引の指図範囲】 

第26条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をするこ

とができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることがで

きるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該売付けに係る建玉

のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の

純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額が信託財産の純資

産総額の範囲内である場合においてできるものとします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとな

った場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

【有価証券の空売りの指図および範囲】 

第27条 委託者は、信託財産において有しない有価証券または第28条の規定により借り入れた有価証券を売付けることの指図

をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこと

の指図をすることができるものとします。 

② 前項の売り付けの指図は、当該売り付けに係る有価証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該売付けに係

る有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親

投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合

計額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。 



 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えるこ

ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものと

します。 

【有価証券の借入れの指図および範囲】 

第28条 委託者は、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提

供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する当該売付けに係る有価証券

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の

信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額が信託

財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えるこ

ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をす

るものとします。 

④ 第１項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 

【先物取引等の運用指図】 

第29条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所等における有価証券先物取引（金融

商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項

第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるも

のをいいます。）ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所等における通貨に係る先物取引およ

びオプション取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をする

ことができます。 

③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所等における金利に係る先物取引およ

びオプション取引ならびに外国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をする

ことができます。 

【スワップ取引の運用指図】 

第30条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受

取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をするこ

とができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に定める信託期間を超えないものとし

ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入

れの指図を行うものとします。 

【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】 

第31条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図

をすることができます。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第５条に定める信託期間を



 

超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うも

のとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認められたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

【有価証券の貸付の指図および範囲】 

第32条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範

囲内で貸付けることの指図をすることができます。 

１． 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50％を

超えないものとします。 

２． 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金

額の合計額の 50％を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の

解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

【特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】 

第33条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約され

ることがあります。 

【外国為替予約の指図】 

第34条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができ

ます。 

② 前項の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、

信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（親投資信託の信託財産に属す

る外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託

の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みます。）の為替変動

リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を

解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 

【信託業務の委託等】 

第35条 受託者は､委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、

以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備され

ていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認す

るものとします。 

③  前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受託者および委託者が



 

適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務 

４．受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

【有価証券の保管】 

第36条 ＜削除＞ 

【混蔵寄託】 

第37条 金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第２条第９項に規定するものをいいます。本条においては、外国

の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みます。以下同じ。）から、売買代金および償還金等について

円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパ

ーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の

名義で混蔵寄託することができるものとします。 

第 38 条 （削除） 

【信託財産の登記等および記載等の留保等】 

第39条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、

受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または

登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記

録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合

は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法に

より分別して管理することがあります。 

【一部解約の請求および有価証券売却等の指図】 

第40条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証

券の売却等の指図ができます。 

【再投資の指図】 

第41条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証

券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

【資金の借入れ】 

第42条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解

約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の

支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な

お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証

券等の売却代金の受渡日、解約代金入金日もしくは償還金の入金日までの期間（ただし、当該期間は５営業日を越えな

いものとします。）とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。た

だし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととします。 



 

③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借

入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

【損益の帰属】 

第43条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

【受託者による資金の立替え】 

第44条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるとき

は、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその

他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入

れることができます。 

③ 前 2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者の協議によりそのつど別にこれを定めます。 

 【信託の計算期間】 

第45条 この信託の計算期間は、毎年３月21日から９月20日までおよび９月21日から翌年３月20日までとすることを原則とし

ます。ただし、第１期計算期間は、平成13年11月30日から平成14年３月20日までとします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下｢該当日｣といいます。）が休業日のときは、

各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計

算期間の終了日は、第５条に定める信託期間の終了日とします。 

【信託財産に関する報告】 

第46条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

【信託事務の諸費用および監査費用】 

第47条 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公

告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用等を含め、以下「諸経費」といいます。）および諸経費にかかる消費

税等ならびに受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（500,000 円（外税）／毎計算期間）は、受益者の負担とし、第 45 条に規定

する計算期間を通じて毎日、当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該消費税等相当

額とともに信託財産中から支弁します。 

【信託報酬の額および支弁の方法】 

第48条 委託者及および受託者の信託報酬の総額は、第45条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

10,000分の150の率を乗じて得た額とします。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者の間の配分

は別に定めます。 

③ 第１項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

【実績報酬の額および支弁の方法】 

第49条 委託者にかかる信託報酬について、運用の実績によって支弁される実績報酬を設けております。委託者は、第45条に

規定する計算期間を通じて毎日の基準価額が、一定の目標水準を上回った基準価額（以下「目標基準価額」といいます。）

となった場合、当該目標基準価額を超える基準価額の超過部分の30％を実績報酬として受領します。 

②前項に定める実績報酬は、第 45 条に規定する計算期間を通じて毎日、次によるものとします。 



 

１．実績報酬の計算期間は、第 45 条で規定する各計算期間を１期として取扱います。 

２．各計算期間中に発生する基準価額の騰落を計算する際に使用する基準価額（以下「基本基準価額」といいます。）

は、第 45 条に規定する各計算期間を通じて実績報酬を計上した日の基準価額のうち最も高い基準価額（収益分

配前の基準価額）とします。 

３．実績報酬を計算する際に使用する目標基準価額は、前号に規定する基本基準価額に目標リターン・レートを、

次の計算式を用いて算出した価額とします。 

目標基準価額＝（１＋日次目標リターン･レート）
経過日数

×基本基準価額 

目標リターン・レートは、６ヵ月物譲渡性預金利率（各計算期間の期初の前営業日に日本経済新聞において公表

されるものを当該計算期間に適用します。）とし、各計算期間毎に見直します。目標基準価額を計算する際に使用

する日次目標リターン・レートは次の計算式によるものとします。 

日次目標リターン・レート＝（１＋目標リターン・レート）
1/365

－１ 

③ 第 1項の実績報酬は、発生のつど信託財産の費用として計上し、当該実績報酬に係る消費税等相当額とともに、各計

算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。 

④ 前条を除き、この約款において信託報酬という場合は、実績報酬を含むものとします。 

【収益の分配方式】 

第50条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

１． 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配

当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した

後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準

備積立金として積立てることができます。 

２． 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信

託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てん

した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立

てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

【収益分配金、償還金及び一部解約金の委託者への払い込みと支払いに関する受託者の免責】 

第 51 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託期間終了時における

信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 52 条第 3 項に規定する支払開始

日の前日までに、一部解約金については第 52 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口

座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金及び一部解約金を払い込んだ後は、

受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

【収益分配金、償還金及び一部解約金の支払い】 

第 52 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等

の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が

行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得

申込者とします。）に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、第 46 条に規定する時効前の収益分配

金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払



 

います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の

指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が指定販売会社

に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行

ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録され

ます。但し、第 54 条第 3 項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるとき

は、前項の規定に準じて受益者に支払います。 

③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載

または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されてい

る受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されてい

る振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の

申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行

なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定す

る日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 

④ 一部解約金は、第 54 条第 1 項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から当該受益者

に支払います。 

⑤ 前 4 項（第 2 項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等

において行なうものとします。本条に定める受益者への支払いについては、委託者は当該指定販売会社に対する支払い

をもって免責されるものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金及び一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて

計算されるものとします。 

⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の

価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるも

のとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受

益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

【収益分配金及び償還金の時効】 

第 53 条 受益者が、収益分配金については、前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、及び、

信託終了による償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、そ

の権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

【信託契約の一部解約】 

第 54 条 受益者（指定販売会社を含みます。）は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を

請求することができます。 

② 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。 

③ 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一

部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信

託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なう

ものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 



 

⑤ 委託者は、第１項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの

銀行の休業日と同日の場合には、第１項による一部解約の実行の請求の受付は行ないません。 

⑥ 委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第１項による一

部解約の実行の請求の受付を中止することができます。 

⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約

の実行の請求を撤回できます。但し、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解

約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第４

項の規定に準じて計算された価額とします。 

【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】 

第 54 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の

実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にし

たがって取り扱われます。 

【信託契約の解約】 

第55条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむ

を得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この

場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信

託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付

したときは、原則として公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記しま

す。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第１項の信

託契約の解約をしません。 

⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの

事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 

⑥ 第３項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第３項

の一定期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

【信託契約に関する監督官庁の命令】 

第56条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を

終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 60 条の規定にしたがいます。 

 【委託者の登録取消等に伴う取扱い】 

第57条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契

約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命

じたときは、この信託は、第 60 条第４項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続し

ます。 

 



 

【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 

第58条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあ

ります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継

させることがあります。 

【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】 

第59条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要

な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した

場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第60条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

【信託約款の変更】 

第60条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、こ

の信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内

容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、

この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記しま

す。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第１項の信

託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの

事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 

【反対者の買取請求権】 

第 61 条 第 55 条に規定する信託契約の解約又は前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 55 条第３項又は前条

第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を通じて、受託者に対し、自己に帰属す

る受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

【公告】 

第62条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

【信託約款に関する疑義の取扱い】 

第63条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。 

 

附則第１条 

第 31 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）にお

ける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率

として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、そ

の取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間

で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引

いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 



 

 

附則第２条 

第 31 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引

（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約

定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為

替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ

幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた

額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅か

ら決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額

とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替

取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日

における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

 

平成 13 年 11 月 30 日 

 

 

委託者       東京都中央区新川一丁目１７番２５号 

東茅場町有楽ビル８階 

ユナイテッド投信投資顧問株式会社 

 

受託者       東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号 

りそな信託銀行株式会社 

 





マーケット・ニュートラル 

追加型証券投資信託 

投資信託説明書（請求目論見書） 

（訂正事項分） 

平成 21 年６月 19 日 

この冊子は、「マーケット・ニュートラル」の投資信託説明書（請求目論見書(2008.12)）の訂正事項を記載したものです。

投資家の皆様におかれましては、お手数ではございますが、同投資信託説明書(請求目論見書)の該当部分をこの冊子にし

たがい読み替えていただきますようお願い申し上げます。 

ユナイテッド投信投資顧問株式会社 

1. この投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書のうち、同法第

15 条第３項の規定に基づき投資家から請求があった場合に交付を行う目論見書です。ご請求を行った場合に

は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。 

2. 「マーケット・ニュートラル」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5条の規定により有価証

券届出書を平成 20 年 12 月１日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 12 月２日にその届出の効力は生

じております。また、同法第 7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 21 年６月 19 日に関東財

務局長に提出しております。 

3. 「マーケット・ニュートラル」は、主としてユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファ

ンドへの投資を通じて株式などの値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に

投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証され

ているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。信託財産

に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

 

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 

 投資信託は、元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて受益者に帰属します。 

 投資信託は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではあり

ません。 

 銀行などの登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 
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Ⅰ. 投資信託説明書（請求目論見書）の訂正理由 

「マーケット・ニュートラル」投資信託説明書（請求目論見書(2008.12)）（以下「原目論見書」とい

います。）の記載事項のうち訂正すべき事項がありますので訂正を行います。 

 

Ⅱ. 訂正の内容 

下線部   は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載されている内容は、原目論見書が更新されます。 

また＜追加＞の記載事項は原目論見書に追加されます。 

 

 

第２【手続等】 

１【申込（販売）手続等】（原目論見書１頁） 

＜更新後＞ 

(2) ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開

設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に

当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取

得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また

は記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替

機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律

（以下「社振法」といいます。）に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替

機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え

る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益

権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる

信託を設定した旨の通知を行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

 

第３【管理及び運営】 

１【資産管理等の概要】（原目論見書３～５頁） 

(2)【保管】 

＜更新後＞ 

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座

簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。し

たがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。 
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第４【ファンドの経理状況】（原目論見書７～24頁） 

＜更新後＞ 

(1）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平

成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

(2）当ファンドの計算期間は６ヵ月であるため、財務諸表は６ヵ月ごとに作成しております。 

 

(3）当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第14期計算期間（平成20年

３月22日から平成20年９月22日まで）及び第15期計算期間（平成20年９月23日から平成21年３月

23日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。 
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１【財務諸表】 

マーケット・ニュートラル 

(1)【貸借対照表】 

第14期 

(平成20年９月22日現在) 

第15期 

(平成21年３月23日現在) 区分 

金額（円） 金額（円） 

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 3,870,207 6,369,971 

親投資信託受益証券 129,270,591 123,775,924 

未収利息 54 20 

流動資産合計 133,140,852 130,145,915 

資産合計 133,140,852 130,145,915 

負債の部   

流動負債   

未払受託者報酬 68,930 67,400 

未払委託者報酬 964,954 943,596 

その他未払費用 1,559,736 1,485,755 

流動負債合計 2,593,620 2,496,751 

負債合計 2,593,620 2,496,751 

純資産の部   

元本等   

元本 138,973,518 139,071,205 

剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金（△） △8,426,286 △11,422,041 

（分配準備積立金） 572,593 572,329 

元本等合計 130,547,232 127,649,164 

純資産合計 130,547,232 127,649,164 

負債純資産合計 133,140,852 130,145,915 
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(2)【損益及び剰余金計算書】 

第14期 

自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 

第15期 

自 平成20年９月23日 

至 平成21年３月23日 
区分 

金額（円） 金額（円） 

営業収益   

受取利息 9,467 3,375 

有価証券売買等損益 5,887,065 △494,667 

営業収益合計 5,896,532 △491,292 

営業費用   

受託者報酬 68,930 67,400 

委託者報酬 964,954 943,596 

その他費用 1,559,736 1,485,755 

営業費用合計 2,593,620 2,496,751 

営業利益又は営業損失（△） 3,302,912 △2,988,043 

経常利益又は経常損失（△） 3,302,912 △2,988,043 

当期純利益又は当期純損失（△） 3,302,912 △2,988,043 

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部

解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 
5,364 △241 

期首剰余金又は期首欠損金（△） △11,718,719 △8,426,286 

剰余金増加額又は欠損金減少額 19,868 3,891 

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額 
19,868 3,891 

剰余金減少額又は欠損金増加額 24,983 11,844 

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増

加額 
24,983 11,844 

分配金 － － 

期末剰余金又は期末欠損金（△） △8,426,286 △11,422,041 

 

(3)【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 

第14期 

自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 

第15期 

自 平成20年９月23日 

至 平成21年３月23日 

１．有価証券の評価基準および

評価方法 

親投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、時価で評価して

おります。時価評価にあたっては、親投

資信託受益証券の基準価額に基づいて

評価しております。 

親投資信託受益証券 

 同左 

２．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

計算期間末日の取扱い 

 平成20年３月20日が休日のため、前計

算期間末日を平成20年３月21日として

おり、平成20年９月20日及びその翌日が

休日のため、当計算期間末日を平成20年

９月22日としております。このため、当

計算期間は185日となっております。 

計算期間末日の取扱い 

 平成20年９月20日及びその翌日が休

日のため、前計算期間末日を平成20年９

月22日としており、平成21年3月20日、

その翌日及び翌々日が休日のため、当計

算期間末日を平成21年3月23日としてお

ります。このため、当計算期間は182日

となっております。 
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（貸借対照表に関する注記） 

項目 
第14期 

(平成20年９月22日現在) 

第15期 

(平成21年３月23日現在) 

１ 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設

定元本額および期中一部解約元本額 
  

期首元本額 138,836,976円 138,973,518円 

期中追加設定元本額 371,981円 161,844円 

期中一部解約元本額 235,439円 64,157円 

２ 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元

本総額を下回っており、その差

額は8,426,286円であります。

貸借対照表上の純資産額が元

本総額を下回っており、その差

額は11,422,041円であります。

３ 計算期間末日における受益権の総数 138,973,518口 139,071,205口 

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

項目 

第14期 

自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 

第15期 

自 平成20年９月23日 

至 平成21年３月23日 

１ 投資信託財産の運用の指図に係る権

限の全部または一部を委託するために

要する費用として委託者報酬の中から

支弁している額 

193,078円 188,571円 

２ 分配金の計算過程   

費用控除後の配当等収益額 5,317円 0円 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証

券売買等損益額 
0円 0円 

収益調整金額 460,011円 460,996円 

分配準備積立金額 567,276円 572,329円 

当ファンドの分配対象収益額 1,032,604円 1,033,325円 

当ファンドの期末残存口数 138,973,518口 139,071,205口 

1万口当たり収益分配対象額 74.29円 74.29円 

1万口当たり分配金額 0円 0円 

収益分配金金額 0円 0円 

 

（有価証券関係に関する注記） 

売買目的有価証券 

第14期 

（平成20年９月22日現在） 

第15期 

（平成21年３月23日現在） 

種類 
貸借対照表計上額

（円） 

当計算期間の損益に含

まれた評価差額 

（円） 

貸借対照表計上額 

（円） 

当計算期間の損益に含

まれた評価差額 

（円） 

親投資信託受益証券 129,270,591 5,887,065 123,775,924 △470,671

合計 129,270,591 5,887,065 123,775,924 △470,671
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（デリバティブ取引等関係に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（１口当たり情報） 

項目 
第14期 

(平成20年９月22日現在) 

第15期 

(平成21年３月23日現在) 

１口当たり純資産の額 0.9394円 0.9179円 

(1万口当たり) (9,394円) (9,179円) 

 

(4)【附属明細表】 

第１ 有価証券明細表 

① 株式 

 該当事項はありません。 

 

② 株式以外の有価証券 

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

親投資信託

受益証券 
日本円 

ユナイテッド米国株式マーケット・ニュ

ートラル・マザーファンド 
102,319,521 123,775,924  

合計   102,319,521 123,775,924  

 （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 

 

第２ 信用取引契約残高明細表 

   該当事項はありません。 

 

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  

 該当事項はありません。 
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（参考） 

 当ファンドは「ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお

り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。 

 なお、同親投資信託の状況は、次の通りです。 

 

ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンドの状況 

 

 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 

(1)貸借対照表 

(平成20年９月22日現在) (平成21年３月23日現在) 
区分 

金額（円） 金額（円） 

資産の部   

流動資産   

金銭信託 817,528 － 

コール・ローン 156,634,079 6,407,100 

株式 2,036,133,206 2,179,425,356 

派生商品評価勘定 23,529,000 44,885,000 

未収入金 530,493,720 205,587,987 

未収配当金 2,321,457 4,029,602 

未収利息 1,873,808 21 

差入保証金 1,999,565,915 2,303,878,090 

流動資産合計 4,751,368,713 4,744,213,156 

資産合計 4,751,368,713 4,744,213,156 

負債の部   

流動負債   

売却借入有価証券 2,034,509,767 2,180,624,112 

未払金 515,689,038 218,682,879 

未払解約金 8,000,000 － 

未払利息 73,435 80,556 

その他未払費用 19,155 2,172 

流動負債合計 2,558,291,395 2,399,389,719 

負債合計 2,558,291,395 2,399,389,719 

純資産の部   

元本等   

元本 1,806,038,899 1,938,286,098 

剰余金   

剰余金又は欠損金（△） 387,038,419 406,537,339 

元本等合計 2,193,077,318 2,344,823,437 

純資産合計 2,193,077,318 2,344,823,437 

負債純資産合計 4,751,368,713 4,744,213,156 

 （注）「ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年３月６日

から翌年３月５日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成20年９月22日及

び平成21年３月23日現在における当該親投資信託の状況であります。 
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(2)注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 

自 平成20年９月23日 

至 平成21年３月23日 

１．有価証券の評価基準およ

び評価方法 

株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別

法に基づき、以下のとおり原則として時価で評

価しています。 

株式は移動平均法、株式以外の有価

証券は個別法に基づき、以下のとお

り原則として時価で評価していま

す。 

 ・金融商品取引所等に上場されている有価証券 ・金融商品取引所等に上場されてい

る有価証券 

  金融商品取引所等に上場されている有価

証券は、原則として金融商品取引所等におけ

る計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場

合は計算期間末日において知りうる直近の

最終相場）で評価しています。 

 計算期間末日に当該金融商品取引所等の

最終相場がない場合には、当該金融商品取引

所等における直近の日の最終相場で評価し

ていますが、直近の日の最終相場によること

が適当でないと認められた場合は、当該金融

商品取引所等における計算期間末日又は直

近の日の気配相場で評価しています。 

 同左 

 ・金融商品取引所等に上場されていない有価証

券 

・金融商品取引所等に上場されてい

ない有価証券 

  当該有価証券については、原則として、金

融商品取引業者等の提示する価額（ただし、

売気配相場は使用しない）又は価格提供会社

の提供する価額のいずれかから入手した価

額で評価しています。 

 同左 

 ・時価が入手できなかった有価証券 ・時価が入手できなかった有価証券

  適正な評価額を入手できなかった場合又

は入手した評価額が時価と認定できない事

由が認められた場合は、投資信託委託会社が

忠実義務に基づいて合理的事由をもって時

価と認めた価額もしくは受託者と協議のう

え両者が合理的事由をもって時価と認めた

価額で評価しています。 

 同左 

２．デリバティブの評価基準

および評価方法 

為替予約取引 

 個別法に基づき、原則として時価で評価して

おります。時価評価にあたっては原則として計

算期間末日の対顧客先物売買相場において為

替予約の受渡日の仲値が発表されている場合

には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていな

い場合には発表されている受渡日に最も近い

前後二つの日の仲値をもとに計算しておりま

す。 

 

為替予約取引 

 同左 

３．収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 

 原則として、株式の配当落ち日において、そ

の金額が確定している場合には当該金額を計

上し、未だ確定していない場合には入金日基準

で計上しております。 

－ 

４．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

外貨建取引等の処理基準 

 外貨建取引については、「投資信託財産の計

算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)

第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を

もって記録する方法を採用しております。但

外貨建取引等の処理基準 

 同左 
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項目 
自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 

自 平成20年９月23日 

至 平成21年３月23日 

し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお

いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の

外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の

外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の

割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為

替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対

する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦

貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨

基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする

計理処理を採用しております。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

（平成20年９月22日現在） 

１ 開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 2,175,397,203円 

同期中における追加設定元本額 0円 

同期中における一部解約元本額 369,358,304円 

同期末における元本の内訳  

ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル（非課税適格機関投資家専用） 1,267,921,979円 

ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル３（適格機関投資家向け） 141,999,039円 

マーケット・ニュートラル 106,456,882円 

ＳＫＳＣ米国株式ニュートラル・オープン（適格機関投資家向け） 289,660,999円 

計 1,806,038,899円 

２ 売却借入有価証券に係る取引を行なうために、株式2,036,133,206円を担保として差し入れております。 

３ 売却借入有価証券 

 当該有価証券売却取引は、受渡に有価証券を充当しております。なお、当該取引にかかる借入有価証券の

貸借対照表計上額は、時価評価されております。また、当該取引の売買損益は、借入有価証券の買戻し約定

日に計上されます。 

４ 平成20年９月22日における受益権の総数 1,806,038,899口 

 

（平成21年３月23日現在） 

１ 開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 1,806,038,899円 

同期中における追加設定元本額 476,561,629円 

同期中における一部解約元本額 344,314,430円 

同期末における元本の内訳  

ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル（非課税適格機関投資家専用） 1,243,097,816円 

ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル３（適格機関投資家向け） 592,868,761円 

マーケット・ニュートラル 102,319,521円 

計 1,938,286,098円 

２ 売却借入有価証券に係る取引を行なうために、株式2,179,425,356円を担保として差し入れております。 

３ 売却借入有価証券 

 当該有価証券売却取引は、受渡に有価証券を充当しております。なお、当該取引にかかる借入有価証券の

貸借対照表計上額は、時価評価されております。また、当該取引の売買損益は、借入有価証券の買戻し約定

日に計上されます。 

４ 平成21年３月23日における受益権の総数 1,938,286,098口 
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（有価証券関係に関する注記） 

売買目的有価証券 

 （平成20年９月22日現在） （平成21年３月23日現在） 

種類 貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 

 資産（円） 負債（円） 

当計算期間の損

益に含まれた評

価差額（円） 資産（円） 負債（円） 

当計算期間の損

益に含まれた評

価差額（円） 

株式 2,036,133,206 － △71,488,559 2,179,425,356 － 144,822,179

売却借入有価証券 － 2,034,509,767 35,904,800 － 2,180,624,112 △163,265,519

合計 2,036,133,206 2,034,509,767 △35,583,759 2,179,425,356 2,180,624,112 △18,443,340

 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本有価証券報告書の開示対象ファンドの

期末日までの期間に対応する金額であります。 

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記） 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 

自 平成20年９月23日 

至 平成21年３月23日 

１．取引の内容 １．取引の内容 

 当該親投資信託の利用しているデリバティブ取引

は、通貨関連では為替予約取引であります。 

 同左 

２．取引に対する取組方針 ２．取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、信託財産に属する外貨建資

産等の為替変動リスクを回避するため、及び外貨建

資産等の売買時の円換算額を確定させるため、為替

予約取引を行っております。 

 同左 

３．取引の利用目的 ３．取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産に属

する外貨建資産等の為替変動リスクを回避する為、

及び外貨建資産等の売買時の円換算額を確定する目

的で利用しております。 

 同左 

４．取引に係るリスクの内容 ４．取引に係るリスクの内容 

 デリバティブ取引に係るリスクは、為替相場の変

動によるリスクであります。 

 同左 

５．取引に係るリスクの管理体制 ５．取引に係るリスクの管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限および取引限度額等を定めた規定に従い、運用

担当部門が決済担当部署の承認を得て行っておりま

す。 

 同左 

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 ６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等

は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な

契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引の

リスクの大きさを示すものではありません。 

 同左 
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Ⅱ 取引の時価等に関する事項 

 通貨関連 

（平成20年９月22日現在） （平成21年３月23日現在） 

区分 種類 
契約額等 

(円) 

うち1 

年超

(円) 

時価 

(円) 

評価損益 

(円) 

契約額等 

(円) 

うち1 

年超

(円) 

時価 

(円) 

評価損益 

(円) 

為替予約取引    

売建    

市場
取引
以外
の取
引 米ドル 2,007,219,000 － 1,983,690,000 23,529,000 2,352,725,000 － 2,307,840,000 44,885,000

 合計 2,007,219,000 － 1,983,690,000 23,529,000 2,352,725,000 － 2,307,840,000 44,885,000

 （注）１．時価の算定方法 

(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま

す。 

① 計算期間末日において為替予約の受渡日（以下、「当該日」といいます。）の対顧客先物売買相場の仲値

が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 

② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっ

ております。 

イ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相

場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 

ロ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発

表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 

(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信

売買相場の仲値で評価しております。 

２．換算において円未満の端数は切捨てております。 

３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（１口当たり情報） 

項目 (平成20年９月22日現在) (平成21年３月23日現在) 

１口当たり純資産の額 1.2143円 1.2097円 

(1万口当たり) (12,143円) (12,097円) 
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(3)附属明細表 

第１ 有価証券明細表 

① 株式（買建） 

（注）下記の株式はすべて担保に差入れております。 

通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

米ドル BAKER-HUGHES INC. 5,234 31.03 162,411.02  

 CABOT OIL & GAS CORP 5,528 25.14 138,973.92  

 CAMERON INTERNATIONAL CORP 2,946 22.59 66,550.14  

 CHEVRON CORP 1,963 64.71 127,025.73  

 ENSCO INTERNATIONAL INC 1,765 28.12 49,631.80  

 EOG RESOURCES INC. 1,878 61.95 116,342.10  

 HALLIBURTON CO. 5,486 16.84 92,384.24  

 MARATHON OIL CORP 2,750 24.28 66,770.00  

 MURPHY OIL CORP 4,232 47.85 202,501.20  

 NATIONAL OILWELL VARCO INC 1,370 30.25 41,442.50  

 NOBLE CORP 1,253 25.18 31,550.54  

 NOBLE ENERGY INC 1,089 51.97 56,595.33  

 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 1,318 56.74 74,783.32  

 PIONEER NATURAL US 15,458 16.65 257,375.70  

 RANGE RESOURCES CORP 1,162 41.03 47,676.86  

 SCHLUMBERGER LTD. 1,334 41.52 55,387.68  

 SUNOCO INC. 5,379 26.87 144,533.73  

 TESORO PETROLEUM CORP 6,956 13.95 97,036.20  

 WILLIAMS COMPANIES 5,846 11.74 68,632.04  

 AK STEEL HOLDING CORP 3,306 6.91 22,844.46  

 DU PONT (E. I.) DE NEMOURS CO. 6,602 20.66 136,397.32  

 EASTMAN CHEMICAL CO. 7,248 24.16 175,111.68  

 ECOLAB INC. 7,333 32.32 237,002.56  

 INTERNATIONAL PAPER CO. 16,129 7.08 114,193.32  

 MEADWESTVACO CORP 14,537 11.25 163,541.25  

 MONSANTO CO 874 80.35 70,225.90  

 NEWMONT MINING 1,766 44.19 78,039.54  

 PACTIV CORPORATION 2,618 12.37 32,384.66  

 PRAXAIR INC. 572 63.22 36,161.84  

 SEALED AIR CORP. 10,423 12.91 134,560.93  

 SIGMA ALDRICH CORP. 292 35.91 10,485.72  

 TITANIUM METALS CORP 19,596 5.37 105,230.52  

 UNITED STATES STEEL CORP 1,696 19.72 33,445.12  

 CUMMINS INC 1,871 23.48 43,931.08  

 DOVER CORP. 2,932 25.00 73,300.00  

 FASTENAL CO US 1,555 29.19 45,390.45  

 FLOWSERVE CORP 1,508 55.13 83,136.04  

 FLUOR CORP (NEW) 4,035 36.55 147,479.25  

 GENERAL DYNAMICS CORP. 3,611 37.65 135,954.15  

 GRAINGER W W INC. 730 66.71 48,698.30  

 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 2,422 26.95 65,272.90  
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 JACOBS ENGINEERING GROUP INC 3,372 37.31 125,809.32  

 LOCKHEED MARTIN CORP. 2,739 67.78 185,649.42  

 MANITOWOC COMPANY INC 9,577 4.02 38,499.54  

 PACCAR INC. 266 25.24 6,713.84  

 PALL CORP. 5,476 20.02 109,629.52  

 PRECISION CASTPARTS CORP 2,369 57.42 136,027.98  

 RAYTHEON COMPANY 4,774 35.35 168,760.90  

 ROCKWELL COLLINS 2,374 31.41 74,567.34  

 TYCO INTERNATIONAL LTD. 6,424 19.46 125,011.04  

 EQUIFAX INC. 797 22.34 17,804.98  

 MONSTER WORLDWIDE INC 5,630 7.34 41,324.20  

 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 3,078 16.77 51,618.06  

 RR DONNELLEY & SONS CO 13,620 7.08 96,429.60  

 STERICLYCLE INC 1,196 47.16 56,403.36  

 WASTE MANAGEMENT INC. 4,653 25.11 116,836.83  

 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 1,518 43.82 66,518.76  

 CSX CORP 6,407 24.24 155,305.68  

 FEDEX CORP. 1,549 41.90 64,903.10  

 NORFOLK SOUTHERN 1,739 30.46 52,969.94  

 UNION PACIFIC CORP. 2,454 38.69 94,945.26  

 FORD MOTOR CO. 17,434 2.75 47,943.50  

 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. 1,112 5.84 6,494.08  

 JOHNSON CONTROLS INC. 3,966 11.25 44,617.50  

 CENTEX CORP. 5,601 7.34 41,111.34  

 EASTMAN KODAK CO. 12,694 3.76 47,729.44  

 HASBRO INC 534 23.30 12,442.20  

 JONES APPAREL GROUP INC 3,439 4.08 14,031.12  

 LEGGETT & PLATT INC 3,359 11.94 40,106.46  

 LENNAR CORP-CL A 2,565 8.11 20,802.15  

 NIKE INC. 1,995 45.02 89,814.90  

 POLO RALPH LAUREN CORP 1,442 37.80 54,507.60  

 SNAP-ON INC. 2,821 25.26 71,258.46  

 H&R BLOCK INC 7,793 19.13 149,080.09  

 MARRIOTT INTL INC. Cl.A 6,374 15.67 99,880.58  

 STARBUCKS CORP 7,916 11.16 88,342.56  

 STARWOOD HOTELS & RESORTS 9,661 11.64 112,454.04  

 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 919 4.03 3,703.57  

 YUM! BRANDS INC 2,511 26.61 66,817.71  

 COMCAST CORP-CL A 25,926 12.72 329,778.72  

 DIRECTV GROUP INC/THE 2,981 21.79 64,955.99  

 INTERPUBLIC GROUP COS INC. 15,945 3.98 63,461.10  

 MCGROW-HILL INC. 4,958 18.91 93,755.78  

 MEREDITH CORP. 3,285 15.64 51,377.40  

 NEWS CORP - CL A 2,306 6.08 14,020.48  

 THE WALT DISNEY CO. 7,310 17.45 127,559.50  

 AMAZON.COM INC 460 69.96 32,181.60  
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 BEST BUY CO. INC. 2,132 32.30 68,863.60  

 BIG LOTS INC 7,263 19.68 142,935.84  

 FAMILY DOLLAR STORES 580 30.86 17,898.80  

 GAMESTOP CORP-CL A 1,679 24.85 41,723.15  

 GAP INC. 9,035 11.98 108,239.30  

 GENUINE PARTS CO. 1,385 27.81 38,516.85  

 LIMITED INC. 2,106 8.05 16,953.30  

 MACY'S INC 7,236 8.00 57,888.00  

 OFFICE DEPOT INC. 9,261 1.38 12,780.18  

 RADIOSHACK CORP 1,634 8.34 13,627.56  

 SEARS HOLDINGS CORP 191 40.10 7,659.10  

 TIFFANY&CO 2,595 20.23 52,496.85  

 TJX COMPANIES INC 21 24.67 518.07  

 COSTCO WHOLESALE CORP. 7,414 44.83 332,369.62  

 CVS CAREMARK COR US 6,283 26.69 167,693.27  

 SAFEWAY INC. 6,496 19.55 126,996.80  

 SYSCO CORP. 11,927 22.60 269,550.20  

 WAL-MART STORES INC. 1,401 49.59 69,475.59  

 WALGREEN CO. 7,228 24.29 175,568.12  

 WHOLE FOODS MARKET INC 4,898 15.37 75,282.26  

 ALTRIA GROUP INC 8,522 16.78 142,999.16  

 ARCHER DANIELS MIDLAND CO. 3,209 27.44 88,054.96  

 BROWN FORMAN CORP. CLASS B 4,111 38.47 158,150.17  

 CONAGRA INC. 6,171 15.07 92,996.97  

 DEAN FOODS CO 9,822 19.08 187,403.76  

 HORMEL FOODS CORP 3,431 31.02 106,429.62  

 MCCORMICK&CO-NON VTG SHRS 1,382 32.48 44,887.36  

 MOLSON COORS BREWING CO -B 2,025 33.08 66,987.00  

 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,137 38.36 81,975.32  

 SARA LEE CORP. 14,385 8.03 115,511.55  

 TYSON FOODS INC-CL A 24,283 9.12 221,460.96  

 COLGATE-PALMOLIVE CO. 2,473 57.37 141,876.01  

 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 5,678 23.21 131,786.38  

 AETNA INC. 2,931 22.69 66,504.39  

 AMERISOURCEBERGEN CORP 13,069 30.58 399,650.02  

 BECTON DICKINSON & CO. 1,982 64.57 127,977.74  

 CARDINAL HEALTH INC. 10,350 31.01 320,953.50  

 COVENTRY HEALTH CARE INC 13,166 11.72 154,305.52  

 COVIDIEN LTD 1,357 32.01 43,437.57  

 DENTSPLY INTERNATIONAL INC 5,383 24.95 134,305.85  

 EXPRESS SCRIPTS INC 2,297 46.50 106,810.50  

 HUMANA INC 2,262 24.43 55,260.66  

 IMS HEALTH INC. 7,257 11.81 85,705.17  

 MCKESSON CORP 4,378 35.03 153,361.34  

 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC 4,027 38.66 155,683.82  

 PATTERSON COS INC 2,779 17.73 49,271.67  
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 STRYKER CORP 3,790 31.53 119,498.70  

 TENET HEALTH CARE 15,277 1.00 15,277.00  

 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 2,094 28.78 60,265.32  

 ZIMMER HOLDINGS INC 2,571 34.98 89,933.58  

 AMGEN INC. 199 48.62 9,675.38  

 CEPHALON INC 76 66.31 5,039.56  

 FOREST LABORATORIES INC 1,612 21.13 34,061.56  

 GENZYME CORP-GENL DIVISION 1,638 54.60 89,434.80  

 GILEAD SCIENCES INC 3,259 44.31 144,406.29  

 MILLIPORE CORP 414 55.87 23,130.18  

 PERKINELMER INC. 5,369 11.78 63,246.82  

 SCHERING-PLOUGH 1,230 23.66 29,101.80  

 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1,830 33.31 60,957.30  

 WATSON PHARMACEUTICALS 3,572 27.56 98,444.32  

 BB&T CORPORATION 8,450 17.35 146,607.50  

 FIFTH THIRD BANCORP 88 2.13 187.44  

 HUDSON CITY BANCORP INC 16,591 11.09 183,994.19  

 M & T BANK CORP 3,576 40.27 144,005.52  

 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 944 26.92 25,412.48  

 SUNTRUST BANKS 10,579 12.05 127,476.95  

 US BANCORP 5,582 13.42 74,910.44  

 AMERICAN EXPRESS CO. 5,092 12.26 62,427.92  

 BANK OF AMERICA CORP 10,335 6.19 63,973.65  

 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 6,137 23.80 146,060.60  

 CIT GROUP INC 11,495 2.45 28,162.75  

 CME GROUP INC 273 228.62 62,413.26  

 DISCOVER FINANCIAL SERVICES 7,035 5.51 38,762.85  

 FEDERATED INVESTORS INC-CL B 4,696 19.89 93,403.44  

 FRANKLIN RESOURCES INC. 1,541 47.09 72,565.69  

 INVESCO LTD 5,247 12.35 64,800.45  

 JANUS CAPITAL GROUP INC 32,512 5.46 177,515.52  

 MOODY'S CORPORATION 2,833 18.78 53,203.74  

 NASDAQ OMX GROUP/THE 36 21.10 759.60  

 NORTHERN TRUST CORP. 2,705 57.81 156,376.05  

 SCHWAB CHARLES CORP. 16,246 13.71 222,732.66  

 STATESTREET CORP. 3,106 24.69 76,687.14  

 T ROWE PRICE GROUP INC 4,137 24.88 102,928.56  

 AFLAC INC 6,478 18.38 119,065.64  

 ASSURANT INC 3,116 21.37 66,588.92  

 CHUBB CORP. 5,937 40.70 241,635.90  

 CINCINNATI FINANCIAL CORP. 5,411 20.95 113,360.45  

 MBIA INC 12,614 4.15 52,348.10  

 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5,751 7.00 40,257.00  

 PROGRESSIVE CORP 7,033 12.86 90,444.38  

 THE TRAVELERS COS INC 2,936 38.81 113,946.16  

 TORCHMARK CORP. 5,611 24.79 139,096.69  
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 UNUMPROVIDENT CORP. 4,507 11.41 51,424.87  

 AVALONBAY COMMUNITIES INC 44 44.62 1,963.28  

 BOSTON PROPERTIES INC 2,095 34.90 73,115.50  

 DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY 18,021 2.01 36,222.21  

 HOST HOTELS & RESORTS INC 14,061 3.78 53,150.58  

 KIMCO REALTY CORP 1,870 7.30 13,651.00  

 PLUM CREEK TIMBER CO 6,969 26.58 185,236.02  

 PUBLIC STORAGE 2,364 51.54 121,840.56  

 AKAMAI TECHNOLOGIES 276 18.13 5,003.88  

 CA INC 3,933 15.95 62,731.35  

 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 3,917 20.53 80,416.01  

 COMPUTER SCIENCES CORP 4,856 34.89 169,425.84  

 COMPUWARE CORPORATION 11,546 5.51 63,618.46  

 CONVERGYS CORP. 9,090 6.93 62,993.70  

 EBAY INC 5,521 12.09 66,748.89  

 ELECTRONIC ARTS INC 7,666 18.22 139,674.52  

 MICROSOFT CORP. 10,287 17.06 175,496.22  

 NOVELL INC 5,077 4.12 20,917.24  

 SALESFORCE.COM INC 2,228 34.76 77,445.28  

 TOTAL SYSTEM SER US 6,944 13.03 90,480.32  

 VERISIGN INC 640 19.78 12,659.20  

 WESTERN UNION CO 6,352 12.02 76,351.04  

 AGILENT TECHNOLOGIES INC. 5,494 14.43 79,278.42  

 AMPHENOL CORP-CL A 1,910 27.93 53,346.30  

 CISCO SYSTEMS INC. 5,926 15.91 94,282.66  

 CORNING INC. 17,762 12.43 220,781.66  

 DELL INC 5,699 9.88 56,306.12  

 EMC CORP/MASS 1,729 11.29 19,520.41  

 HEWLETT-PACKARD CO. 12,890 28.85 371,876.50  

 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 351 92.51 32,471.01  

 JABIL CIRCUIT INC 10,771 3.97 42,760.87  

 JUNIPER NETWORKS INC 2,975 15.09 44,892.75  

 LEXMARK INTL GROUP INC. 5,619 15.82 88,892.58  

 MOLEX INC 10,357 12.67 131,223.19  

 MOTOROLA INC. 31,696 3.96 125,516.16  

 QLOGIC CORP 5,827 11.22 65,378.94  

 TERADATA CORP 4,224 16.42 69,358.08  

 TYCO ELECTRONICS LTD 9,279 10.35 96,037.65  

 XEROX CORP. 2,165 4.34 9,396.10  

 QWEST COMMUNICATIONS INTL INC. 19,833 3.41 67,630.53  

 SPRINT NEXTEL CORP 26,055 3.45 89,889.75  

 VERIZON COMMUNICATIONS 4,011 29.61 118,765.71  

 AES CORP 17,104 6.42 109,807.68  

 ALLEGHENY ENERGY INC 2,711 23.61 64,006.71  

 AMERICAN ELECTRIC POWER CO. 3,929 27.57 108,322.53  

 CENTERPOINT ENERGY INC 4,758 10.47 49,816.26  
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 CMS ENERGY CORP. 11,218 11.82 132,596.76  

 CONSOLIDATED EDISON INC. 1,027 37.79 38,810.33  

 DYNEGY INC-CL A 16,997 1.74 29,574.78  

 FIRSTENERGY CORP. 1,024 39.65 40,601.60  

 NICOR INC. 354 32.84 11,625.36  

 NISOURCE INC 9,159 9.64 88,292.76  

 PEPCO HOLDINGS INC 2,141 12.07 25,841.87  

 PG&E CORPORATION 2,739 38.63 105,807.57  

 PPL CORPORATION 13,876 28.41 394,217.16  

 QUESTAR CORP 3,107 31.28 97,186.96  

 TECO ENERGY 7,870 11.00 86,570.00  

 XCEL ENERGY INC. 7,138 18.27 130,411.26  

 ADVANCED MICRO DEVICED 19,361 2.67 51,693.87  

 ALTERA CORP. 1,630 17.24 28,101.20  

 ANALOG DEVICES 11,008 19.59 215,646.72  

 BROADCOM CORP-CL A 1,049 19.40 20,350.60  

 INTEL CORP. 14,915 14.65 218,504.75  

 LSI LOGIC CORP. 19,026 3.11 59,170.86  

 MEMC ELECTRONIC MATERIALS 4,867 14.88 72,420.96  

 TEXAS INSTRUMENTS INC. 20,294 15.78 320,239.32  

小計  1,436,747  22,657,504.49  

   (2,179,425,356)  

合計  1,436,747  2,179,425,356  

   (2,179,425,356)  
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② 株式（売建） 

通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

米ドル 3M CO 5,198 45.93 238,744.14

 ABBOTT LABORATORIES 1,266 47.54 60,185.64

 ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A 3,537 22.13 78,273.81

 ADOBE SYSTEMS INC 1,095 20.46 22,403.70

 AFFILIATED COMPUTER SVCS-A 1,895 45.82 86,828.90

 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1,291 55.20 71,263.20

 ALCOA INC. 6,869 6.54 44,923.26

 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. 2,560 20.58 52,684.80

 ALLERGAN INC. 977 39.54 38,630.58

 ALLSTATE CORP. 10,621 18.59 197,444.39

 AMEREN CORP. 2,419 21.99 53,193.81

 AMERICAN TOWER CORP-CL A 1,720 30.60 52,632.00

 AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,517 18.73 215,713.41

 ANADARKO PETROLEUM CORP 873 40.69 35,522.37

 AON CORP. 2,647 39.04 103,338.88

 APACHE CORP 2,230 64.86 144,637.80

 APARTMENT INVT & MGMT 21,782 5.11 111,306.02

 APOLLO GROUP INC-CL A 2,110 72.96 153,945.60

 APPLE INC 1,724 101.59 175,141.16

 APPLIED MATERIALS 7,710 10.21 78,719.10

 AT&T INC 4,295 25.33 108,792.35

 AUTODESK INC 3,518 13.39 47,106.02

 AUTOMATIC DATA PROCESSING 4,158 36.30 150,935.40

 AUTONATION INC 3,571 12.07 43,101.97

 AUTOZONE INC. NEVADA 1,732 160.03 277,171.96

 AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,208 44.62 53,900.96

 AVERY DENNISON CORP. 129 21.15 2,728.35

 AVON PRODUCTS INC. 320 17.87 5,718.40

 BALL CORP. 1,122 41.39 46,439.58

 BARD C R INC. 170 76.26 12,964.20

 BAXTER INTERNATIONAL INC. 1,889 49.57 93,637.73

 BED BATH & BEYOND INC 2,205 23.18 51,111.90

 BEMIS CO INC. 2,150 20.09 43,193.50

 BIOGEN IDEC INC 1,044 49.97 52,168.68

 BJ SERVICES CO 6,242 10.23 63,855.66

 BLACK & DECKER CORP 3,285 25.85 84,917.25

 BMC SOFTWARE Inc. 3,062 30.78 94,248.36

 BOEING CO. 5,921 32.55 192,728.55

 BOSTON SCIENTIFIC CORP 6,880 7.56 52,012.80

 BRISTOL MYERS SQUIBB CO. 2,310 20.49 47,331.90

 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 3,462 55.06 190,617.72

 CAMPBELL SOUP CO. 3,799 26.48 100,597.52

 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. 7,043 11.34 79,867.62

 CARNIVAL CORP 1,322 21.30 28,158.60
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 CATERPILLAR INC. 3,138 27.07 84,945.66

 CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A 17,575 2.36 41,477.00

 CBS CORP-CL B 34,650 4.05 140,332.50

 CELGENE CORP 1,416 45.52 64,456.32

 CENTURYTEL INC. 1,021 26.50 27,056.50

 CHESAPEAKE ENERGY CORP 3,344 17.64 58,988.16

 CIENA CORP 10,917 6.75 73,689.75

 CIGNA CORP. 6,319 17.26 109,065.94

 CINTAS CORP 2,945 22.94 67,558.30

 CITIGROUP INC 5,453 2.62 14,286.86

 CITRIX SYSTEMS INC 4,108 22.50 92,430.00

 CLOROX CO. 5,387 49.45 266,387.15

 COACH INC 677 15.03 10,175.31

 COCA COLA ENTERPRISES INC. 1,368 11.83 16,183.44

 COCA-COLA CO. 2,010 42.64 85,706.40

 COMERICA INC. 5,227 17.86 93,354.22

 CONOCOPHILLIPS 6,145 37.81 232,342.45

 CONSOL ENERGY INC 1,964 28.75 56,465.00

 CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,152 12.69 90,758.88

 CONSTELLATION ENERGY GROUP 4,425 19.42 85,933.50

 COOPER INDUSTRIES LTD-CL A 2,560 23.72 60,723.20

 DANAHER CORP. 3,026 53.60 162,193.60

 DARDEN RESTAURANTS INC. 3,256 33.88 110,313.28

 DAVITA INC 5,377 42.34 227,662.18

 DEERE & CO. 1,763 30.72 54,159.36

 DEVON ENERGY CORPORATION 5,962 47.60 283,791.20

 DIAMOND OFFSHORE DRILLING 1,767 66.17 116,922.39

 DOMINION RESOURCES INC. 5,528 30.99 171,312.72

 DR HORTON INC 720 8.37 6,026.40

 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC 3,130 15.13 47,356.90

 DTE ENERGY CO. 1,973 27.20 53,665.60

 DUKE ENERGY CORP 4,837 14.22 68,782.14

 DUN & BRADSTREET CORP 1,926 73.77 142,081.02

 EATON CORP. 5,043 34.12 172,067.16

 EDISON INTERNATIONAL 2,130 28.53 60,768.90

 EL PASO CORPORATION 38,043 6.64 252,605.52

 EMERSON ELECTRIC CO. 2,921 26.80 78,282.80

 ENTERGY CORP. 2,183 67.05 146,370.15

 EQT CORP 45 33.32 1,499.40

 EQUITY RESIDENTIAL 6,758 16.99 114,818.42

 EXELON CORPORATION 516 43.76 22,580.16

 EXPEDIA INC 11,143 7.87 87,695.41

 EXPEDITORS INTL US 2,457 27.28 67,026.96

 EXXON MOBIL CORP. 1,069 66.09 70,650.21

 FIDELITY NATIONAL INFORMATIO 2,622 17.55 46,016.10
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 FIRST HORIZON NATIONAL CORP 9,523 9.86 93,896.78

 FISERV INC 4,344 34.10 148,130.40

 FLIR SYSTEM INC 6,917 20.61 142,559.37

 FORTUNE BRANDS INC. 3,569 22.87 81,623.03

 FPL GROUP INC. 1,923 49.35 94,900.05

 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GO 4,791 39.00 186,849.00

 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 9,028 6.61 59,675.08

 GANNETT INC. 22,851 2.14 48,901.14

 GENERAL ELECTRIC CO. 13,280 9.54 126,691.20

 GENERAL MILLS INC. 3,473 47.22 163,995.06

 GENWORTH FINANCIAL INC-CL A 18,558 1.78 33,033.24

 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,315 97.32 225,295.80

 GOODRICH B F CO. 1,324 37.34 49,438.16

 GOOGLE INC-CL A 210 330.16 69,333.60

 HARLEY DAVIDSON INC. WIS 471 12.70 5,981.70

 HARMAN INTERNATIONAL 1,569 11.41 17,902.29

 HARRIS CORP US 2,524 30.80 77,739.20

 HARTFORD FINANCIAL SVCS GROUP 11,708 7.62 89,214.96

 HCP INC 1,838 16.93 31,117.34

 HEALTH CARE REIT INC 2,409 30.22 72,799.98

 HERSHEY FOODS CORP. 2,271 34.93 79,326.03

 HESS CORP 324 61.80 20,023.20

 HJ HEINZ CO 5,707 33.08 188,787.56

 HOME DEPOT INC. 8,585 22.16 190,243.60

 HOSPIRA INC 1,371 25.10 34,412.10

 ILLINOIS TOOL WORKS 3,091 27.74 85,744.34

 INGERSOLL-RAND CO-CL A 19,870 13.91 276,391.70

 INTEGRYS ENERGY GROUP INC 5,895 26.21 154,507.95

 INTERCONTINENTALEXCHANGE INC 1,026 71.65 73,512.90

 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA 3,784 28.65 108,411.60

 INTL GAME TECHNOLOGY 5,867 9.12 53,507.04

 INTUIT INC 2,176 25.43 55,335.68

 INTUITIVE SURGICAL INC 827 93.68 77,473.36

 IRON MOUNTAIN INC 3,919 21.16 82,926.04

 ITT INDUSTRIES 2,096 37.72 79,061.12

 J.C. PENNEY CO INC(HLDG CO) 3,991 17.25 68,844.75

 JDS UNIPHASE CORP. 12,996 3.40 44,186.40

 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 4,602 36.30 167,052.60

 JOHNSON & JOHNSON 2,603 51.67 134,497.01

 JPMORGAN CHASE & CO 7,773 23.15 179,944.95

 KB HOME 4,575 11.25 51,468.75

 KELLOGG CO. 5,103 36.43 185,902.29

 KEYCORP 14,553 7.47 108,710.91

 KIMBERLY CLARK CORP. 2,319 45.98 106,627.62

 KING PHARMACEUTICALS INC 24,355 6.80 165,614.00
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 KLA TENCOR CORP 15,407 19.51 300,590.57

 KOHL'S CORP. 3,404 40.48 137,793.92

 KRAFT FOODS INC-A 2,088 22.14 46,228.32

 KROGER CO. 747 20.71 15,470.37

 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS 444 63.53 28,207.32

 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,910 56.76 165,171.60

 LEGG MASON INC 11,824 13.78 162,934.72

 LEUCADIA NATIONAL CORP 5,906 12.24 72,289.44

 LIFE TECHNOLOGIES CORP 3,778 30.35 114,662.30

 LILLY ELI & CO. 9,881 32.55 321,626.55

 LINCOLN NATIONAL CORP. 9,637 7.31 70,446.47

 LINEAR TECHNOLOGY 6,634 22.54 149,530.36

 LOEWS CORP 10,537 22.70 239,189.90

 LORILLARD INC 2,027 62.28 126,241.56

 LOWE'S COMPANIES INC. 4,555 17.03 77,571.65

 MARSH MCLENNAN CO. 917 19.75 18,110.75

 MARSHALL & ILSLEY CORP 8,826 4.98 43,953.48

 MASCO CORP. 14,056 6.60 92,769.60

 MASSEY ENERGY COMPANY 1,765 11.37 20,068.05

 MASTERCARD INC-CLASS A 188 155.53 29,239.64

 MATTEL INC. 5,046 11.01 55,556.46

 MCAFEE INC US 1,897 31.35 59,470.95

 MCDONALD'S CORP. 2,998 53.20 159,493.60

 MEDTRONIC INC. 737 27.76 20,459.12

 METLIFE INC 3,680 20.78 76,470.40

 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 7,731 20.18 156,011.58

 MICRON TECHNOLOGY INC. 9,006 3.43 30,890.58

 MORGAN STANLEY 5,032 20.24 101,847.68

 MYLAN INC 7,960 12.88 102,524.80

 NABORS INDUSTRIES INC 1,850 10.33 19,110.50

 NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP 8,858 10.51 93,097.58

 NETAPP INC US 5,808 14.84 86,190.72

 NEWELL RUBBERMAID INC. 11,212 6.58 73,774.96

 NORDSTROM INC. 4,731 14.38 68,031.78

 NORTHROP GRUMMAN CORP. 2,885 38.32 110,553.20

 NOVELLUS SYSTEMS INC. 9,786 14.32 140,135.52

 NUCOR CORP 883 37.47 33,086.01

 NVIDIA CORP 6,448 9.53 61,449.44

 NYSE EURONEXT 2,496 18.07 45,102.72

 OMNICOM GROUP INC. 5,119 23.79 121,781.01

 ORACLE CORP 10,018 17.10 171,307.80

 OWENS-ILLINOIS INC. 2,794 12.20 34,086.80

 PARKER HANNIFIN CORP. 2,046 31.41 64,264.86

 PAYCHEX INC. 4,579 23.03 105,454.37

 PEABODY ENERGY CORP 18 26.81 482.58
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 5,849 16.64 97,327.36

 PEPSI BOTTLING GROUP INC 742 19.59 14,535.78

 PEPSICO INC. 2,015 50.02 100,790.30

 PFIZER INC. 5,692 13.63 77,581.96

 PINNACLE WEST CAPITAL 1,360 26.14 35,550.40

 PITNEY BOWES 14,762 21.84 322,402.08

 PPG INDUSTRIES INC. 5,399 34.71 187,399.29

 PROCTER & GAMBLE CO. 1,884 45.59 85,891.56

 PROGRESS ENERGY INC 2,611 35.32 92,220.52

 PROLOGIS 136 5.39 733.04

 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6,155 16.69 102,726.95

 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 2,781 27.62 76,811.22

 PULTE HOMES INC 1,767 9.80 17,316.60

 QUALCOMM INC. 3,113 37.06 115,367.78

 QUEST DIAGNOSTICS INC 5,532 45.02 249,050.64

 REGIONS FINANCIAL CORP. 15,229 4.02 61,220.58

 REPUBLIC SERVICES INC 1,628 16.97 27,627.16

 REYNOLDS AMERICAN INC 4,503 36.66 165,079.98

 ROCKWELL AUTOMATION INC 3,164 22.42 70,936.88

 ROWAN COMPANIES 3,358 13.47 45,232.26

 RYDER SYSTEM INC. 953 25.20 24,015.60

 SANDISK CORP 3,290 10.15 33,393.50

 SCANA CORP 4,687 30.09 141,031.83

 SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A 4,218 20.99 88,535.82

 SEMPRA ENERGY 3,412 42.81 146,067.72

 SHERWIN WILLIAMS CO. 1,908 45.02 85,898.16

 SIMON PROPERTY GROUP INC 3,647 32.80 119,621.60

 SLM CORP 24,235 4.22 102,271.70

 SMITH INTERNATIONAL INC 2,312 23.09 53,384.08

 SOUTHERN CO. 3,413 30.58 104,369.54

 SOUTHWEST AIRLINES CO. 12,392 5.60 69,395.20

 SOUTHWESTERN ENE US 2,246 30.85 69,289.10

 SPECTRA ENERGY CORP 5,278 14.03 74,050.34

 ST JUDE MEDICAL INC 3,017 36.21 109,245.57

 STANLEY WORKS 5,339 27.35 146,021.65

 STAPLES INC. 5,000 17.01 85,050.00

 SUN MICROSYSTEMS INC. 7,446 8.10 60,312.60

 SUPERVALU INC 5,387 14.55 78,380.85

 SYMANTEC CORP 15,936 14.01 223,263.36

 TARGET CORP. 2,801 30.35 85,010.35

 TELLABS INC. 2,098 4.10 8,601.80

 TERADYNE INC 4,293 4.10 17,601.30

 TEXTRON INC. 3,193 5.94 18,966.42

 TIME WARNER INC 7,320 7.86 57,535.20

 UNITED PARCEL SERVICE-CL B 3,664 44.71 163,817.44
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 UNITED TECHNOLOGIES CORP. 2,348 40.53 95,164.44

 UNITEDHEALTH GROUP INC 352 20.63 7,261.76

 V.F. CORP. 1,091 55.52 60,572.32

 VALERO ENERGY CORP 1,972 18.03 35,555.16

 VIACOM INC-CLASS B 5,550 16.47 91,408.50

 VORNADO REALTY TRUST 4,343 32.23 139,974.89

 WASHINGTON POST -CL B 284 339.25 96,347.00

 WATERS CORP 3,201 31.99 102,399.99

 WELLPOINT INC 179 35.37 6,331.23

 WELLS FARGO & CO. 6,792 13.99 95,020.08

 WEYERHAEUSER CO. 6,074 26.52 161,082.48

 WHIRLPOOL CORP. 1,994 25.72 51,285.68

 WINDSTREAM CORP 5,873 8.00 46,984.00

 WISCONSIN ENERGY CORP 1,574 39.94 62,865.56

 XILINX INC 7,193 19.30 138,824.90

 XL CAPITAL LTD -CLASS A 13,954 4.24 59,164.96

 XTO ENERGY INC 3,274 32.83 107,485.42

 YAHOO! INC 1,538 13.60 20,916.80

 ZIONS BANCORPORATION 9,099 9.92 90,262.08

小計  1,216,177  22,669,966.86  

    (2,180,624,112)  

合計  1,216,177  2,180,624,112  

    (2,180,624,112)  

 

有価証券明細表注記 

 （注１）通貨の表示については、その通貨の表記単位で表示しています。 

 （注２）通貨種類毎の小計欄の（ ）内は邦貨換算額であります。 

 （注３）合計欄は邦貨額で表示しており、（ ）内は外貨建有価証券の邦貨換算額を内書しています。 

 （注４）外貨建有価証券の内訳 

通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率 

米ドル 
株式（買建）245銘柄 

株式（売建）243銘柄 
100.0％ 100.0％ 

 

③ 株式以外の有価証券 

 該当事項はありません。 

 

第２ 信用取引契約残高明細表 

   該当事項はありません。 

 

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  

 「(2)注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。 
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２【ファンドの現況】（原目論見書25頁） 

＜更新後＞ 

 以下は、平成21年４月30日現在のファンドの純資産計算書です。 

  【純資産額計算書】 

 Ⅰ 資産総額 128,762,879 円 

 Ⅱ 負債総額 497,658 円 

 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 128,265,221 円 

 Ⅳ 発行済数量 139,024,612 口 

 Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9226 円 

 

（参考情報）親投資信託受益証券の現況 

 ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンドの純資産額計算書 

 Ⅰ 資産総額 4,638,369,349 円 

 Ⅱ 負債総額 2,271,701,798 円 

 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,366,667,551 円 

 Ⅳ 発行済数量 1,938,286,098 口 

 Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2210 円 

 

 

第５【設定及び解約の実績】（原目論見書25頁） 

＜更新後＞ 

計算期間 設定数量（口） 解約数量（口） 

第１期 526,371,645 39,013,788 

第２期 11,287,989 111,623,286 

第３期 18,485,400 33,859,956 

第４期 7,536,513 74,192,446 

第５期 17,142,241 69,866,636 

第６期 164,564,624 173,410,398 

第７期 26,074,676 20,897,590 

第８期 456,395 36,484,931 

第９期 381,270 15,537,017 

第 10 期 359,188 36,666,052 

第 11 期 278,554 15,637,312 

第 12 期 273,085 4,494,833 

第 13 期 315,641 3,006,000 

第 14 期 371,981 235,439 

第 15 期 161,844 64,157 

  （注１）第１期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定数量を含みます。 

  （注２）本邦外における設定、解約の実績はありません。 

 

 

 



設定・運用は 

投資信託説明書 
（請求目論見書） 
2 0 0 8 . 1 2

追加型証券投資信託／国際株式型（北米型） 

マーケット・ニュートラル 

Market Neutral



1. この投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書のうち、同法第

15 条第３項の規定に基づき投資家から請求があった場合に交付を行う目論見書です。ご請求を行った場合に

は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。 

2. 「マーケット･ニュートラル」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5条の規定により有価証

券届出書を平成 20 年 12 月 1 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 12 月 2 日にその届出の効力は生

じております。 

3. 「マーケット･ニュートラル」は、主としてユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファ

ンドへの投資を通じて株式などの値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に

投資します。よって、当ファンドの基準価額は、株式等の有価証券市場の相場変動、先物取引市場の相場変

動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、金利変動、為替相場の変動等の影響により変動し、下落する

ことがあります。 

したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被

り、投資元本を割り込むことがあります。 

 

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 

 投資信託は、元本が保証されているものではありません。運用による損益はすべて受益者に帰属します。 

 投資信託は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではあり

ません。 

 銀行などの登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。 
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第１【ファンドの沿革】 

平成 13 年 11 月 30 日 信託約款締結、ファンド設定、運用開始 

 

第２【手続等】 

１【申込（販売）手続等】 

販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込みを行うことができます。 

(1) 申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後 3時（国内の金融商品取引所の半休日にあた

る日は午前 11時までとさせて頂きます。）までとし、これらの受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の

取扱いとなります。ただし、ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行の休業日において

は、取得の申込を取扱いいたしません。なお、販売会社によって、受付時間等の取扱いが別に定めら

れている場合は、そちらが優先されます。 

(2) ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設され

たファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込

者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払

いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま

す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記

載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、

委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への

新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託の

つど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行い

ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

※ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関

する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社

振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受ており、受益権の帰属は、振替機関及び当該振

替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、

以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。

したがって、保護預りの形態はありません。 

(3) 自動けいぞく投資コースのお申込みに際しては、当ファンドに係る自動けいぞく投資契約(別の名

称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。ま

た、販売会社によっては、当該自動けいぞく投資コースの取扱いがない場合がありますので、販売会

社または後記「照会先」の委託会社にお問合わせください。 

(4) お申込み単位は、最低単位を１口または 1 円単位として各販売会社が定める単位とします。また、

取得申込の単位は販売会社によって異なります。各販売会社の取扱単位は販売会社または後記「照会

先」の委託会社にお問い合わせください。 

(5) 取得申込金額は、お申込み受付日の翌営業日の基準価額※に申込口数を乗じて得た額とします。 

(6) 自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みます。)に基づき、収益分

配金を再投資する際は、１口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則

として各計算期間終了日の基準価額とし、無手数料とします。 

(7) 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない

事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付け

た取得申込みの受付けを取消すことができます。 
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２【換金（解約）手続等】 

(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を１口として一部解約の実行を請求することが

できます。なお、解約単位は、販売会社およびお申込みコースにより異なる場合があります。 

(2) 受益者は、一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合は、この信託契約の一部を解約します。その際、

受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこ

の信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口

数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の

減少の記載または記録が行われます。 

(3) 解約請求の受付時間は、原則として販売会社の営業日の午後 3 時(国内の金融商品取引所の半休日

にあたる日は午前 11 時までとさせて頂きます。)までとし、これらの受付時間を過ぎた場合は、翌営

業日の取扱いとなります。ただし、ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨークの銀行の休業日に

おいては、解約申込の受付けを取扱いいたしません。なお、販売会社によって、受付時間等の取扱い

が別に定められている場合は、そちらが優先されます。 

(4) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額※とします。なお、受益者の 1口当たり

のお受取り金額は、当該一部解約の価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。 

(5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社にお

いて受益者にお支払いいたします。 

(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために１億口または１億円以上の解約につきましては、正午（半

休日の場合は午前 10 時）までにお願いいたします。 

(7) 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない

事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付

けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。 

この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただ

し、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当

該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が前記(3)に規定する一部解約の請求を

受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることが出来る日とし

ます。）に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。 

(8) 買取り（買取請求制） 

販売会社によっては、上記の解約請求による換金のほか、買取請求（販売会社が受益権を買取る方

法により換金する方法）による換金を受付けている場合があります。買取請求制による換金をご検討

される際は、あらかじめ詳しい条件等について、取扱いを行う販売会社にご確認ください。 

 

※ 基準価額の照会方法については、「第３ 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 (1)資産の評価 

②基準価額の算出頻度および公表」をご参照ください。 

 
 

＜照会先＞ 

ユナイテッド投信投資顧問株式会社 お客様デスク 

電話番号：０３－５５４２－７１５０ 

受付時間：委託会社の営業日の午前９時～午後５時まで 

（ただし、国内の金融商品取引所の半休日にあたる日は正午までとさせて頂きます。）
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第３【管理及び運営】 

１【資産管理等の概要】 

(1)【資産の評価】 

① 基準価額の算出方法 

基準価額とは、ファンドの純資産総額※を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい

ます。 

※信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除く）を法令および社

団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を

控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産）

の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって

計算します。 

 

② 基準価額の算出頻度および公表 

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額は、原則として計

算日翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は１万口単位で表示されるもの

が発表されます。 

基準価額に対する照会は、販売会社または後記「照会先」の委託会社に問合わせ下さい。 

 
(2)【保管】 

ファンドの受益権は、振替制度に移行しており、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は

ありません。 

 

(3)【信託期間】 

当ファンドの信託期間は原則として無期限です。ただし、「(5)その他①信託契約の解約」の規定にし

たがい信託を終了することがあります。 

 

(4)【計算期間】 

当ファンドの計算期間は、原則として毎年３月 21日から９月 20日まで、９月 21日から翌年３月 20

日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日（以下本項において「該当日」といいます。）の

とき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。 

 

(5)【その他】 

① 信託契約の解約 

(A)委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認

めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託契約を解

約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約し

ようとする旨を監督官庁に届出ます。 

(B)上記(A)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した

書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る

すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

(C)上記(B)の公告および書面には、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異

議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

(D)受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。一定の

期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託
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契約の解約をしません。 

(E)信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これ

らの事項を記載した書面を受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益

者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

(F)上記(C)から上記(E)までの規定は、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい

る場合であって、上記(C)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと

が困難な場合には適用しません。 

(G)委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を

解約し、信託を終了させます。 

(H)委託会社が監督官庁により登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または、業務を廃止し

た時は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。但し、監督官庁が信託契約に関

する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、後述④信託約款の変

更(E)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

(I)受託会社が、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、またはその任務に違反して信託

財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した場合に、委

託会社が新受託会社を選任できないときは委託会社は信託契約を解約します。  
② 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 

委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する

事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させ

ることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 

③ 受託会社の辞任に伴う取扱い 

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任し

たときは、委託会社は、後述④信託約款の変更の規定にしたがい新受託会社を選任します。 

ただし、受託会社が辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの

信託契約を解約し、信託を終了させます。 

④ 信託約款の変更 

(A)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、やむを得ない事情が発生したとき、または、

監督官庁の命令に基づき、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし

ます。 

(B)委託会社は、信託約款の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を監督官庁に届出ます。 

(C)委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする

旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られた

る受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付

したときは、原則として、公告を行いません。 

(D)上記(C)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議

を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

(E)委託会社は、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を

超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととし

たときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られ

たる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として、公告を行いません。 
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⑤ 公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞朝刊に掲載します。 

⑥ 運用報告書 

委託会社は、毎計算期末に対象期間の運用報告書を作成し、知られたる受益者に交付します。 

⑦ 関係法人との契約 

(A)受託会社との証券投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとしま

す。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部変更または信託契約の解約

を行うことができます。 

(B)委託会社と販売会社との間で締結される投資信託受益権の取扱いに関する契約の期間は、契約締

結日から 1 年間とします。但し、期間満了の 3ヶ月前（または 60 日前）までに、委託会社およ

び販売会社のいずれからも何ら意思表示のないときは、自動的に 1年間更新されるものとし、自

動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。受益権の取扱いに関する契約は当事者の合意

により変更されることがあります。 

(C)委託会社と投資顧問会社の間で締結されるマザーファンドにおける運用の再委託（運用の助言）

の契約期間は、マザーファンドの信託期間と同じです。ただし、当該契約のいずれかの当事者も、

60 日前の書面の通知をもって、当該契約の解約ができます。また、当該契約は、当事者の合意

により変更されることがあります。 

⑧ 信託事務処理の再信託 

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、再信託受託会社と再信託契

約を締結し、これを委託しております。 

 
 

＜照会先＞ 

ユナイテッド投信投資顧問株式会社 お客様デスク 

電話番号：０３－５５４２－７１５０ 

受付時間：委託会社の営業日の午前９時～午後５時まで 

（ただし、国内の金融商品取引所の半休日にあたる日は正午までとさせて頂きます。）
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２【受益者の権利等】 

当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、

信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

 

(1) 収益分配金に対する請求権 

① 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。 
② 収益分配金は、委託会社が収益分配金を支払う旨を決定した計算期間終了後１ヶ月以内の委託会

社が指定する日までに、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益

者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き

ます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払

前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と

します。）に支払いを開始します。なお、「自動けいぞく投資コース」を選択された場合、収益分配

金は、原則として、税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資され、再投資により増加した受

益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 
③ 収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 
④ 受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を

失います。 
 

(2) 一部解約請求権 

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社を通じて委託会社に一部解約の実行を請求

する権利を有します。 
 

(3) 償還金に対する請求権 

① 受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。 
② 償還金は信託終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日までに、償還日において振替機関等の

振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該償還日以前において一部解約が行われた受益

権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の

ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま

す。）に支払いを開始します。 
③ 償還金の支払いは販売会社の営業所等において行うものとします。 
④ 受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないとき

は、その権利を失います。 
 

(4) 反対者の買取請求権 

信託契約の解約または重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対

して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託

財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

 

(5) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 

受益者は、委託会社に対して、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の

閲覧または謄写を請求することができます。 
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第４【ファンドの経理状況】 
 

(1）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、第13期計算期間（平成19年９月21日から平成20年３月21

日まで）については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に

基づいて作成しており、第14期計算期間（平成20年３月22日から平成20年９月22日まで）については、

改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しており

ます。 

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

(2）当ファンドの計算期間は６ヵ月であるため、財務諸表は６ヵ月ごとに作成しております。 

 

(3）当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第13期計算期間（平成19年９月21

日から平成20年３月21日まで）及び第14期計算期間（平成20年３月22日から平成20年９月22日まで）の

財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。 
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１【財務諸表】 

マーケット・ニュートラル 

(1)【貸借対照表】 

第13期 

(平成20年３月21日現在) 

第14期 

(平成20年９月22日現在) 区分 
注記

番号
金額（円） 金額（円） 

資産の部    

流動資産    

コール・ローン  6,327,633 3,870,207 

親投資信託受益証券  123,383,526 129,270,591 

未収利息  90 54 

流動資産合計  129,711,249 133,140,852 

資産合計  129,711,249 133,140,852 

負債の部    

流動負債    

未払解約金  927 － 

未払受託者報酬  66,909 68,930 

未払委託者報酬  936,659 964,954 

その他未払費用  1,588,497 1,559,736 

流動負債合計  2,592,992 2,593,620 

負債合計  2,592,992 2,593,620 

純資産の部    

元本等    

元本 ※１ 138,836,976 138,973,518 

剰余金    

期末欠損金 ※２ 11,718,719 8,426,286 

(うち分配準備積立金)  (568,239) (572,593) 

剰余金合計  △11,718,719 △8,426,286 

元本等合計  127,118,257 130,547,232 

純資産合計  127,118,257 130,547,232 

負債・純資産合計  129,711,249 133,140,852 
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(2)【損益及び剰余金計算書】 

第13期 

自 平成19年９月21日 

至 平成20年３月21日 

第14期 

自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 
区分 

注記

番号

金額（円） 金額（円） 

営業収益    

受取利息  11,451 9,467 

有価証券売買等損益  2,444,285 5,887,065 

営業収益合計  2,455,736 5,896,532 

営業費用    

受託者報酬  66,909 68,930 

委託者報酬 ※１ 936,659 964,954 

その他費用  1,588,497 1,559,736 

営業費用合計  2,592,065 2,593,620 

営業利益金額  － 3,302,912 

営業損失金額  136,329 － 

経常利益金額  － 3,302,912 

経常損失金額  136,329 － 

当期純利益金額  － 3,302,912 

当期純損失金額  136,329 － 

一部解約に伴う当期純利益金額分配額  － 5,364 

一部解約に伴う当期純損失金額分配額  5,455 － 

期首欠損金  11,813,120 11,718,719 

欠損金減少額  250,916 19,868 

(当期一部解約に伴う欠損金減少額)  (250,916) (19,868) 

欠損金増加額  25,641 24,983 

(当期追加信託に伴う欠損金増加額)  (25,641) (24,983) 

分配金 ※２ － － 

期末欠損金  11,718,719 8,426,286 
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(3)【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 

第13期 

自 平成19年９月21日 

至 平成20年３月21日 

第14期 

自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 

１．有価証券の評価基準および

評価方法 

親投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、時価で評価して

おります。時価評価にあたっては、親投

資信託受益証券の基準価額に基づいて

評価しております。 

親投資信託受益証券 

 同左 

２．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

計算期間末日の取扱い 
 平成20年３月20日が休日のため、当計

算期間末日を平成20年３月21日として

おります。このため、当計算期間は183

日となっております。 

計算期間末日の取扱い 
 平成20年３月20日が休日のため、前計

算期間末日を平成20年３月21日として

おり、平成20年９月20日及びその翌日が

休日のため、当計算期間末日を平成20年

９月22日としております。このため、当

計算期間は185日となっております。 
 

（貸借対照表に関する注記） 

項目 
第13期 

(平成20年３月21日現在) 

第14期 

(平成20年９月22日現在) 

※１ 投資信託財産に係る期首元本額、期中追加

設定元本額および期中一部解約元本額 
  

期首元本額 141,527,335円 138,836,976円 

期中追加設定元本額 315,641円 371,981円 

期中一部解約元本額 3,006,000円 235,439円 

※２ 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元

本総額を下回っており、その差

額は11,718,719円であります。

貸借対照表上の純資産額が元

本総額を下回っており、その差

額は8,426,286円であります。

 ３ 計算期間末日における受益権の総数 138,836,976口 138,973,518口 

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

項目 

第13期 

自 平成19年９月21日 

至 平成20年３月21日 

第14期 

自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 

※１ 投資信託財産の運用の指図に係る

権限の全部または一部を委託するた

めに要する費用として委託者報酬の

中から支弁している額 

184,125円 193,078円 

※２ 分配金の計算過程   

費用控除後の配当等収益額 0円 5,317円 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証

券売買等損益額 
0円 0円 

収益調整金額 458,039円 460,011円 

分配準備積立金額 568,239円 567,276円 

当ファンドの分配対象収益額 1,026,278円 1,032,604円 

当ファンドの期末残存口数 138,836,976口 138,973,518口 

1万口当たり収益分配対象額 73.91円 74.29円 

1万口当たり分配金額 0円 0円 

収益分配金金額 0円 0円 
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（有価証券関係に関する注記） 

売買目的有価証券 

第13期 

（平成20年３月21日現在） 

第14期 

（平成20年９月22日現在） 

種類 
貸借対照表計上額 

（円） 

当計算期間の損益に含

まれた評価差額 

（円） 

貸借対照表計上額

（円） 

当計算期間の損益に含

まれた評価差額 

（円） 

親投資信託受益証券 123,383,526 2,427,216 129,270,591 5,887,065

合計 123,383,526 2,427,216 129,270,591 5,887,065

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（１口当たり情報） 

項目 
第13期 

(平成20年３月21日現在) 

第14期 

(平成20年９月22日現在) 

１口当たり純資産の額 0.9156円 0.9394円 

(1万口当たり) (9,156円) (9,394円) 

 

 

(4)【附属明細表】 

第１ 有価証券明細表 

① 株式 

 該当事項はありません。 

 

② 株式以外の有価証券 

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

親投資信託

受益証券 
日本円 

ユナイテッド米国株式マーケット・ニュ

ートラル・マザーファンド 
106,456,882 129,270,591  

合計   106,456,882 129,270,591  

 （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 

 

第２ 信用取引契約残高明細表 

   該当事項はありません。 

 
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  

 該当事項はありません。 
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（参考） 
 当ファンドは「ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸

借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。 
 なお、同親投資信託の状況は、次の通りです。 

 

ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンドの状況 

 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 
(1)貸借対照表 

(平成20年３月21日現在) (平成20年９月22日現在) 
区分 

注記

番号 金額（円） 金額（円） 

資産の部    

流動資産    

金銭信託  788,743 817,528 

コール・ローン  136,268,070 156,634,079 

株式 ※２ 2,425,643,007 2,036,133,206 

派生商品評価勘定  73,255,000 23,529,000 

未収入金  321,545,107 530,493,720 

未収配当金  1,725,909 2,321,457 

未収利息  3,269,045 1,873,808 

差入保証金  2,322,148,107 1,999,565,915 

流動資産合計  5,284,642,988 4,751,368,713 

資産合計  5,284,642,988 4,751,368,713 

負債の部    

流動負債    

売却借入有価証券 ※３ 2,463,065,224 2,034,509,767 

未払金  300,207,116 515,689,038 

未払解約金  － 8,000,000 

未払利息  － 73,435 

その他未払費用  2,865 19,155 

流動負債合計  2,763,275,205 2,558,291,395 

負債合計  2,763,275,205 2,558,291,395 

純資産の部    

元本等    

元本 ※１ 2,175,397,203 1,806,038,899 

剰余金    

剰余金  345,970,580 387,038,419 

剰余金合計  345,970,580 387,038,419 

元本等合計  2,521,367,783 2,193,077,318 

純資産合計  2,521,367,783 2,193,077,318 

負債・純資産合計  5,284,642,988 4,751,368,713 

 （注）「ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年３月６日から翌

年３月５日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成 20 年３月 21 日及び平成 20 年９月

22 日現在における当該親投資信託の状況であります。 
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(2)注記表 
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
自 平成 19 年９月 21 日 
至 平成 20 年３月 21 日 

自 平成 20 年３月 22 日 
至 平成 20 年９月 22 日 

１．有価証券の評価基準お
よび評価方法 

株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別
法に基づき、以下のとおり原則として時価で評
価しています。 

株式は移動平均法、株式以外の有価証
券は個別法に基づき、以下のとおり原
則として時価で評価しています。 

 ・金融商品取引所等に上場されている有価証券 ・金融商品取引所等に上場されている
有価証券 

  金融商品取引所等に上場されている有価証
券は、原則として金融商品取引所等における計
算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計
算期間末日において知りうる直近の最終相場）
で評価しています。 
 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最
終相場がない場合には、当該金融商品取引所等
における直近の日の最終相場で評価していま
すが、直近の日の最終相場によることが適当で
ないと認められた場合は、当該金融商品取引所
等における計算期間末日又は直近の日の気配
相場で評価しています。 

 同左 

 ・金融商品取引所等に上場されていない有価証
券 

・金融商品取引所等に上場されていな
い有価証券 

  当該有価証券については、原則として、日本
証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、
金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（た
だし、売気配相場は使用しない）又は価格提供
会社の提供する価額のいずれかから入手した
価額で評価しています。 

 当該有価証券については、原則とし
て、金融商品取引業者等の提示する価
額（ただし、売気配相場は使用しない）
又は価格提供会社の提供する価額のい
ずれかから入手した価額で評価してい
ます。 

 ・時価が入手できなかった有価証券 ・時価が入手できなかった有価証券 
  適正な評価額を入手できなかった場合又は

入手した評価額が時価と認定できない事由が
認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的事由をもって時価と認め
た価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合
理的事由をもって時価と認めた価額で評価し
ています。 

 同左 

２．デリバティブの評価基
準および評価方法 

為替予約取引 
 個別法に基づき、原則として時価で評価して
おります。時価評価にあたっては原則として計
算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合
には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていな
い場合には発表されている受渡日に最も近い
前後二つの日の仲値をもとに計算しておりま
す。 

為替予約取引 
 同左 

３．収益及び費用の計上基
準 

受取配当金の計上基準 
 原則として、株式の配当落ち日において、そ
の金額が確定している場合には当該金額を計
上し、未だ確定していない場合には入金日基準
で計上しております。 

受取配当金の計上基準 
 同左 

４．その他財務諸表作成の
ための基本となる重要な
事項 

外貨建取引等の処理基準 
 外貨建取引については、「投資信託財産の計
算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133
号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第 61 条に基づき、外国通貨の売却時
において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産
等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前
日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通
貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外
国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定
に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当
の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した
外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益と
する計理処理を採用しております。 

外貨建取引等の処理基準 
 同左 
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（貸借対照表に関する注記） 

（平成20年３月21日現在） 

※１ 開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 2,371,167,908円 

同期中における追加設定元本額 2,631,810円 

同期中における一部解約元本額 198,402,515円 

同期末における元本の内訳  

ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル（非課税適格機関投資家専用） 1,276,456,587円 

ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル３（適格機関投資家向け） 375,916,004円 

マーケット・ニュートラル 106,456,882円 

ＳＫＳＣ米国株式ニュートラル・オープン（適格機関投資家向け） 416,567,730円 

計 2,175,397,203円 

※２ 売却借入有価証券に係る取引を行なうために、株式2,425,643,007円を担保として差し入れております。

※３ 売却借入有価証券 

 当該有価証券売却取引は、受渡に有価証券を充当しております。なお、当該取引にかかる借入有価証券

の貸借対照表計上額は、時価評価されております。また、当該取引の売買損益は、借入有価証券の買戻し

約定日に計上されます。 

 ４ 平成20年３月21日における受益権の総数 2,175,397,203口 

 

（平成20年９月22日現在） 

※１ 開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 2,175,397,203円 

同期中における追加設定元本額 0円 

同期中における一部解約元本額 369,358,304円 

同期末における元本の内訳  

ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル（非課税適格機関投資家専用） 1,267,921,979円 

ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル３（適格機関投資家向け） 141,999,039円 

マーケット・ニュートラル 106,456,882円 

ＳＫＳＣ米国株式ニュートラル・オープン（適格機関投資家向け） 289,660,999円 

計 1,806,038,899円 

※２ 売却借入有価証券に係る取引を行なうために、株式2,036,133,206円を担保として差し入れております。

※３ 売却借入有価証券 

 当該有価証券売却取引は、受渡に有価証券を充当しております。なお、当該取引にかかる借入有価証券

の貸借対照表計上額は、時価評価されております。また、当該取引の売買損益は、借入有価証券の買戻し

約定日に計上されます。 

 ４ 平成20年９月22日における受益権の総数 1,806,038,899口 

 

（有価証券関係に関する注記） 
売買目的有価証券 

 （平成20年３月21日現在） （平成20年９月22日現在） 

種類 貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 

 資産（円） 負債（円） 

当計算期間の損

益に含まれた評

価差額（円） 資産（円） 負債（円） 

当計算期間の損

益に含まれた評

価差額（円） 

株式 2,425,643,007 － △26,474,408 2,036,133,206 － △71,488,559

売却借入有価証券 － 2,463,065,224 △504,729 － 2,034,509,767 35,904,800

合計 2,425,643,007 2,463,065,224 △26,979,137 2,036,133,206 2,034,509,767 △35,583,759

 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本有価証券報告書の開示対象ファンドの

期末日までの期間に対応する金額です。 
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（デリバティブ取引等関係に関する注記） 
Ⅰ 取引の状況に関する事項 

自 平成19年９月21日 

至 平成20年３月21日 

自 平成20年３月22日 

至 平成20年９月22日 

１．取引の内容 １．取引の内容 

 当該親投資信託の利用しているデリバティブ取引

は、通貨関連では為替予約取引であります。 
 同左 

２．取引に対する取組方針 ２．取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、信託財産に属する外貨建資

産等の為替変動リスクを回避するため、及び外貨建

資産等の売買時の円換算額を確定させるため、為替

予約取引を行っております。 

 同左 

３．取引の利用目的 ３．取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産に属

する外貨建資産等の為替変動リスクを回避する為、

及び外貨建資産等の売買時の円換算額を確定する目

的で利用しております。 

 同左 

４．取引に係るリスクの内容 ４．取引に係るリスクの内容 

 デリバティブ取引に係るリスクは、為替相場の変

動によるリスクであります。 
 同左 

５．取引に係るリスクの管理体制 ５．取引に係るリスクの管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限および取引限度額等を定めた規定に従い、運用

担当部門が決済担当部署の承認を得て行っておりま

す。 

 同左 

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 ６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等

は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な

契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引の

リスクの大きさを示すものではありません。 

 同左 

 

Ⅱ 取引の時価等に関する事項 
 通貨関連 

（平成20年３月21日現在） （平成20年９月22日現在） 

区分 種類 
契約額等 

(円) 

うち1 

年超

(円) 

時価 

(円) 

評価損益 

(円) 

契約額等 

(円) 

うち1 

年超

(円) 

時価 

(円) 

評価損益 

(円) 

為替予約取引   

売建   

市場
取引
以外
の取
引 米ドル 2,358,995,000 － 2,285,740,000 73,255,000 2,007,219,000 － 1,983,690,000 23,529,000

 合計 2,358,995,000 － 2,285,740,000 73,255,000 2,007,219,000 － 1,983,690,000 23,529,000
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（注）１．時価の算定方法 
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 
① 計算期間末日において為替予約の受渡日（以下、「当該日」といいます。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表さ

れている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており

ます。 
イ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう

ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 
ロ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され

ている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相

場の仲値で評価しております。 
２．換算において円未満の端数は切捨てております。 
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 

 
（関連当事者との取引に関する注記） 
該当事項はありません。 

 

（１口当たり情報） 

項目 (平成20年３月21日現在) (平成20年９月22日現在) 

１口当たり純資産の額 1.1590円 1.2143円 

(1万口当たり) (11,590円) (12,143円) 
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(3)附属明細表 
第１ 有価証券明細表 
① 株式（買建） 
（注）下記の株式はすべて担保に差入れております。 
通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

米ドル BAKER-HUGHES INC. 2,091 67.27 140,661.57  

 CABOT OIL & GAS CORP 274 41.20 11,288.80  

 CHEVRON CORP 3,258 87.80 286,052.40  

 EL PASO CORPORATION 3,136 14.82 46,475.52  

 EXXON MOBIL CORP. 454 79.61 36,142.94  

 HALLIBURTON CO. 4,097 37.62 154,129.14  

 MARATHON OIL CORP 1,232 43.34 53,394.88  

 MURPHY OIL CORP 1,152 74.96 86,353.92  

 NOBLE ENERGY INC 1,913 61.92 118,452.96  

 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 341 80.50 27,450.50  

 SCHLUMBERGER LTD. 685 90.71 62,136.35  

 WILLIAMS COMPANIES 3,498 26.88 94,026.24  

 AK STEEL HOLDING CORP 2,842 32.12 91,285.04  

 ALCOA INC. 436 26.79 11,680.44  

 ASHLAND INC 681 31.39 21,376.59  

 BALL CORP. 1,657 42.31 70,107.67  

 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 836 119.43 99,843.48  

 DU PONT (E. I.) DE NEMOURS CO. 5,246 48.04 252,017.84  

 EASTMAN CHEMICAL CO. 2,133 61.18 130,496.94  

 ECOLAB INC. 4,490 50.01 224,544.90  

 INTERNATIONAL PAPER CO. 1,773 28.92 51,275.16  

 MEADWESTVACO CORP 2,844 25.69 73,062.36  

 PACTIV CORPORATION 570 28.06 15,994.20  

 SEALED AIR CORP. 6,573 23.25 152,822.25  

 VULCAN MATERIALS CO. 67 83.00 5,561.00  

 BOEING CO. 3,383 59.76 202,168.08  

 CUMMINS INC 1,847 58.68 108,381.96  

 FLUOR CORP (NEW) 2,197 64.11 140,849.67  

 GOODRICH B F CO. 615 47.52 29,224.80  

 GRAINGER W W INC. 1,797 92.33 165,917.01  

 JACOBS ENGINEERING GROUP INC 2,658 64.41 171,201.78  

 LOCKHEED MARTIN CORP. 1,115 110.88 123,631.20  

 MANITOWOC COMPANY INC 1,679 18.90 31,733.10  

 MASCO CORP. 1,382 19.28 26,644.96  

 PARKER HANNIFIN CORP. 2,138 59.32 126,826.16  

 PRECISION CASTPARTS CORP 807 88.40 71,338.80  

 ROCKWELL COLLINS 830 50.10 41,583.00  

 MONSTER WORLDWIDE INC 1,550 18.13 28,101.50  

 RR DONNELLEY & SONS CO 4,418 27.00 119,286.00  

 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 1,072 56.29 60,342.88  

 CSX CORP 1,345 59.37 79,852.65  

 FEDEX CORP. 990 90.08 89,179.20  
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 UNION PACIFIC CORP. 1,521 76.73 116,706.33  

 FORD MOTOR CO. 19,738 5.29 104,414.02  

 JOHNSON CONTROLS INC. 605 33.65 20,358.25  

 EASTMAN KODAK CO. 3,998 15.85 63,368.30  

 HARMAN INTERNATIONAL 4,686 33.86 158,667.96  

 HASBRO INC 1,314 36.55 48,026.70  

 NEWELL RUBBERMAID INC. 8,028 19.09 153,254.52  

 NIKE INC. 502 63.70 31,977.40  

 POLO RALPH LAUREN CORP 2,660 71.46 190,083.60  

 SNAP-ON INC. 4,048 58.44 236,565.12  

 H&R BLOCK INC 10,500 25.06 263,130.00  

 WENDY'S INTERNATIONAL 6,532 22.19 144,945.08  

 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 3,334 17.14 57,144.76  

 COMCAST CORP-CL A 3,611 20.71 74,783.81  

 INTERPUBLIC GROUP COS INC. 27,748 8.53 236,690.44  

 MCGROW-HILL INC. 6,052 38.15 230,883.80  

 NEW YORK TIMES CO. CLASS A 6,793 15.10 102,574.30  

 NEWS CORP INC-CL A WHEN ISS 16,418 13.73 225,419.14  

 THE WALT DISNEY CO. 810 34.39 27,855.90  

 TIME WARNER INC 9,228 14.55 134,267.40  

 AMAZON.COM INC 91 81.00 7,371.00  

 AUTONATION INC 995 13.32 13,253.40  

 BEST BUY CO. INC. 1,117 41.49 46,344.33  

 BIG LOTS INC 6,840 31.59 216,075.60  

 DILLARDS INC-CL A 3,950 14.02 55,379.00  

 EXPEDIA INC 2,650 16.75 44,387.50  

 GAP INC. 2,474 19.08 47,203.92  

 GENUINE PARTS CO. 839 42.19 35,397.41  

 OFFICE DEPOT INC. 4,189 5.68 23,793.52  

 COSTCO WHOLESALE CORP. 2,435 66.24 161,294.40  

 SUPERVALU INC 1,497 23.01 34,445.97  

 SYSCO CORP. 11,817 33.43 395,042.31  

 WALGREEN CO. 1,628 32.96 53,658.88  

 ALTRIA GROUP INC 8,156 20.54 167,524.24  

 ARCHER DANIELS MIDLAND CO. 6,285 23.68 148,828.80  

 BROWN FORMAN CORP. CLASS B 4,934 73.68 363,537.12  

 DEAN FOODS CO 11,424 23.32 266,407.68  

 MOLSON COORS BREWING CO -B 2,887 47.76 137,883.12  

 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 808 51.42 41,547.36  

 SARA LEE CORP. 5,660 13.48 76,296.80  

 TYSON FOODS INC-CL A 14,177 13.13 186,144.01  

 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 3,476 50.96 177,136.96  

 PROCTER & GAMBLE CO. 1,520 70.36 106,947.20  

 AETNA INC. 2,249 38.59 86,788.91  

 AMERISOURCEBERGEN CORP 6,212 39.43 244,939.16  

 CARDINAL HEALTH INC. 7,116 50.90 362,204.40  
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 CIGNA CORP. 4,150 36.85 152,927.50  

 HUMANA INC 1,074 43.25 46,450.50  

 MCKESSON CORP 4,491 57.03 256,121.73  

 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC 4,619 48.26 222,912.94  

 STRYKER CORP 5,121 63.80 326,719.80  

 TENET HEALTH CARE 18,759 6.26 117,431.34  

 APPLIED BIOSYSTEMS INC 8,346 34.44 287,436.24  

 BRISTOL MYERS SQUIBB CO. 1,503 21.00 31,563.00  

 PERKINELMER INC. 6,078 26.43 160,641.54  

 BB&T CORPORATION 2,285 41.14 94,004.90  

 FIFTH THIRD BANCORP 3,913 18.88 73,877.44  

 REGIONS FINANCIAL CORP. 7,256 19.80 143,668.80  

 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 3,018 35.70 107,742.60  

 CME GROUP INC 543 405.00 219,915.00  

 DISCOVER FINANCIAL SERVICES 5,386 16.00 86,176.00  

 FRANKLIN RESOURCES INC. 1,275 108.00 137,700.00  

 JANUS CAPITAL GROUP INC 5,998 28.38 170,223.24  

 NORTHERN TRUST CORP. 2,458 76.55 188,159.90  

 NYSE EURONEXT 32 44.50 1,424.00  

 SCHWAB CHARLES CORP. 7,586 25.25 191,546.50  

 T ROWE PRICE GROUP INC 206 65.01 13,392.06  

 CHUBB CORP. 4,050 64.50 261,225.00  

 LOEWS CORP 5,656 40.98 231,782.88  

 AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,261 103.90 131,017.90  

 BOSTON PROPERTIES INC 2,756 95.29 262,619.24  

 CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A 2,602 14.75 38,379.50  

 HOST HOTELS & RESORTS INC 9,548 15.99 152,672.52  

 KIMCO REALTY CORP 5,488 42.95 235,709.60  

 PLUM CREEK TIMBER CO 757 52.54 39,772.78  

 PUBLIC STORAGE 1,123 100.77 113,164.71  

 BMC SOFTWARE Inc. 756 33.42 25,265.52  

 CA INC 10,234 21.93 224,431.62  

 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 2,275 26.57 60,446.75  

 COMPUTER SCIENCES CORP 4,846 43.53 210,946.38  

 COMPUWARE CORPORATION 1,330 10.36 13,778.80  

 CONVERGYS CORP. 13,288 15.57 206,894.16  

 EBAY INC 964 23.17 22,335.88  

 ELECTRONIC ARTS INC 4,670 43.42 202,771.40  

 GOOGLE INC-CL A 179 449.15 80,397.85  

 MICROSOFT CORP. 1,504 25.16 37,840.64  

 UNISYS CORP. 29,004 3.35 97,163.40  

 WESTERN UNION CO 1,914 25.72 49,228.08  

 CORNING INC. 12,475 17.09 213,197.75  

 DELL INC 4,244 16.63 70,577.72  

 EMC CORP/MASS 2,010 13.04 26,210.40  

 HEWLETT-PACKARD CO. 4,103 48.26 198,010.78  
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 JABIL CIRCUIT INC 7,191 11.24 80,826.84  

 LEXMARK INTL GROUP INC. 3,591 33.29 119,544.39  

 MOLEX INC 10,244 25.86 264,909.84  

 MOTOROLA INC. 9,196 7.53 69,245.88  

 SUN MICROSYSTEMS INC. 12,822 8.74 112,064.28  

 TELLABS INC. 2,483 4.10 10,180.30  

 TYCO ELECTRONICS LTD 2,177 30.15 65,636.55  

 AMERICAN TOWER CORP-CL A 4,518 39.71 179,409.78  

 QWEST COMMUNICATIONS INTL INC. 16,234 3.84 62,338.56  

 VERIZON COMMUNICATIONS 8,363 33.30 278,487.90  

 AES CORP 1,714 13.21 22,641.94  

 ALLEGHENY ENERGY INC 4,558 39.84 181,590.72  

 CENTERPOINT ENERGY INC 7,261 14.83 107,680.63  

 CMS ENERGY CORP. 5,799 12.90 74,807.10  

 DTE ENERGY CO. 374 42.33 15,831.42  

 DUKE ENERGY CORP 123 17.97 2,210.31  

 EDISON INTERNATIONAL 2,521 40.04 100,940.84  

 PG&E CORPORATION 9,829 39.40 387,262.60  

 TECO ENERGY 7,499 17.22 129,132.78  

 XCEL ENERGY INC. 1,599 21.41 34,234.59  

 INTEL CORP. 1,745 19.23 33,556.35  

 LSI LOGIC CORP. 4,710 5.95 28,024.50  

 MICRON TECHNOLOGY INC. 14,763 4.84 71,452.92  

 NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP 1,390 17.96 24,964.40  

 TERADYNE INC 5,831 8.66 50,496.46  

 TEXAS INSTRUMENTS INC. 9,985 23.60 235,646.00  

小計  713,308 19,032,839.84  

   (2,036,133,206)  

合計  713,308 2,036,133,206  

   (2,036,133,206)  
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② 株式（売建） 

通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

米ドル ABBOTT LABORATORIES 1,551 58.71 91,059.21  

 ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A 4,723 44.10 208,284.30  

 ADVANCED MICRO DEVICED 8,484 5.42 45,983.28  

 AFFILIATED COMPUTER SVCS-A 5,042 51.83 261,326.86  

 AFLAC INC 2,026 63.58 128,813.08  

 ALLSTATE CORP. 4,727 47.54 224,721.58  

 ANADARKO PETROLEUM CORP 2,197 57.78 126,942.66  

 APARTMENT INVT & MGMT 636 36.27 23,067.72  

 APOLLO GROUP INC-CL A 2,281 60.07 137,019.67  

 APPLE INC 1,662 140.91 234,192.42  

 APPLIED MATERIALS 612 15.90 9,730.80  

 AUTOZONE INC. NEVADA 1,620 130.79 211,879.80  

 BANK OF AMERICA CORP 3,767 37.48 141,187.16  

 BARR PHARMACEUTICALS INC 1,183 66.19 78,302.77  

 BED BATH & BEYOND INC 1,584 32.76 51,891.84  

 BEMIS CO INC. 5,450 28.51 155,379.50  

 BLACK & DECKER CORP 910 67.29 61,233.90  

 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. 1,995 56.05 111,819.75  

 CARNIVAL CORP 2,473 39.76 98,326.48  

 CATERPILLAR INC. 3,303 66.49 219,616.47  

 CBS CORP-CL B 15,036 15.69 235,914.84  

 CELGENE CORP 262 67.95 17,802.90  

 CENTURYTEL INC. 119 38.32 4,560.08  

 CHESAPEAKE ENERGY CORP 4,651 41.73 194,086.23  

 CIENA CORP 12,408 11.28 139,962.24  

 CIT GROUP INC 2,508 11.16 27,989.28  

 CITIGROUP INC 5,364 20.65 110,766.60  

 CITRIX SYSTEMS INC 2,809 28.49 80,028.41  

 CLOROX CO. 5,667 62.82 356,000.94  

 CONSTELLATION BRANDS INC-A 1,902 22.21 42,243.42  

 DANAHER CORP. 2,081 77.86 162,026.66  

 DAVITA INC 602 57.27 34,476.54  

 DEERE & CO. 3,596 63.38 227,914.48  

 DR HORTON INC 4,381 15.04 65,890.24  

 EATON CORP. 2,268 69.33 157,240.44  

 EMBARQ CORP 6,222 44.00 273,768.00  

 EMERSON ELECTRIC CO. 669 43.84 29,328.96  

 EW SCRIPPS CO-CL A 2,871 7.28 20,900.88  

 EXELON CORPORATION 3,277 67.94 222,639.38  

 EXPRESS SCRIPTS INC 978 74.36 72,724.08  

 FIRST HORIZON NATIONAL CORP 7,873 14.50 114,158.50  

 FISERV INC 5,483 51.51 282,429.33  

 FOREST LABORATORIES INC 1,760 28.91 50,881.60  

 FORTUNE BRANDS INC. 3,148 62.77 197,599.96  
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 FPL GROUP INC. 1,246 55.97 69,738.62  

 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GO 994 73.52 73,078.88  

 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 19,474 11.86 230,961.64  

 GANNETT INC. 8,252 18.56 153,157.12  

 GENERAL ELECTRIC CO. 5,618 26.62 149,551.16  

 GENERAL GROWTH PROPERTIES 3,434 21.42 73,556.28  

 GENERAL MILLS INC. 4,753 70.06 332,995.18  

 GILEAD SCIENCES INC 596 46.46 27,690.16  

 GOLDMAN SACHS GROUP INC 561 129.80 72,817.80  

 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. 5,376 17.18 92,359.68  

 HARLEY DAVIDSON INC. WIS 2,829 42.80 121,081.20  

 HARTFORD FINANCIAL SVCS GROUP 2,194 63.15 138,551.10  

 HCP INC 6,068 40.13 243,508.84  

 HERSHEY FOODS CORP. 3,874 40.70 157,671.80  

 HJ HEINZ CO 5,504 50.00 275,200.00  

 HOME DEPOT INC. 7,526 27.37 205,986.62  

 INGERSOLL-RAND CO-CL A 2,295 36.43 83,606.85  

 INTEGRYS ENERGY GROUP INC 2,918 52.86 154,245.48  

 INTERCONTINENTALEXCHANGE INC 74 86.61 6,409.14  

 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE 2,641 118.85 313,882.85  

 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA 441 44.47 19,611.27  

 INTL GAME TECHNOLOGY 3,115 18.39 57,284.85  

 INTUIT INC 4,830 31.74 153,304.20  

 INTUITIVE SURGICAL INC 508 290.71 147,680.68  

 J.C. PENNEY CO INC(HLDG CO) 821 38.11 31,288.31  

 JDS UNIPHASE CORP. 10,485 9.21 96,566.85  

 JPMORGAN CHASE & CO 202 47.05 9,504.10  

 JUNIPER NETWORKS INC 1,746 26.90 46,967.40  

 KB HOME 4,251 23.87 101,471.37  

 KELLOGG CO. 5,163 56.68 292,638.84  

 KEYCORP 5,980 14.88 88,982.40  

 KIMBERLY CLARK CORP. 5,075 66.06 335,254.50  

 KING PHARMACEUTICALS INC 7,050 10.08 71,064.00  

 KOHL'S CORP. 1,936 49.98 96,761.28  

 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS 1,451 101.45 147,203.95  

 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,498 73.55 110,177.90  

 LEGG MASON INC 3,027 40.45 122,442.15  

 LENDER PROCESSING SERVICES 4 31.31 125.24  

 LEUCADIA NATIONAL CORP 4,148 44.00 182,512.00  

 LINCOLN NATIONAL CORP. 2,673 54.90 146,747.70  

 LINEAR TECHNOLOGY 8,012 31.57 252,938.84  

 LIZ CLAIBORNE 4,505 18.29 82,396.45  

 LORILLARD INC 2,751 72.14 198,457.14  

 LOWE'S COMPANIES INC. 478 25.53 12,203.34  

 MACY'S INC 1,531 19.96 30,558.76  

 MARSHALL & ILSLEY CORP 4,497 29.50 132,661.50  
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 MBIA INC 2,268 12.88 29,211.84  

 MEMC ELECTRONIC MATERIALS 5,090 31.00 157,790.00  

 MERCK & CO. 6,116 31.84 194,733.44  

 MEREDITH CORP. 2,912 30.08 87,592.96  

 METLIFE INC 880 60.24 53,011.20  

 MGIC INVT CORP WIS 3,759 10.21 38,379.39  

 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 3,740 31.61 118,221.40  

 MILLIPORE CORP 2,221 70.58 156,758.18  

 MONSANTO CO 552 118.41 65,362.32  

 MORGAN STANLEY 1,636 27.21 44,515.56  

 MYLAN INC 17,964 11.80 211,975.20  

 NABORS INDUSTRIES INC 1,834 28.03 51,407.02  

 NOVELLUS SYSTEMS INC. 4,177 20.98 87,633.46  

 NVIDIA CORP 1,938 11.41 22,112.58  

 OMNICOM GROUP INC. 1,816 41.90 76,090.40  

 ORACLE CORP 7,858 20.07 157,710.06  

 PATTERSON COS INC 750 31.51 23,632.50  

 PAYCHEX INC. 7,157 32.89 235,393.73  

 PEPCO HOLDINGS INC 1,464 22.86 33,467.04  

 PEPSICO INC. 1,374 73.19 100,563.06  

 PITNEY BOWES 8,795 35.48 312,046.60  

 PPL CORPORATION 7,024 37.59 264,032.16  

 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1,520 86.25 131,100.00  

 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 3,558 35.64 126,807.12  

 QUALCOMM INC. 3,313 48.74 161,475.62  

 RANGE RESOURCES CORP 3,049 52.09 158,822.41  

 REYNOLDS AMERICAN INC 2,820 50.72 143,030.40  

 ROCKWELL AUTOMATION INC 104 39.15 4,071.60  

 ROHM AND HAAS CO 1,622 74.02 120,060.44  

 ROWAN COMPANIES 2,467 34.41 84,889.47  

 SANDISK CORP 4,966 22.52 111,834.32  

 SCHERING-PLOUGH 1,355 18.58 25,175.90  

 SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A 8,604 41.60 357,926.40  

 SHERWIN WILLIAMS CO. 1,911 63.36 121,080.96  

 SIGMA ALDRICH CORP. 2,026 54.65 110,720.90  

 SIMON PROPERTY GROUP INC 2,081 100.99 210,160.19  

 SLM CORP 6,407 15.75 100,910.25  

 SOUTHERN CO. 4,327 38.40 166,156.80  

 SOUTHWEST AIRLINES CO. 9,936 15.68 155,796.48  

 SPECTRA ENERGY CORP 94 25.71 2,416.74  

 SPRINT NEXTEL CORP 6,774 7.15 48,434.10  

 ST JUDE MEDICAL INC 609 44.37 27,021.33  

 STANLEY WORKS 1,634 47.27 77,239.18  

 STAPLES INC. 7,677 25.02 192,078.54  

 STARWOOD HOTELS & RESORTS 4,452 36.47 162,364.44  

 SUNOCO INC. 1,849 41.66 77,029.34  
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通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額 備考

 SUNTRUST BANKS 2,293 59.20 135,745.60  

 TARGET CORP. 160 53.32 8,531.20  

 TESORO PETROLEUM CORP 5,771 18.86 108,841.06  

 TJX COMPANIES INC 568 32.55 18,488.40  

 TRANSOCEAN INC 1,669 125.40 209,292.60  

 UST INC. 255 66.95 17,072.25  

 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 1,245 60.54 75,372.30  

 WACHOVIA CORP 3,716 18.75 69,675.00  

 WASHINGTON POST -CL B 258 599.00 154,542.00  

 WATERS CORP 3,721 57.65 214,515.65  

 WATSON PHARMACEUTICALS 551 28.29 15,587.79  

 WELLS FARGO & CO. 3,917 39.80 155,896.60  

 WEYERHAEUSER CO. 3,659 62.29 227,919.11  

 WHIRLPOOL CORP. 229 90.49 20,722.21  

 WINDSTREAM CORP 4,718 11.81 55,719.58  

 WYETH 6,830 38.42 262,408.60  

 XILINX INC 2,105 24.05 50,625.25  

 XL CAPITAL LTD -CLASS A 5,406 20.59 111,309.54  

 XTO ENERGY INC 409 54.25 22,188.25  

小計  546,526 19,017,664.68  

    (2,034,509,767)  

合計   546,526 2,034,509,767  

    (2,034,509,767)  

 

有価証券明細表注記 
 （注１）通貨の表示については、その通貨の表記単位で表示しています。 
 （注２）通貨種類毎の小計欄の（ ）内は邦貨換算額であります。 
 （注３）合計欄は邦貨額で表示しており、（ ）内は外貨建有価証券の邦貨換算額を内書しています。 
 （注４）外貨建有価証券の内訳 

通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率 

米ドル 
株式（買建）160銘柄 

株式（売建）155銘柄 
100.0％ 100.0％ 

 
③ 株式以外の有価証券 
 該当事項はありません。 

 
第２ 信用取引契約残高明細表 
   該当事項はありません。 
 
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  

 「(2)注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。 
 



 

 25

２【ファンドの現況】 

 以下は、平成 20年９月 30日現在のファンドの純資産計算書です。 

  【純資産額計算書】 

 Ⅰ 資産総額 129,833,520円 

 Ⅱ 負債総額 110,734円 

 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 129,722,786 円 

 Ⅳ 発行済数量 138,984,211口 

 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9334 円 

 

（参考情報）親投資信託受益証券の現況 

 ユナイテッド米国株式マーケット・ニュートラル・マザーファンドの純資産額計算書 

 Ⅰ 資産総額 3,926,556,630円 

 Ⅱ 負債総額 1,745,726,126円 

 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,180,830,504 円 

 Ⅳ 発行済数量 1,806,038,899口 

 Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2075 円 

 

 

第５【設定及び解約の実績】 
 

計算期間 設定数量（口） 解約数量（口） 

第１期 526,371,645 39,013,788 

第２期 11,287,989 111,623,286 

第３期 18,485,400 33,859,956 

第４期 7,536,513 74,192,446 

第５期 17,142,241 69,866,636 

第６期 164,564,624 173,410,398 

第７期 26,074,676 20,897,590 

第８期 456,395 36,484,931 

第９期 381,270 15,537,017 

第10期 359,188 36,666,052 

第11期 278,554 15,637,312 

第12期 273,085 4,494,833 

第13期 315,641 3,006,000 

第14期 371,981 235,439 

  （注１）第１期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定数量を含みます。 

  （注２）本邦外における設定、解約の事実はありません。 
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